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１．自己点検･評価の基礎資料 

（１）学校法人及び短期大学の沿革 

    学校法人浅井学園は、昭和１４(1939)年、札幌市に北海ドレスメーカー女学院を

創設以来、建学の精神である「女性にふさわしい職業的技能と幅広い教養を持つ自

立できる社会人の育成」を掲げ、７０年にわたり、社会に貢献できる女性のための

高等教育機関として重要な役割を果たしてきた。 

    北翔大学短期大学部は、昭和３８(1963)年に北海道女子短期大学被服科をもって

開学し、その後工芸美術学科、保健体育学科、初等教育学科、経営情報学科を増設

し、約５３年にわたり、豊かな自然と文化環境の中で生活に関わる総合的教育を展

開してきた。 

    平成１５(2003)年度に服飾美術学科、保健体育学科、経営情報学科の３学科を改

組転換し、地域総合科学科として人間総合学科を設置した。平成１７(2005)年度に

は、初等教育学科をこども学科に改組し、平成２４(2012)年度には人間総合学科を

学科の教育内容を表すに一層ふさわしい学科名として、ライフデザイン学科に名称

変更をした。  

  年譜 

昭和 14(1939)年 北海ドレスメーカー女学院創設 

昭和 38(1963)年 北海道女子短期大学（被服科入学定員 80人）開学 

昭和 40(1965)年 被服科を服飾美術科に科名変更 

昭和 41(1966)年 工芸美術科（入学定員 100人)設置 

体育科（入学定員 100人）設置 

昭和 44(1969)年 初等教育学科（入学定員 50人）設置 

昭和 45(1970)年 体育科を保健体育科に科名変更 

昭和 62(1987)年 経営情報学科（入学定員 150人）設置 

平成 9(1997)年 北海道女子大学開学 

北海道女子短期大学を北海道女子大学短期大学部に、服飾美

術科を服飾美術学科に、工芸美術科を工芸美術学科に、保健

体育科を保健体育学科に名称変更 

平成 12(2000)年 北海道女子大学短期大学部を北海道浅井学園大学短期大学

部に名称変更 

平成 13(2001)年 工芸美術学科廃止 

平成 15(2003)年 人間総合学科（入学定員 340人）設置 

平成 17(2005)年 北海道浅井学園大学短期大学部を浅井学園大学短期大学部

に名称変更 

こども学科（入学定員 140人）設置 

平成 18(2006)年 服飾美術学科、経営情報学科廃止 

平成 19(2007)年 保健体育学科、初等教育学科廃止 

浅井学園大学短期大学部を北翔大学短期大学部に名称変更 

平成 24(2012)年 人間総合学科をライフデザイン学科に名称変更 
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（２）学校法人の概要 

   ■ 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

   ■ 平成 28 年 5 月 1 日現在 

教育機関名 所在地 
入学定員

（人） 

収容定員

（人） 

在籍者数

（人） 

北翔大学大学院 北海道江別市文京台 23番地 20  42  42  

北翔大学 北海道江別市文京台 23番地 440  1,865  1,759  

北翔大学短期大学部 北海道江別市文京台 23番地 190  380  330  

北海道ﾄﾞﾚｽﾒｰｶｰ学院 札幌市中央区南 4条西 16丁目 140  260  91  

 

（３）学校法人・短期大学の組織図 

   ■ 組織図 

   ■ 平成 28 年 5 月 1 日現在 

 

 

学校法人浅井学園　組織機構図

 （平成２８年５月１日現在）

　

　

　

　

　

　

北海道ドレスメーカー学院 事務局

専 攻 科

北翔大学短 期大 学部
教 職 セ ン タ ー

こ ど も 学 科

キャリア支援センター

教務委員会

内部監査室 芸術 ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ学科
保 健 セ ン タ ー

生涯学習ｼ ｽ ﾃ ﾑ 学部

短期大学教授会
ＩＲ室

アドミッションセンター

福 祉 心 理 学 科 地 域 連 携 セ ン タ ー

人 間 福 祉 学 部 医 療 福 祉 学 科 図 書 館

ライフデザイン学科

学習ｺｰﾁﾝｸﾞ学科
体 育 管 理 セ ン タ ー

北方圏生涯スポーツ研究センター 地 域 福 祉 学 科 Ｆ Ｄ 支 援 オ フ ィ ス

監事

理事会 常勤理事会
心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ学科

教育支援総合センター 学生生活支援オフィス

北方圏学術情報センター

教 育 文 化 学 部 芸 術 学 科
学 習 支 援 オ フ ィ ス

教 育 学 科

北 翔 大 学

評議員会
健 康 福 祉 学 科

大学教授会
福祉実習支援センター

臨床心理センター

施 設 管 理 課

生涯学習学研究科

総 務 部

生 涯 ス ポ ー ツ 学 部

会 計 課

大学院委員会 総 務 課大学・短大事務局

研究科委員会

研究科委員会

人間福祉学研究科

北 翔 大 学 大 学 院 研究科委員会

スポーツ教育学科

生涯スポーツ学研究科
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（４）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ 

   ■ 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢） 

 短期大学の所在する江別市の人口動態は以下のとおりである。 

    江別市の人口は、国勢調査によると平成１７(2005)年の 125,601人をピークに平

成２２(2010)年には減少に転じ 123,722人となっている。平成２７年(2015)実施の

国勢調査速報値によると、江別市の人口は 120,677人と減少傾向が続いている。 

江別市による将来人口見通しでは、今後も緩やかな減少傾向を示し、平成３０

(2018)年には１２万人を下回り、平成３５(2023)年には、約 115,000人になると予

想されている。年齢別に見ると、平成２２(2010)年に２１．８％あった１４歳以下

の年少人口が平成３５(2023)年には、１０％を下回るとともに、平成２２(2010)年

に１２．２％であった 65歳以上の高齢者が平成３５(2023)年には、３５％を上回る

見込みとなっている。 

一方、生産年齢人口見通しにおいても、平成２２年(2010)年との比較で平成３５

(2023)年には、17,420人、率にして２１．３％の減が予想されている。 

世帯数については、平成１２(2000)年 47,658世帯、平成１７(2005)年 50,425世

帯、平成２２(2010)年 51,170世帯、平成２７(2015)年速報値で 51,932世帯と右上

がりに増加しているものの、単独世帯の比率が少しずつ増加傾向にある。 

 

  ■ 学生の入学動向：学生の出身地別人数及び割合（下表） 

 地 域 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

人数

(人) 

割合

(％） 

人数

(人) 

割合

(％） 

人数

(人) 

割合

(％） 

人数

(人) 

割合

(％） 

人数

(人) 

割合

(％） 

 北海道 210  98.1 179  95.7 161  98.8 155  98.1 170  98.3 

  江別市 18  8.4 18  9.6 19  11.7 18  11.4 18  10.4 

  札幌市 62  29.0 58  31.0 48  29.4 56  35.4 51  29.5 

  石狩支庁 11  5.1 15  8.0 7  4.3 5  3.2 16  9.2 

  渡島支庁 5  2.3 2  1.1% 5  3.1 2  1.3 0  0.0 

  檜山支庁 2  0.9 1  0.5 3  1.8 0  0.0 0  0.0 

  後志支庁 7  3.3 8  4.3 9  5.5 3  1.9 5  2.9 

  空知支庁 21  9.8 12  6.4 11  6.7 17  10.8 16  9.2 

  上川支庁 11  5.1 4  2.1 8  4.9 9  5.7 12  6.9 

  留萌支庁 3  1.4 4  2.1 0  0.0% 1  0.6 2  1.2 

  宗谷支庁 4  1.9 1  0.5 3  1.8 1  0.6 0  0.0 

  網走支庁 16  7.5 17  9.1 13  8.0 10  6.3 14  8.1 

  胆振支庁 16  7.5 13  7.0 18  11.0 15  9.5 20  11.6 

  日高支庁 8  3.7 4  2.1 2  1.2 3  1.9 1  0.6 

  十勝支庁 16  7.5 11  5.9 9  5.5 8  5.1 6  3.5 

  釧路支庁 4  1.9 4  2.1 4  2.5 3  1.9 7  4.0 

  根室支庁 6  2.8 7  3.7 2  1.2 4  2.5 2  1.2 

 東北 2  0.9 6  3.2 1  0.6 1  0.6 1  0.6 
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 関東 0  0.0 1  0.5 1  0.6 0  0.0 2  1.2 

 中部 0  0.0 0  0.0 0  0.0 1  0.6 0  0.0 

 近畿 0  0.0 0  0.0 0  0.0 1  0.6 0  0.0 

 中国・四国 1  0.5 0  0.0 0  0.0 0  0.0 0  0.0 

 その他 1  0.5 1  0.5 0  0.0 0  0.0 0  0.0 

合  計 214  100.0 187  100.0 163  100.0 158  100.0 173  100.0 

[注]  

  □ 短期大学の実態に即して地域を区分する。 

   □ この事項においては通信による教育を行う学科の学生を除く。 

   □ 第三者評価を受ける前年度の平成 27 年度を起点に過去 5 年間。 

 

  ■ 地域社会のニーズ 

   「北海道エリアの住みやすい街ランキング」（(株)カカクコムが運営する WEB サイ 

ト「スマイテイ」調べ、平成２６年７月１日現在）で第１位札幌市（総合点５点満点 

で 4.04点）に次いで、第２位が江別市（4.03点）である。江別市は住みやすい街と 

して市民に選ばれている。その背景には市の取り組みや江別の環境が地域社会のニー 

ズと合致しているからと推測される。地域社会のニーズとそれに応える江別市の取り 

組みについては下記のとおりである。 

〇子育て支援 

子どもを持つ親にとって最大の関心事が子育て支援である。地域社会のニーズは

強く、それに応える取り組みが江別市ではなされている。７つの子育て支援セン

ターやファミリーサポートセンターの設置・運営、病児・病後児保育の取り組み、

親と子の絵本事業、指定ゴミ袋の無料配布など地域住民の子育て支援に対するニ

ーズに応えている。 

〇教育支援 

子どもを持つ親にとって教育も大きな関心事である。特に江別市は本短期大学

部を含め、４大学、１短大を有しており、人口対比で見ると日本でも稀有な文教

地区である。そうしたアカデミックな環境も地域住民のニーズに合致していると

思われる。複数の教員が授業をする小中学校での学習支援、広大な自然を活かし

た青少年キャンプや青空こども広場、市内の大学との連携による授業サポート、

中学生の職場体験によるキャリア教育など、地域住民の高い教育ニーズに応える

様々な取り組みが行われている。 

〇交通の利便性へのニーズ 

札幌市で勤務して、子育て・教育の充実した江別市でという地域住民のニーズ

に応えられるほど、江別市は交通の利便性が良い市である。ＪＲなら札幌まで約

１６分、車なら約４０分という好立地である。 

〇自然豊かなところを求めるニーズ 

江別市、札幌市、北広島市の３市にわたる広大な野幌森林公園をはじめ、広大

な自然に囲まれているのが江別市の大きな魅力である。そうした自然豊かな場所

で過ごしたい、子育てをしたいというニーズを包み込んでくれる広大な土地があ
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ることも大きな魅力である。 

 

  ■ 地域社会の産業の状況 

江別市は、北海道最大都市である札幌市に隣接し、雄大な自然も兼ね備えたまちで 

あり、自然を活かした農業、３つの工業団地を有する製造業、豊富な土地を活用した

様々な商業施設による商業が産業の中心となっている。また、本短期大学部、併設の

北翔大学の他、札幌学院大学、酪農学園大学、北海道情報大学と人口約１２万人のま

ちに４大学、１短期大学が所在する日本でも稀有な文教地区でもある。 

〇農業 

江別市は、市面積の約４０％が農地という農業のまちでもある。札幌に隣接し

ている立地を活かし、「大都市の消費者や市場から近距離であること」「農畜産物

の種類や経営が多様であること」「食品などの産業や大学・研究機関との連携、集

積が進んでいること」の三つを合わせた農業のかたちとして江別市独自に定義し

ている『都市型農業』を推進しており、稲作、畑作、酪農、肉用牛の飼養、施設

園芸など多彩な農業を展開している。農家戸数こそ、少子高齢化や農地集約等に

より減少傾向にあるが、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことができ

る法人である農業生産法人数は増加傾向にあり、より生産性の高い農業経営をめ

ざしている。また、市場で付加価値の高い農産物の作付面積や家畜の飼養頭数等

を増やすことで、新たな需要の拡大や市場での競争力を高めている。 

〇製造業 

製造業は、歴史的に紙・パルプ等をはじめ、食料品、窯業、土石製品製造業が 

三大主要産業として発展してきている。市内には三つの工業団地があり、市街地

北側に所在する「江別第１・第２工業団地」には製造・物流産業が、市街地南側

にある「江別 RTNパーク」には情報技術産業が集約し、近年では、北海道フード・

コンプレックス国際戦略総合特区に指定され、食品製造産業の集積を進めている。

リーマンショック以降、製造品出荷額等は減少傾向が続いているが食品製造産業

などは伸びを見せている。 

〇商業 

札幌のベッドタウンでもある江別は、中心市街地への大型店舗や郊外型大型店

舗の進出で、商業年間販売額が大きく伸びた時期もあったが、全国規模の大型店

舗進出による卸売業を介さない流通形態の増加により減少傾向にあるのが現状で

ある。 
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■ 短期大学所在の市町村の全体図 

 

 

（５） 課題等に対する向上･充実の状況 

 

 ① 前回の第三者評価における三つの意見の「向上･充実のための課題」で指摘された事

項への対応について（領域別評価票における指摘への対応は任意） 

改善を要する事項 

（向上・充実のための課題） 
対策 成果 

評価領域Ｖ 学生支援 

人間総合学科の平成 20

年度卒業生の進路のうち、

就職希望者・進学希望者以

外に該当する 43 人につい

ての分析がされていない

が、就職未決定者と同様に

フォローアップ体制が必

短期大学全体としては、

就職ガイダンスを定期的

に実施し、就職意欲の醸成

を図っている。就職活動は

「学生時代の経験＋地道

な努力」であることを念頭

に、入学式直後に第１回目

の就職ガイダンスを実施。

短期大学全体、および学

科でのフォローアップ等

を通して、未内定者や、ま

だ就職活動をしていない

学生に就職意識を確認し、

活動中の学生も含め、最後

まで諦めないよう、具体的

な事例や求人の探し方を

北翔大学短期大学部 
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要である。 「充実した学生生活を過

ごすことが就職・進路を考

えるうえで何よりも基本

である」ことをしっかりと

伝え、目的のない学生生活

を送ることがないよう積

極的にサポートしている。 

また、学科においては、コ

ース担当教員、クラス担

任、ゼミ担任、授業担当教

員という複数体制で学生

に対応し、複数回の面談や

進路調査を通しフォロー

アップに努めている。 

提示することによって、平

成 27 年度卒業生のうち、

就職希望者・進学希望者以

外の学生数は６名に減少

した。 

 

評価領域Ⅷ 管理運営 

学校法人の全構成員（学

生は除外）に対し、学校法

人の社会における位置づ

け、使命、役割及び公的・

社会的責任を負っている

ことを真摯に受け止める

べく周知する必要がある。 

理事長メッセージとし

て、本学の社会にける位置

づけや役割、公的・社会的

責任についての考え方や

経営方針を示してきた。ま

た、年度初め及び年度末の

辞令交付式においても幹

部教職員に対する理事長

挨拶の中で位置づけや役

割、社会的責任とともに本

学の職員としての果たす

べき役割について示され

ている。 

平成 26年度（1回）、平

成 27年度（2回）と不定期

ではあるが、年度の初めや

期中に全教職員に学内メ

ールにより「理事長メッセ

ージ」を配信され、、また、

さまざまな場面での理事

長挨拶のなかで、本学の現

状及び社会に果たすべき

役割、経営方針等について

の理事長の考えや方針が

示されており、全教職員の

共通認識が図られている。 

評価領域Ⅹ 改革・改善 

自己点検・評価報告書作

成において各部署の主体

性を尊重した討議、客観的

なアンケートの実施、事務

職員の点検評価委員会へ

の参加等、教職員全員が何

らかの形で自己点検・評価

に参画することが望まし

い。 

 

点検評価委員会におい

て全員参画での報告書作

成方針を確認し、基準、区

分の取り纏め責任者のも

と全教職員の参画により

作成した。 

自己点検・評価報告書の

作成に当たっては、点検評

価委員会を中心に方針を

策定し、学科長やセンター

長等の関連部署の長を各

基準の取り纏め責任者と

して作成作業を進めてき

た。取り纏め責任者は、事

務局の関連部署の課長、担

当課長と相談・協力して自

己点検・評価報告書案を作

成している。各部署から提

出された報告書案をまと
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め、点検評価委員会内に設

置された小委員会で全体

の確認修正を行うととも

に、学科会議、短期大学部

教授会での審議を経て作

成している。また、関係資

料については、事務統括で

ある事務局次長から事務

局各部署に自己点検・評価

報告書の作成資料である

ことを周知した上で作成、

提出を求めている。これら

の作業を通して、間接的で

はあるが全教職員が参画

して自己点検・評価報告書

を作成している。 

 

 

 ② 上記以外で、改善を図った事項  

改善を要する事項 対策 成果 

特になし。   

 

 ③ 過去 7 年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付された

短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

  特になし。 

 

（６）学生データ（学校基本調査のデータを準用） 

  

 ① 入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率 

  ■ 学科･専攻課程ごとに、第三者評価を受ける平成 28 年度を含む過去 5 年間のデー

タを示す。 

 

学科等の名称 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 備 考 

ライフデザイン学科 

（旧人間総合学科） 

入学定員 80  80  50  50  50  
平成 24 年

度人間総

合学科か

ら名称変

更 

入学者数 48  26  29  26  17  

入学定員充足率(%) 60  32  58  52  34  

収容定員 200  160  130  100  100  

在籍者数 115  72  58  56  44  

収容定員充足率(%) 58  45  44  56  44  

こ ど も学科 入学定員 140  140  140  140  140    
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入学者数 139  137  129  147  121  

入学定員充足率(%) 99  97  92  105  86  

収容定員 280  280  280  280  280  

在籍者数 294  289  285  299  288  

収容定員充足率(%) 105  103  101  106  102  

専 

攻 

科 

服飾美

術専攻 

入学定員 30  30  30  30  30  

  

入学者数 0  0  0  0  0  

入学定員充足率(%) － － － － － 

収容定員 30  30  30  30  30  

在籍者数 0  0  0  0  0  

収容定員充足率(%) － － － － － 

保健体

育専攻 

入学定員 10  10  10  10  10  

入学者数 0  0  0  0  0  

入学定員充足率(%) － － － － － 

収容定員 10  10  10  10  10  

在籍者数 0  0  0  0  0  

収容定員充足率(%) － － － － － 

初等教

育専攻 

入学定員 20  20  20  20  20  

入学者数 0  0  0  0  0  

入学定員充足率(%) － － － － － 

収容定員 20  20  20  20  20  

在籍者数 0  0  0  0  0  

収容定員充足率(%) － － － － － 

 ［注］ 

   □ 「学科等の名称」欄には 5 年間に設置された学科等をすべて記載し、設置以前

の年度については、入学定員以下は空欄とする。 

   □ 5 年間に学科等の名称変更を行った場合は、最新の名称で記載し、直下の（ ）

に旧名称を記載する。   

 □ 通信教育学科の場合、学科等の名称欄に「通信教育」と記載する。募集停止等を

行った学科等は、募集を停止した年度の入学定員欄に「募集停止」と記載する。 

 □ 新たに学科等を設置した場合は、募集年度の入学定員欄に「新設」と記載する。 

 □ 「入学定員充足率（％）」欄及び「収容定員充足率（％）」欄は、小数点以下第 1

位を切り捨てて記載する。 

 

 ※ 下記②~⑥について、学課・専攻課程ごとに、第三者評価を受ける前年度の平成 27

年度を起点とした過去 5 年間のデータをしめす。 
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 ② 卒業者数（人） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

ライフデザイン学科 

（旧人間総合学科） 
61  60  41  25  26  

こども学科 140  135  129  127  122  

専 

攻 

科 

服飾美術専攻 －  －  －  －  －  

保健体育専攻 －  －  －  －  －  

初等教育専攻 －  －  －  －  －  

 

 ③ 退学者数（人） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

ライフデザイン学科 

（旧人間総合学科） 
9  6  3  3  3  

こども学科 13  6  2  4  10  

専 

攻 

科 

服飾美術専攻 －  －  －  －  －  

保健体育専攻 －  －  －  －  －  

初等教育専攻 －  －  －  －  －  

 

 ④ 休学者数（人） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

ライフデザイン学科 

（旧人間総合学科） 
7  3  4  3  1  

こども学科 13  8  3  8  11  

専 

攻 

科 

服飾美術専攻 －  －  －  －  －  

保健体育専攻 －  －  －  －  －  

初等教育専攻 －  －  －  －  －  

 

 ⑤ 就職者数（人） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

ライフデザイン学科 

（旧人間総合学科） 
23  26  21  18  20  

こども学科 114  122  116  111  106  

専 

攻 

科 

服飾美術専攻 －  －  －  －  －  

保健体育専攻 －  －  －  －  －  

初等教育専攻 －  －  －  －  －  
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 ⑥ 進学者数（人） 

区分 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

ライフデザイン学科 

（旧人間総合学科） 
11  12  4  2  2  

こども学科 13  1  6  9  5  

専 

攻 

科 

服飾美術専攻 －  －  －  －  －  

保健体育専攻 －  －  －  －  －  

初等教育専攻 －  －  －  －  －  

 

（７）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要 

  

 ※ 大学の設置等に係る提出書類の「基本計画書」（「大学の設置等に係る提出書類の作

成の手引き」を参照）内の量的数値及び質的な事項について記述する。 

 ※ ①~⑦まで、すべて第三者評価を受ける年度の平成 28 年 5 月 1 日現在 

 

 ① 教員組織の概要 

学科等名            

専任教員数 設置基準

で定める

教員数 

［イ］ 

短期大学全体

の入学定員に

応じて定める

専任教員数 

［ロ］ 

設置基

準で定

める教

授数 

助

手 

非

常

勤

教

員 

備考 
教 

授 

准

教

授 

講 

師 

助 

教 
計  

ライフデザイン学

科 
3  2  1  0  6  6    2  0  27 

経済学関経

家政関係 

美術関係 

体育関係 

こども学科 6  5  3  0  14  10    3  0  16 

教育学･ 

保育学 

関係 

（小計） 9  7  4  0  20  16    5  0      

［その他の組織

等］ 
                      

短期大学全体の入学定員に応

じて定める専任教員数 

［ロ］ 

            4  2        

（合計） 9  7  4  0  20  20  7  0      
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［注］ 

１．上表の「設置基準で定める教員数〔イ〕」には、短期大学設置基準第 22 条別表

第 1 のイに定める学科の種類に応じて定める教員数（昼間又は夜間において授業

を行う学科が通信教育をあわせ行う場合には、短期大学通信教育設置基準第 9 条

第 2 項に定める教員数を含む。）を、また、通信教育学科のみを置く短期大学の

場合は短期大学通信教育設置基準第 9 条第 1 項別表第 1 に定める教員数を、学科

ごとに記入し、その小計を①に記入する。 

   ２．上表の「短期大学全体の入学定員に応じて定める専任教員数〔ロ〕」②には、       

短期大学設置基準第 22 条別表第 1 のロに定める短期大学全体の入学定員に応じ

て定める教員数を記入する。 

 ３．上表の「設置基準で定める教授数」には、短期大学設置基準第 22 条別表第 1 の    

    イの備考 1 に定める教授数（通信教育学科のみを置く短期大学の場合は、短期  

大学通信教育設置基準第 9 条第 1 項別表第 1 備考 2 に定める教授数）を学科ごと

に記入し、その小計を③に記入する。さらに、〔ロ〕の専任教員数に対する教授

数を④に記入する。 

４．上表の〔その他の組織等〕には、設置する学科に所属しない教員（例えば、一

般教育科目等を担当する教員や募集停止を行った学科所属の教員等）数を記入す

るとともに、〔その他の組織等〕欄に組織名等（募集停止の場合はその年度も含

む。）を記入する。該当する教員がいない場合、この欄には斜線を引く。 

５．上表の「助手」とは、助手として発令されている教職員をいう。 

６．備考欄には、当該学科の種類（短期大学設置基準第 22 条別表第 1 のイにいう

「学科の属する分野の区分」）を必ず記載する。 

 

 ② 教員以外の職員の概要（人） 

 専任 兼任 計 

事務職員 64（11） 10（2） 74（13） 

技術職員 2（0） 0 2（0） 

図書館・学習資源センター等の専門事務職員 5（0） 0 5（0） 

その他職員 0 0 0 

計 71（11） 10（2） 81（13） 

 ＊併設四年制大学と合計。（ ）内が短期大学部の職員数で内数（学校法人基礎調査より）。 

 ［注］ 

   □ 「その他」職員とは、守衛、自動車運転手、作業員等の技能労務職員等を指す。 

   □ 契約職員、派遣職員等は「兼任」に分類する。 
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 ③ 校地等（㎡） 

校

地

等 

区分 
専用 

(㎡) 

共用 

(㎡) 

共用する

他の学校

等の専用

(㎡) 

計 

(㎡) 

基準面積 

(㎡) 

在籍学

生一人

当たり

の面積

(㎡) 

備考（共

用の状況

等） 

校舎敷地 0.00  79,968.00  2,375.00  82,343.00  

3,800.00  59.19  

北翔大学 

運動場用地 0.00  41,311.00  0.00  41,311.00  北翔大学 

小計 0.00  121,279.00  2,375.00  123,654.00    

その他 0.00  2,349.59  0.00  2,349.59  北翔大学 

合計 0.00  123,628.59  2,375.00  126,003.59    

［注］ 

□ 基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積 

□ 〔イ〕在籍学生一人当たりの面積 ＝〔ロ〕÷ 当該短期大学の在籍学生数（他の学

校等と共用している場合、当該学校等の在籍学生数を加えた総在籍学生数） 

 

 ④ 校舎（㎡） 

区分 
専用 

(㎡) 

共用 

(㎡) 

共用する他

の学校等の

専用(㎡) 

計 

(㎡) 

基準面積 

(㎡) 

備考（共用

の状況等） 

校舎 4,502.00  28,920.19  33,864.50  67,286.69  4,087.50  北翔大学 

 ［注］ 

  □ 基準面積（㎡）＝短期大学設置基準上必要な面積 

 

 ⑤ 教室等（室） 

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設 

9  10  28  1  3  

（※短期大学部専用分を記載） 

 

 ⑥ 専任教員研究室（室） 

専任教員研究室 

23 
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 ⑦ 図書･設備 

 

学科・専攻課程 

図書 

（うち外国書） 

（冊） 

学術雑誌 視聴覚資料

(点) 

機械・器具 

(点) 

標本 

(点) （うち外国書） 

（種） 

電子ジャーナル 

（うち外国書） 

ライフデザイン学科 
51,082 

(3,393) 
― ― 2,141 0 0 

こども学科 
18,912 

(783) 
― ― 784 0 0 

計 
69,994 

(4,176) 
― ― 2,925 0 0 

大学･短大合計 

(大学と共用) 

205,016 

(18,132) 

3,154 

(256) 

7,048 

(5,271) 
9,852 0 0 

 

図書館 

面積（㎡） 閲覧座席数 収容可能冊数 

2,319.33 262 171,000 

体育館 

面積（㎡） 体育館以外のスポーツ施設の概要 

1,260.00 

陸上競技場、テニスコート、野球場グ

ラウンド、多目的グラウンド（サッカ

ー、ラクロス競技用）、Palグラウンド

(ソフトボール) ＊北翔大学と共用 

 (※北翔大学と共用) 

 

（８）短期大学の情報の公表について 

 ① 教育情報の公表について 

  事項 公表方法等 

1 
大学の教育研究上の

目的に関すること 

学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的 

（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/data/h26infopublic_01_01.pdf 

2 
教育研究上の基本組

織に関すること 

学校法人浅井学園組織機構図（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/files/soshikizu_h27.pdf 

大学･短期大学部組織機構図(大学ホームページ) 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/hokusho/files/h27infopublic_02_01_soshikizu.pdf 

3 

教員組織、教員の数

並びに各教員が有す

る学位及び業績に関

すること 

教員数（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/images/85/files/infopublic_senninkyoin_h27.pdf 

教員の詳細情報（大学ホームページ） 

http://acoffice.jp/hsuhp/KgApp 
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4 

入学者に関する受け

入れ方針及び入学者

の数、収容定員及び

在学する学生の数、

卒業又は修了した者

の数並びに進学者数

及び就職者数その他

進学及び就職等の状

況に関すること 

入学者受け入れ方針（大学ホームページ) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/school/juniorcollege/lifedesign/ 

入学者数・収容定員・在籍者数（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/files/infopublic_syuuyouteiin.pdf 

卒業者数（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/files/infopublic_sotugyosha.pdf 

進学者数・就職者数（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/images/85/files/employment.pdf 

5 

授業科目、授業の方

法及び内容並びに年

間の授業の計画に関

すること 

講義要綱（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/undergraduate/syllabus/index.html 

学事日程(大学ホームページ) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/undergraduate/program/ 

6 

学修の成果に係る評

価及び卒業又は修了

の認定に当たっての

基準に関すること 

成績評価(大学ホームページ) 

http://www.hokusho-

u.ac.jp/hokusho/data/infopublic_seisekihyouka_h25.pdf 

卒業要件（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-

u.ac.jp/hokusho/files/infopublic_02_sotsugyoyoken.pdf 

7 

校地、校舎等の施設

及び設備その他の学

生の教育研究環境に

関すること 

施設案内（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/studentlife/campusguide/ 

アクセスガイド(大学ホームページ) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/accessguide/index.html 

8 

授業料、入学料その

他の大学が徴収する

費用に関すること 

授業料、入学金その他大学が徴収する費用（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/files/h28infopablic_01_04_01_tandai.pdf 

9 

大学が行う学生の修

学、進路選択及び心

身の健康等に係る支

援に関すること 

学生サポート(大学ホームページ) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/studentlife/ 

 

 ② 学校法人の財務情報の公開について 

事項 公開方法等 

財産目録、貸借対照表、収支計

算書、事業報告及び監査報告書 

前年度の財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監事の

監査報告書（大学ホームページ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/files/financial_information_2015H27.pdf 

事業報告概要、資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表 

学園新聞 pal NO,529 発行部数 3,500部 
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［注］ 

   □ 上記①・②ともに、ウェブサイトで公表している場合 URLを記載する。 

 

（９）各学科・専攻課程ごとの学習成果について（平成 27年度） 

   ■ 学習成果をどのように規定しているか 

 

本学では、学生が獲得すべき学習成果を「学位授与の方針（ディプロマ・ポリ

シー）」として、次のとおり明確に示している。 

【学位授与の方針】 

 短期大学部の教育理念が掲げる行動力・社会力・総合力を身に付け、本学の卒業生と

してふさわしい人材の育成を目指し、達成度を評価して学位を授与します。 

[ライフデザイン学科] 

 自らの課題を探求し、その課題を解決するための、総合的な判断力、実践力を身につ

け、本学科の卒業生としてふさわしい人材の育成を目指し、達成度を評価して学位を授

与します。 

[こども学科] 

こども学科の教育理念が掲げる保育・教育等に関わる優れた実践力を身に付け、この学

科の卒業生としてふさわしい専門性と人間性豊かな人材の育成を目指し、達成度を評価

して学位を授与します。 

 

■ どのように学習成果の向上･充実を図っているか。 

ライフデザイン学科の学習成果については、次のような手法で向上・充実を図

っている。 

ライフデザイン学科においては、建学の精神や教育目標を具体的に教育課程に

反映させ、明確に示している。また、選択科目を学生が適切に判断して活用でき

るように学科独自で作成している「履修記録ノート」を活用して履修指導を行っ

ている。一つの領域の専門性を高めたい学生や、他の領域と組み合わせて独自の

学びを実現したい学生に対しても、適切に選択科目が履修できるように、また、

半期ごとの履修状況や単位取得状況等の達成度を参考にしながら、学生への個人

面談はもちろんのこと、常に学生のニーズに対応した教育課程の見直しや時間割

作成を検討し、履修記録ノートの見直し等により学習成果の向上・充実を図って

いる。 

こども学科の学習成果については、次のような手法で向上・充実を図っている。 

     こども学科においては、建学の精神にもとづき、各種免許・資格に関わる目標

を掲げ、免許・資格の取得状況を把握することで、確認行っている。 

学科の教育理念・教育目標に基づき、１年次前学期「入門期（学び）」、１年次

後学期「充実期（観察実習）」、２年次前学期「実践期（本実習）」、２年次後学期

「発展期（就職活動）」として、２年間に４期の学習段階を定め、保育士、幼稚園・

小学校教諭の養成ごとに具体的な達成度を示し、学科独自のファイルや「教職カ

ルテ」を活用し指導・点検・見直し等行い、学習成果の向上・充実を図っている。 
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（１０）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育、その他の教育プログラム（平成 27 年度） 

   ■ オフキャンパス 

      実施せず。 

   ■ 遠隔教育 

      実施せず。 

   ■ 通信教育 

      実施せず。 

   ■ その他の教育プログラム 

      実施せず。 

 

（１１）公的資金の適正管理の状況（平成２７年度） 

   ■ 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述する。（公的研究費補助金取扱い

に関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

 

本学では、「研究倫理規程」及び「利益相反管理規程」を制定し、研究者の責務、

社会的信頼性及び公正性について方針を示している。 

公的研究費については、平成２０(2008)年９月に「公的研究資金等取扱規程」、

「公的研究資金等に係わる間接経費取扱規程」及び規程に付随する事務取扱要領

に則って管理を行うとともに、「研究費執行の手引き」を作成し、新任者研修時、

各研究センター総会時に配布して適正執行の啓蒙に努めてきた。 

しかし、文部科学省により平成２６(2014)年２月に「研究機関における公的研

究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正、同年８月、「研究活動に

おける不正行為の対応に関するガイドライン」の策定がなされ、研究活動の不正

行為に対する基本的な考えが明らかにされた。これを受け、本学でも従来の公的

研究資金等取扱規程を廃止して、平成２７(2015)年４月１日を施行日とする新た

な「公的研究資金等取扱規程」を制定し、文部科学省のホームページにおける「研

究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に係るコン

プライアンス教育用コンテンツを視聴し、その内容を理解した上での不正行為等

を行わない旨の「誓約書」の提出を義務付け、総務課で管理している。 

年１回、文部科学省のガイドラインに基づく「体制整備等自己評価チェックリ

スト」の提出にあわせて、内部監査室による保管書類及び研究費執行状況の監査

を行うとともに監査法人による外部監査も年数回行っている。 

また、公的研究費等の管理・監査に関する研修会にも積極的に参加し、その内

容を学内で周知するなど啓発にも取り組んでいる。 
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（１２）理事会・評議員会の開催状況（平成 25 年度～平成 27 年度） 

区分 

開催日現 

在の状況 開催年月日                         

開催時間 

出席者数等 
監事の              

出席状況 
定員 

現員 出席理事数 実出席率 意思表示          

出席者数 （ａ） （ｂ） （b/a） 

理 

事 

会 

10 

10  
平成 25年 5月 27日 

9  90.0% 0  3/3 
13：30～15：30 

10  
平成 25年 5月 29日 

10  100.0% 0  1/3 
13：30～15：15 

11 

11  
平成 25年 8月 20日 

11  100.0% 0  1/2 
13：30～14：30 

11  
平成 25年 10月 17日 

10  90.9% 0  2/2 
15：00～16：00 

11  
平成 25年 11月 22日 

10  90.9% 0  2/2 
13：30～14：20 

11  
平成 25年 12月 13日 

11  100.0% 0  2/2 
13：30～15：40 

10 10  
平成 26年 3月 28日 

10  100.0% 0  2/2 
13：30～15：25 

10 

10  
平成 26年 5月 27日 

7  70.0% 0  1/2 
13：30～14：50 

9  
平成 26年 5月 29日 

8  88.9% 0  2/2 
13：30～14：30 

10  
平成 26年 7月 25日 

10  100.0% 0  1/2 
13：30～15：10 

10  
平成 26年 9月 19日 

9  90.0% 0  1/2 
13：30～14：32 

10  
平成 26年 11月 21日 

9  90.0% 0  1/2 
13：30～14：30 

10  
平成 26年 12月 12日 

10  100.0% 0  1/2 
13：30～14：40 

10  
平成 27年 2月 19日 

10  100.0% 0  1/2 
10：30～11：20 

10  
平成 27年 3月 27日 

10  100.0% 0  1/2 
13：30～15：05 

10  
平成 27年 5月 26日  

 8 80.0%   0 2/2  
 13：30～14：30 

9 
平成 27年 5月 28日 

10：10～10：30 
7 77.8% 0 1/2 

10 
平成 27年 7月 24日 

13：30～14：20 
10 100.0% 0 1/2 

10 
平成 27年 9月 18日 

13：30～14：10 
8 80.0% 0 2/2 

10 
平成 27年 11月 24日 

10：00～10：50 
7 70.0% 0 1/2 

10 
平成 27年 12月 17日 

14：00～15：50 
10 100.0% 0 2/2 

10 
平成 28年 3月 25日 

13：30～14：55 
8 80.0% 0 2/2 
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評 

議 

員 

会 

21 21  
平成 25年 5月 28日 

19  90.5% 0  1/3 
13：30～15：50 

21～

23 

23  
平成 25年 8月 20日 

18  78.3% 0  1/2 
10：30～12：05 

23  
平成 25年 11月 21日 

17  73.9% 0  0/2 
13：30～14：20 

23  
平成 25年 12月 12日 

16  69.6% 0  2/2 
13：30～15：10 

23  
平成 26年 3月 27日 

18  78.3% 0  1/2 
13：30～16：05 

21～

23 

22  
平成 26年 5月 28日 

15  68.2% 0  1/2 
13：30～15：30 

22  
平成 26年 9月 18日 

20  90.9% 0  2/2 
13：30～14：50 

22  
平成 26年 12月 11日 

20  90.9% 0  1/2 
13：30～14：50 

22  
平成 27年 2月 18日 

21  95.5% 0  1/2 
13：30～13：56 

22  
平成 27年 3月 26日 

21  95.5% 0  1/2 
13：30～15：53 

21  
平成 27年 4月 10日 

18 85.7%  0  1/2  
13：30～14：02 

21 
平成 27年 5月 27日 

13：30～14：42 
19 90.5% 0 1/2 

21 
平成 27年 9月 17日 

13：30～14：30 
17 81.0% 0 1/2 

21 
平成 27年 12月 10日 

13：30～15：45 
18 85.7% 0 1/2 

21 
平成 28年 3月 24日 

13：30～15：21 
20 95.2% 0 1/2 

 ［注］ 

1.  平成 25 年度から平成 27 年度までに開催した全ての理事会及び評議員会につい

て、理事会・評議員会ごとに記入・作成する。（評議員会については、上表の「理事

会」、「出席理事数」を読み替えて作成する。） 

2. 「定員」及び「現員（a）」欄には、理事会・評議員会開催日当日の人数を記入する。 

3. 「意思表示出席者数」欄には、寄附行為に「書面をもってあらかじめ意思を表示し

たものは出席者とみなす」等が規定されている場合、その人数を外数で記入する。 

4. 「実出席率（b/a）」欄には、百分率で小数点以下第 1 位まで記入する（小数点以下

第 2 位を四捨五入）。 

5. 「監事の出席状況」欄には、「／」の右側に監事数（現員）を記入し、左側に当該理

事会及び評議員会に出席した監事数を記入する。 

 

（１３）その他 

   ■ 上記以外に、評価員が理解を深めるのに役立つ情報があれば記述する。 
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２．自己点検・評価の組織と活動 

   ■ 自己点検・評価委員会（担当者･構成員） 

短期大学部及び大学に共通の組織として、点検評価委員会を置き、学長、（副

学長）、研究科長、学部長、短期大学部長、学科長、教育支援総合センター長、

学習支援オフィス長、学生生活支援オフィス長、ＦＤ支援オフィス長、図書館長、

各センター長、事務局長、事務局次長をもって構成している（平成 27 年度）。 
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 ■ 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 

 

 

北翔大学・北翔大学短期大学部　組織機構図 平成28年5月1日現在

臨床心理センター
Clinical Psycology Center

北方圏学術情報センター
Northern Regions Academic Information Center

北方圏生涯スポーツ研究センター
Northern Regions Lifelong Sports Research Center

学習支援オフィス         Study Support Office

学生生活支援オフィス   　Student Life Support Office

FD支援オフィス           Faculty Development Support Office

常勤理事会

事務局
Administration Bureau

総務部    Ｇeneral Affairs Division

コンプライアンス委員会    Compliance Committee

施設設備委員会　　Facilities and Maintenance Committee

安全衛生委員会　　Safety and Sanitation Committee

ｷｬﾝﾊﾟｽﾊﾗｽﾒﾝﾄ相談員会議

Campus Harassment
Counselors Meeting

キャンパスハラスメント防止対策委員会　　Campus Harassment Prevention Committee

情報セキュリティ委員会　　Information Security Committee

防火対策委員会　　Fire Preveention Committee

予算管理委員会　　Budget Management Committee

北翔大学

Hokusho University

教授会
Faculty Meeting

図書館

Library 

地域連携センター

Community Collaboration Center

教職センター

Teachers' License Center

体育管理センター
Sports Facilities Management Center

教授会
Faculty Meeting

北翔大学短期大学部

Hokusho College

点検評価委員会
University 
Evaluation Comittee

委員会.. Committee センター長...Director 部長…Director,---Division
委員長.. Chairperson    事務局長 . . ..Director-General 課長…Manager,---Section

アドミッションセンター

Admission Center
入試総務委員会
Admission Committee

大学院委員会

Graduate School Committee

キャリア支援センター
Career Assistance Center

保健センター Health Center
学生相談室 Student Counseling Office
障がい学生支援室

Office of Disability Services

北翔大学大学院
The Graduate School,
Hokusho University

大学院研究科委員会

Board of Graduate 

School 

教育支援総合センター
Center for Learning Support

運営企画会議
Executive Managment
＆ Planning Meeting

人事委員会
Personnel Committee

特別研究費審査・評価委員会
Special Research
Evaluation Committee
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   ■ 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

（１）年次報告書の作成 

      点検評価委員会において、毎年、年次報告書を作成している。 

年次報告書は、各部門・部署が記載した事業報告の「取組課題」及び「次年

度の課題」を、点検評価委員会が評価し集約して作成している。 

年次報告書は、点検評価委員のほか、理事長、専務理事、事務局部課長に配

布されるほか、本学ホームページに掲載され、一般に公表されている。 

（２）自己点検･評価報告書の作成 

点検評価規程により、３年に１回自己点検・評価報告書を作成している。 

直近では、平成２７年度に 2012～2014年度の自己点検・評価報告書を作成し

た。 

この自己点検･評価報告書は、点検評価委員会内に設置した、編集グループに

より作成している。本学の自己点検･評価報告書は大学が日本高等教育評価機

構、短期大学部が短期大学基準協会の示す様式に準じて作成している。このた

め、大学と短期大学部それぞれに編集グループを設け作業に当たっている。編

集グループはそれぞれの評価機構の基準に準じ、自己点検・評価を行い、最終

的に大学と短期大学部の評価を合冊して自己点検・評価報告書としてまとめて

いる。   

報告書は、点検評価委員、理事長、専務理事、事務局部課長に配布されるほ

か、ホームページに掲載され、一般に公表されている。 

（３）結果の活用 

学長は、本学全体に共通する事項で、改善することが適当と認められるも  

のについては、関連する学内機関に諮るとともに、その内容により改善策を理

事長に提案する。また、各機関又は各部門に固有の事項で、改善することが適

当と認められるものについては、当該機関等に改善を勧告することができる。  

委員会構成員、特に各機関及び各部門の長は、点検評価の結果を真撃に受 

け止め、各分野における諸活動の水準の向上とその活性化に努めるものとして

いる。 

理事長は、学長の報告又は提案に基づき、必要な事項については改善のた 

めの指針を示し、人的、物的、財政的な措置を講じるよう努め、本学の教育研

究環境の改善を推進するものとしている。 

 

   ■ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った平成 27 年

度を中心に） 

本学では３年ごとに自己点検･評価報告書を作成しており、平成２７年度に

「2012～2014年度自己点検・評価報告書」の作成が予定されていた。その作成に

あたっては、当初から平成２８年度に受審を予定していた、短期大学第三者評価

の自己点検・評価報告書の作成を想定したうえで作成を行った。 

短期大学部の第三者評価用の自己点検・評価報告書の作成に当たっては、平成

２８年５月９日に開催された、点検評価委員会で点検評価委員会内に「短期大学

部第三者評価自己点検･評価報告書作成小委員会」を設置し、メンバーは学長、副
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学長、短期大学部長、学科長、教育支援総合センター長、それぞれの学科から教

員１人、事務局長、事務局次長、総務部長とした。なお、オブザーバーとしてこ

ども学科から教授１人と事務局からＩＲ室長が参加した。 

前述の平成２７年度に作成した、「2012～2014 年度自己点検評価・報告書」は

平成２６年度を基準として作成したものであるため、内容を平成２７年度に改め

ることが必要となる。 

自己点検･評価報告書の作成のため、平成２８年５月１６日に第１回小委員会、

５月２４日に第２回小委員会開催し、小委員会メンバーで内容について検討・調

整を行い、以後は短期大学部長を中心に作成に当たった。その後、原案を６月７

日の短期大学部教授会に報告し、短期大学部教員からの意見を聴取し、追加･訂正

を施した上で、６月１４日の常勤理事会に報告し、最終的に稟議により決裁を受

け完成した。 

なお、基礎資料の学生数等のデータ部分については、４月当初に関係の事務部

門に作成を依頼し、最終的には事務局で集約を行った。 

 

点検評価委員会開催状況（平成 25～28 年度） 

日付 主な議案 出席者数 構成員数 

25.7.9 
第１回点検評価委員会 

・平成２４年度年次報告書の作成について 
24 27 

25.9.13 
第２回点検評価委員会 

・平成２４年度年次報告書の作成について 
15 27 

26.7.14 
第１回点検評価委員会 

・平成２５年度年次報告書の作成について 
24 27 

26.12.1 
第２回点検評価委員会 

・平成２５年度年次報告書の作成について 
26 28 

27.7.28 

第 1 回点検評価委員会 

・平成２６年度年次報告書の作成について 

・自己点検･評価報告書の作成について 

24 26 

27.11.9 

第 2 回点検評価委員会 

・平成 26 年度年次報告書の作成について 

・自己点検･評価報告書の作成について 

・短期大学部第三者評価について 

23 26 

27.12.14 
第 3 回点検評価委員会 

・平成 26 年度年次報告書の作成について 
23 26 

28.5.9 

第 1 回点検評価委員会 

・平成 28 年度点検評価関係スケジュールについて 

・短期大学部第三者評価自己点検･評価報告書作成小委

員会について 

17 28 
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〈提出資料一覧表〉 

報告書作成マニュアル記載の提出資料 資料番号･資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

Ａ 建学の精神 

建学の精神･教育理念についての印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

4.学園新聞［pal（パル）］ 

№529・№530 

5.ホームページ（学園新聞） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/pal.html 

6.ホームページ（本学について） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/ 

Ｂ 教育の効果 

学則 7.北翔大学短期大学部学則(平成27年度） 

8.ホームページ（学則） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/regulations.html 

教育目的・目標についての印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

9.学科案内パンフレット2015こども学科 

10.ホームページ（情報の公表） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/infopublic.html 

学生が獲得すべき学習成果についての印

刷物 

9.学科案内パンフレット2015こども学科 

11.ライフデザイン学科履修記録ノート 

12.平成27年度ライフデザイン学科 

専門ゼミ論文･作品集 

13.舞台公演用チラシ 

14.北翔舞台芸術2年目定期公演vol.22 

(DVD) 

15.北翔舞台芸術2015ラジオ・ドラマ制作 

(DVD） 

様式5－提出資料・備付資料一覧 
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16.学科通信 芸術学科 芸術メディア学科 

   ライフデザイン学科vol.7～10 

17.2014年度インターンシップ報告論書 

18.第48回学外発表会ファッションショー

「千紫万紅」(DVD） 

19.おしゃべりすずめ 

20.教職課程履修カルテ 

Ｃ 自己点検･評価 

自己点検・評価を実施するための規程 21.北翔大学点検評価規程 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

学位授与の方針に関する印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

22.ホームページ（短期大学部） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/ 

school/juniorcollege/index.html 

教育課程編成･実施の方針に関する印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

22.ホームページ（短期大学部） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/school/juniorcollege/index.html 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

22.ホームページ（短期大学部） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/school/juniorcollege/index.html 

23.学生募集要項2015(入学願書挟み込み) 

24.こどもと笑顔になれる“せんせい”を

目指そう 

カリキュラムに対応した授業科目担当者

一覧 

1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 
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 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

25.講義要綱2015  

26.ホームページ（講義要項） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/syllabus/ 

27.授業時間割 

シラバス 25.講義要綱2015 

26.ホームページ（講義要項） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/syllabus/ 

Ｂ 学生支援 

学生便覧等(学則を含む)、学習支援のた

めに配付している印刷物 

1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

10.ライフデザイン学科履修記録ノート 

25.講義要項2015 

26.ホームページ（講義要項） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/syllabus/ 

27.授業時間割 

28.ポータルサイト操作マニュアル（学生

編） 

29.ライフデザイン学科新入生と父母への

説明懇談会 

30.こども学科新入生と保護者への説明会 

短期大学案内・募集要項・入学願書 3.大学案内2015 

22.学生募集要項2015(入学願書挟み込み) 

31.大学案内2016 

32.学生募集要項2016(入学願書挟み込み) 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源 

Ｄ 財的資源 

「資金収支計算書の概要」［書式１］ 

「活動区分資金収支計算書(学校法人)

［書式２］ 

「事業活動収支計算書の概要」[書式３] 

「貸借対照表の概要(学校法人)」[書式

４] 

「財務状況調べ」［書式５］ 

33.資金収支計算書の概要 

34.活動区分資金収支計算書 

 

35.事業活動収支計算書の概要 

36.貸借対照表の概要（学校法人） 

 

37.財務状況調べ 
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「資金収支計算書・消費収支計算書の概

要」[旧書式１］ 

「貸借対照表の概要(学校法人)」［旧書

式２］ 

38.資金収支計算書・消費収支計算書の概 

 要 

39.貸借対照表の概要（学校法人） 

 

40.ホームページ(財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借

対照表（過去３年間） 

40.ホームページ(財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

41.平成25年度計算書類 

42.平成26年度計算書類 

43.平成27年度計算書類 

活動区分資金収支計算書（過去１年間） 40.ホームページ(度財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

43.平成27年度計算書類 

事業活動収支計算書・事業活動収支内訳

表（過去1年間） 

40.ホームページ(財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

43.平成27年度計算書類 

消費収支計算書・消費収支内訳表（過去

２年間） 

40.ホームページ(財務公開資料) 

Http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

41.平成25年度計算書類 

42.平成26年度計算書類 

中･長期の財務計画 該当なし 

事業報告（過去１年間） 40.ホームページ(財務公開資料) 

Http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

44.平成27年度事業報告 

事業計画書／予算書（平成28年度） 45.平成28年度事業計画 

46.平成28年度収支予算書 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

Ａ 理事長のリーダーシップ 

寄付行為 47.寄付行為（平成27年度） 
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〈備付資料一覧表〉 

報告書作成マニュアル記載の備付資料 資料番号･資料名 

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果 

Ａ 建学の精神 

創立記念、周年誌等 1.HOKUSHO COLLEGE  

50th ANNIVERSARY 1963-2013 

Ｃ 自己点検･評価 

過去3年間（平成25年度～平成27年度）

に行った自己点検・評価に係る報告書 

2.平成24年度年次報告書 

3.平成25年度年次報告書 

4.平成26年度年次報告書 

5.2012～2014年度 自己点検･評価報告書 

6.ホームページ(法人情報) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

第三者評価以外の外部評価についての印

刷物 

・該当なし 

基準Ⅱ：教育課程と学生支援 

Ａ 教育課程 

単位認定の状況表 7.修得単位状況 

学習成果を示す量的･質的データに関す

る印刷物 

8.資格取得状況 

Ｂ 学生支援 

学生支援の満足度についての調査結果 9.学生生活調査 

就職先からの卒業生に対する評価結果 該当なし 

卒業生アンケートの調査結果 該当なし 

入学志願者に対する入学までの情報提供

のための印刷物等 

10.大学案内2015 

11.学生募集要項2015 

12.学科案内パンフレット2015 

ライフデザイン学科 

13.学科案内パンフレット2015こども学科 

14.キャリアデザインコースパンフレット 

15.ライフデザイン学科学科紹介映像(DVD) 

16.北翔舞台芸術リーフレット 

17.せんせい2015 

18.保護者・先生のみなさまへ 

入学手続者に対する入学までの学習支援

のための印刷物等 

19.入学前学習支援プログラムＡコース 

実施報告書 

20.入学前学習支援プログラム 

Ａコースアンケート結果報告書 
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21.入学前学習支援プログラム 

Ｂコース受講状況 

学生の履修指導（ガイダンス、オリエン

テーション）等に関する資料 

22.ライフデザイン学科履修記録ノート 

23.学びの足跡 

24.学生便覧2015 

25.講義要項2015 

26.時間割 

学生支援のための学生の個人情報を記録

する様式 

27.学生個人票 

28.平成27年度進路登録票(求職票) 

29.北翔大学教職課程履修カルテ 

30.心身健康調査書 

31.麻疹・風疹ワクチンの予防接種又は抗体

検査の確認票 

進路一覧表等の実績についての印刷物

（過去３年間） 

32.卒業生進路先一覧（平成25年度～平成27 

年度） 

33.本学ホームページ（就職･進路データ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/courseandemploy/courseemploydata/ 

ＧＰＡ等の成績分布 34.ＧＰＡ得点分布 

学生による授業評価票及びその評価結果 35.授業改善アンケート調査（学生用） 

36.平成27年度授業改善アンケート集計結   

  果 

社会人受け入れについての印刷物等 37.科目等履修生出願に関するご案内 

38.聴講生出願に関するご案内 

39.ようこそシニア学生 

40.本学ホームページ 

（科目等履修生・聴講生・研究生制度） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/studentlife/supportforedu 

/studysupport/researchstudent/ 

海外留学希望者に向けた印刷物等 該当なし 

ＦＤ活動の記録 41.FD活動報告集（6号～8号） 

42.活動報告書（vol.2～4） 

43.FDネットワーク“つばさ”研究年報 

44.つばさプロジェクト報告書 

ＳＤ活動の記録 該当なし 

基準Ⅲ：教育資源と財的資源  

Ａ 人的資源  

専任教員の個人調書 

  

45.教員個人調書 

46.教育研究業績書 
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非常勤教員一覧表［書式３］ 47.非常勤教員一覧表［書式３］ 

教員の研究活動について公開している印

刷物等（過去３年間） 

48.ホームページ(教員紹介) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/ 

school/juniorcollege/lifedesign 

/teacher/index.html 

49.ホームページ（教員情報） 

http://acoffice.jp/hsuhp/KgApp 

専任教員の年齢構成表（平成28年5月1日

現在） 

50.専任教員年齢構成表 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲

得状況一覧表（過去３年間） 

51.科学研究費補助金等、外部研究資金の獲 

得状況一覧表 

研究紀要・論文集（過去３年間） 52.北翔大学短期大学部研究紀要第52号 

53.北翔大学短期大学部研究紀要第53号 

54.北翔大学短期大学部研究紀要第54号 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名･職

名）（平成28年5月1日現在） 

55.専任職員一覧表 

Ｂ 物的資源 

校地、校舎に関する図面 56.北翔大学・北翔大学短期大学部配置図 

57.校舎平面図 

図書館、学習資源センターの概要 24.学生便覧2015 

58.Library 図書館利用案内 

Ｃ 技術的資源 

学内ＬＡＮの敷設状況 59.学内ICT関係資料 

マルチメディア教室、コンピュータ教室

等の配置図 

59.学内ICT関係資料 

Ｄ 財的資源 

寄附金・学校債の募集についての印刷物

等 

60.ホームページ（寄附金について） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/hokusho/donation.html 

財産目録及び計算書類（過去３年間） 6.ホームページ(法人情報) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html  

61.平成25年度計算書類 

62.平成26年度計算書類 

63.平成27年度計算書類 

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス 

Ａ 理事長のリーダーシップ 

理事長の履歴書（平成28年5月1日現在） 64.履歴書 

学校法人実態調査表（写し）（過去３年 65.平成25年度学校法人実態調査 
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間） 66.平成26年度学校法人実態調査 

67.平成27年度学校法人実態調査 

理事会議事録（過去３年間） 68.平成25年度理事会議事録 

69.平成26年度理事会議事録 

70.平成27年度理事会議事録 

諸規程集 

組織・総務関係 

組織規程 

事務分掌規程 

稟議規程 

文書取扱い（授受、保管）規程 

公印取扱規程 

個人情報保護に関する規程 

 

 

情報公開に関する規程 

 

公益通報に関する規程 

 

情報セキュリティポリシー 

 

防災管理規程 

 

自己点検・評価に関する規程 

 

ＳＤに関する規程、 

図書館規程 

各種委員会規程 

 

 

 

 

 

 

 

人事・給与関係 

就業規則 

教職員任免規程 

 

定年規程 

 

 

役員報酬規程 

 

浅井学園規程集 

組織・総務関係 

71.学校法人浅井学園 管理運営規程 

72.学校法人浅井学園 事務分掌規程 

73.学校法人浅井学園 決裁規程 

74.学校法人浅井学園 文書取扱規程 

75.学校法人浅井学園 公印規程 

76.学校法人浅井学園 個人情報保護規程 

77.学校法人浅井学園 特定個人情報取扱規    

  程 

78.学校法人浅井学園 情報開示に関する規     

  程 

79.学校法人浅井学園 公益通報者の保護に

関する規程 

80.学校法人浅井学園 情報セキュリティ基

本方針 

81.北翔大学・北翔大学短期大学部 防火･防 

災管理規程 

82.北翔大学・北翔大学短期大学部 点検評 

  価規程 

該当なし 

83.北翔大学 図書館規程 

84.北翔大学 教育支援総合センター規程 

85.北翔大学 エクステンションセンター規 

  程 

86.北翔大学 保健センター規程 

87.北翔大学 体育管理センター規程 

88.北翔大学 教職センター規程 

89.北翔大学 アドミッションセンター規程 

90.北翔大学 キャリア支援センター規程 

人事･給与関係 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

92.北翔大学短期大学部 教育職員任用規程 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

93.北翔大学・北翔大学短期大学部 教育職 

  員の任期に関する規程 

94.学校法人浅井学園 役員等の報酬及び功 

労金に関する規程 
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教職員給与規程 

役員退職金支給規程 

 

教職員退職金支給規程 

 

旅費規程 

育児・介護休職規程 

 

懲罰規程 

教員選考基準 

 

 

財務関係 

会計・経理規程 

固定資産管理規程 

 

物品管理規程 

 

資産運用に関する規程 

監査基準 

 

研究費（研究旅費を含む）等の支給規程 

消耗品及び貯蔵品管理に関する規程 

 

教学関係 

学長候補者選考規程 

学部（学科）長候補者選考規程 

教員選考規程 

 

 

教授会規程 

入学者選抜規程 

奨学金給付・貸与規程 

研究倫理規程 

 

ハラスメント防止規程 

 

紀要投稿規程 

学位規程 

研究活動不正行為の取扱規程 

 

公的研究費補助金取扱に関する規程 

 

公的研究費補助金の不正取扱防止規程 

95.学校法人浅井学園 給与規程 

94.学校法人浅井学園 役員等の報酬及び功 

労金に関する規程 

96.北翔大学・北翔大学短期大学部 退職手 

当規程 

97.学校法人浅井学園 旅費規程 

98.学校法人浅井学園 育児休業・介護休 

業に関する規程 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

92.北翔大学短期大学部 教育職員任用規程 

99.北翔大学短期大学部 教育職員の採用 

及び昇任の選考に関する申し合わせ 

財務関係 

100.学校法人浅井学園 経理規程 

101.学校法人浅井学園 固定資産及び物品 

管理規程 

101.学校法人浅井学園 固定資産及び物品 

管理規程 

102.学校法人浅井学園 資産運用規程 

103.学校法人浅井学園 内部監査規程 

104.学校法人浅井学園 内部監査実施細則 

105.北翔大学短期大学部 個人研究費規程 

101.学校法人浅井学園 固定資産及び物品 

管理規程 

教学関係 

106.北翔大学短期大学部 学長選考規程 

107.北翔大学短期大学部 学科長規程 

92.北翔大学短期大学部 教育職員任用規程 

99.北翔大学短期大学部 教育職員の採用 

及び昇任の選考に関する申し合わせ 

108.北翔大学短期大学部 教授会規程 

109.北翔大学 入学者選抜規程 

110.北翔大学 奨学規程 

111.北翔大学大学院・北翔大学・北翔大学 

短期大学部 研究倫理規定 

112.学校法人浅井学園 キャンパスハラス 

メントの防止等に関する規程 

113.北翔大学 研究紀要規程 

114.北翔大学短期大学部 学位規程 

111.北翔大学大学院・北翔大学・北翔大学 

短期大学部 研究倫理規定 

115.北翔大学大学院･北翔大学・北翔大学短 

期大学部 公的研究資金取扱規程 

116.北翔大学 公的研究資金等事務取扱要 
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教員の研究活動に関する規程 

 

ＦＤに関する規程 

  領 

117.北翔大学 公的研究資金執行による不 

正取引に対する措置基準 

118.北翔大学･北翔大学短期大学部教育職員 

の服務に関する内規 

119.北翔大学 ＦＤ規程 

Ｂ 学長のリーダーシップ 

学長の個人調書 120.教員個人調書 

121.教育研究業績書 

教授会議事録（過去３年間） 122.平成25年度教授会議事録 

123.平成26年度教授会議事録 

124.平成27年度教授会議事録 

委員会等の議事録（過去３年間） 125.学習支援委員会議事録 

126.学生生活支援委員会議事録 

127.ＦＤ支援委員会議事録 

128.アドミッションセンター運営委員会議

事録 

129.キャリア支援センター運営委員会議事  

  録 

130.図書館運営委員会議事録 

131.教職センター運営委員会議事録 

132.保健センター運営委員会議事録 

133.体育管理センター運営委員会議事録 

134.エクステンションセンター運営委員会 

議事録 

Ｃ ガバナンス 

監事の監査状況（過去３年間） 6.ホームページ(法人情報) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

135.平成25年度監査報告書 

136.平成26年度監査報告書 

137.平成27年度監査報告書 

評議員会議事録（過去３年間） 138.平成25年度評議員会議事録 

139.平成26年度評議員会議事録 

140.平成27年度評議員会議事録 

選択的評価基準 

選択的評価基準の評価を希望する場合 141.学園新聞〔pal（パル）〕№529 

142.ホームページ（学園新聞） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/files/Pal_n529.pdf 
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

基準Ⅰの自己点検・評価の概要 

学校法人浅井学園は、昭和１４(1939)年の創設以来７６年にわたり、建学の精神「女性

の社会的地位の向上を目指し、女性に相応しい職業的技能と幅広い教養を身につけた、自

立できる社会人の育成」を掲げ、「愛と和と英知」の教育理念に基づく学園づくりを目指し、

社会に貢献できる人材育成のための高等教育機関として重要な役割を果たしてきた。 

北翔大学短期大学部は、昭和３８(1963)年に創設した北海道女子短期大学に始まり、平

成９(1997)年に創設した北翔大学（創設時北海道女子大学）とともに、時代のニーズに応

え、これまで多岐にわたる分野に多くの有為な人材を輩出してきた。現在は、異なる教育

分野の組み合わせも可能として、「地域総合科学科」の認定を受けている「ライフデザイン

学科」では、ファッションや舞台芸術、ビジネス分野に、「こども学科」では小学校、幼稚

園、保育等、教育・保育分野を中心に人材の育成を続けている。 

建学の精神、教育理念と教育目的については、学生便覧（提出資料１、２）、ホームペー

ジ(提出資料６)等に掲載しているほか、進学相談会やオープンキャンパス、保護者懇談会

等の個別説明など多様な機会に多様な方法で学内外に示している。 

また、高等教育機関として社会に有為な人材を育成し、地域社会に貢献することを目的

として「教育重点」「地域貢献」のコンセプトのもと、創意工夫により効率的で効果的な教

育支援・学生生活支援を行っている。 

「ライフデザイン学科」と「こども学科」の両学科では、それぞれ建学の精神に則った

教育目的と人材育成方針を学則に明示し、短期大学士学位授与、教育課程の編成・実施、

入学者受け入れの三つのポリシーを策定し、学生便覧に掲載して、学生に提示している。

これら三つのポリシーを基に教育研究活動を展開するとともに学生の学習成果の査定を行

い、その後の教育に反映するように努めている。 

平成２３(2011)年度には学校法人浅井学園長期ビジョンを策定して、建学の精神に基づ

いた教育の理念を達成するため、高等教育機関としての特長を生かし、総合的な教養教育

を基本としながら、実学を重視し、これらの学問研究や教育実践を通して社会で活躍する

ために必要な知識・技能はもとより、コミュニケーション能力などの社会対応力を含め実

践的で豊かな教養を身につけることなどを本学園の指針とした。 

短期大学部においても、教育の理念である「愛と和と英知」を根本にすえ、広い知識を

授け、実践を重視した専門の学芸を教授研究するとともに、優れた職業人として、社会に

貢献する人材を育成し、もって文化の向上、社会の福祉及び地域の発展に寄与することを

教育の目的として学則に定め、教育重点・地域貢献をコンセプトに教育研究の質の向上に

努めている。 

研究成果を地域と共有し、さらなる地域の活性化に貢献することは、地域との交流から

育まれる優秀な人材づくりにつながる積極的な教育効果があるととらえており、今後も、

本学の特長を生かし、２年間という短期間の学びの中で教育目的を達成していくために、

学生に健全な意欲を発動し、的確な判断力と強固な意志力に支えられる行動力を身につけ

るよう、社会・地域貢献活動を更に活発に推進していく必要がある。 

 

 

様式 6－基準Ⅰ 
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［テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神］ 

［区分 基準Ⅰ-Ａ-１ 建学の精神が確立している。］ 

基準Ⅰ-Ａ-１の自己点検・評価 

(a)  現状 

 

建学の精神：「女性の社会的地位の向上を目指し、女性に相応しい職業的技能と幅

広い教養を身につけた、自立できる社会人の育成」 

教育の理念：「愛と和と英知」 

 

本学は、昭和３８(1963)年の開学以来、建学の精神に基づき、キリスト教的愛の精

神と聖徳太子の説く和の心を融合した「愛と和」を教育理念として、個性を生かした

きめ細やかな教育指導を展開してきた。平成７(1995)年に国際化社会への人材養成を

目的として経営情報学科に国際情報コースを設定したことにあわせて、教育の理念「愛

と和」に「国際性」を加えた。 

平成１９(2007)年度の大学名称の改称にあわせて、教育理念を一部見直すこととし、

国際性を「愛」と「和」に包含し、高等教育機関としての使命を表す「英知」を加え、

教育理念を教授会並びに理事会の審議を経て「愛と和と英知」に改めた。 

本学の目的は、「教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、本学の教育の理

念である『愛と和と英知』を根本にすえ、広い知識を授け、実践を重視した専門の学

芸を教授研究するとともに、優れた知識人として、社会に貢献する人材を育成し、も

って文化の向上、社会の福祉及び地域の発展に寄与すること」である。また教育の目

的及び人材育成方針は、建学の精神を実現することにあり、ライフデザイン学科は、

「教養教育、キャリア教育を通じて社会人としての基礎力を身につけ、キャリアデザ

イン、ファッション舞台アートに関わる専門的知識・技能を自己のライフデザインを

描きながら学び、地域･社会で活躍する人材の育成」を目的とし、こども学科は「一般

教養に関する広い知識を学ぶとともに、こどもの理解、こどもを取り巻く環境や社会

的課題及び子育て支援に関する専門的学芸･技術を学び、教育・保育等に関わる優れた

実践力を有する人材の育成」を目的としている。また、２年間という短期間の学びの

中で教育目的を達成していくために、教育理念を次のように掲げている。 

 

愛：人間の存在とその価値を認め尊敬していきたいと願う温かな心情、誠実、真心 

  地球規模での人類の発展と平和を願い、共生社会に生きる人間の育成 

和：互いの違いを理解したうえで取り結ばれる平和を希求する心、友情、協調性 

  他者への深い理解と柔軟で寛容な精神の育成 

英知：深遠な道理を探求し、深い知性、実践的な知恵 

   真の実在や心理を捉えることのできる認識力・実践力の育成 

 

本学は、この教育目的を達成するために教育研究上の組織として財団法人短期大学

基準協会より、地域総合科学科として適格認定を受けているライフデザイン学科とこ

ども学科の２学科を設置している。両学科は、建学の精神に則った教育目的と人材育
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成方針を学則に明示し、短期大学士学位授与、教育課程の編成・実施、入学者受け入

れの三つのポリシーを掲げ、それを基に教育研究活動を展開している。 

特に建学の精神にあるように、実学を重視しつつも、職業人である前にひとりの人

間として身につけるべき教養の重要性については創立当初から十分認識されており、

本学における教養教育の展開は、建学の精神の具現化といえる。今日、教養教育は、

基礎教養と共に「社会人基礎力」の養成にとって不可欠の要素であり、本学では教育

の柱の一つと位置付けている。 

高等教育機関がユニバーサル段階に進行したことにより、入学生の背景は一層多様

化し、学力も社会への適応能力も分化の一途を辿っている。教育目的達成のため、基

礎教育セミナーなどの教育内容の充実を図るとともに、基礎学力の十分とはいえない

学生への対応として、ゼミ・担任を中心とした教育支援体制の強化、履修記録ノート

の活用等様々な学習支援を行っている。 

建学の精神については、校舎内２ヶ所に教育の理念とともに掲示しているほか、機

会あるごとに学内外に対し公表・周知に努めている。また、教育の理念、短期大学部

の教育目的についても、学則等に明記し学生便覧(提出資料１、２)、ホームページ(提

出資料６)に掲載するとともに、種々の学内メディアにより公表・周知に努めている。 

学外への情報の提供については、定期配布の学園新聞ＰＡＬ（パル）（年２回発行）

（提出資料４、５）と保護者懇談会の開催、ホームページのニュース更新等により積

極的に学園の情報提供を行っている。 

学生に対しては、配布した学生便覧やホームページにおいて分かりやすく建学の精

神を説くとともに、入学式での学長式辞や学科長による入学式直後の「入学生と保護

者への説明会」における説明、新入生オリエンテーション、クラスミーティング等機

会あるごとに周知に努めている。 

学長による学園の沿革、建学の精神、教育の理念及び教育目的等を含む講義を必修

科目の「基礎教育セミナーⅠ」の授業の中で展開している。これを１年次前学期に開

講するなど早期に理解されるよう努めている。ホームページからも閲覧可能な学生便

覧には「学則」の全文を掲載し本学の目的を示し周知を図っている。 

教員及び事務局の各部門職員に対しては、学生便覧を毎年配付し、建学の精神と教

育の理念を改めて周知している。また、非常勤講師との懇談会、新任教員への事務説

明会及び新任職員研修会においてもこれらの説明を行っている。 

学内外への公表・周知がより効果的なものとなるように、現在行っている方法を更

に視覚的・恒常的に示すなど、社会により広く能動的に公表していく。 

建学の精神の解釈や教育の理念の見直しは、学内理事で構成される常勤理事会で点

検評価を行うこととしている。毎年実施される内容ではないが、本学園において平成

２３(2011)年度をスタートとして「長期ビジョン」「新中期計画」を策定した際、建学

の精神を確認している。また、平成２８(2016)年度からの第３次中期計画策定に当た

っても、改めて確認しながら作業を進めているところである。教職員には学科改組や

カリキュラムの見直しの際に、教授会や学科会議において基本事項としての建学の精

神を確認し、共通認識している。 

(b)  課題 
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建学の精神および教育の理念は、学内への掲示、学生便覧、ホームページ等により

紹介している。学生に対しては、１年次前学期に開設される「基礎教育セミナーⅠ」

で、在学生には学期ごとに開催されるクラスミーティングなどの機会をとらえて、さ

らなる理解に努める必要がある。しかしながら、在学生や高校生以外の一般の人に対

してはホームページが主な紹介手段であり、周知力に欠ける部分がある。 

 

テーマ 基準Ⅰ-Ａ 建学の精神の改善計画 

今後、ホームページのコンテンツの充実等、さらに視覚的・恒常的に示す方法を検討

し、新聞等で取り上げられる様、積極的な情報発信に努めるなど、広く社会に広報して

いく手段を工夫していく。 

 

提出資料 

建学の精神･教育理念についての印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

4.学園新聞［pal（パル）］ 

№529・№530 

5.ホームページ（学園新聞） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/pal.html 

6.ホームページ（本学について） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho/ 

備付資料 

創立記念、周年誌等 1.HOKUSHO COLLEGE  

50th ANNIVERSARY 1963-2013 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-Ｂ 教育の効果］ 

［区分 基準Ⅰ-Ｂ-１ 教育目的・目標が確立している。］ 

基準Ⅰ-Ｂ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

 （１）ライフデザイン学科 

ライフデザイン学科においては、建学の精神に基づき、学科の教育目的を「専門

的知識と広い教養・技術を教授し、高い職能を有した人材の育成と地域社会に貢献

する人材の育成」とし、教育目標は「①広い教養と職業的技能を持つ社会人の育成、

②地域・社会と協調し、主体的に貢献する人材の育成、③感性豊かな、魅力ある人

間性を養う教育」としている。 

また、「専門教育」「教養教育」「編入教育」「キャリア教育」「総合教育」を学科の
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教育の柱とし、幅広い教養や豊かな人間性を身に付けるための総合的な教育を目指

し、「専門教育」では、それぞれのコースにおける代表的な科目を開設し、専門的知

識と技術の習得を目指すとしている。「教養教育」では、コミュニケーション能力、

チャレンジ精神、主体性、協調性をキーワードに人間的資質の向上を目指す科目を

開設している。「編入教育」では、本学科で学んだ専門性を活かし、さらに学問追究

のための大学編入の道を整えている。「キャリア教育」では、就業意識・基礎学力・

ビジネスマナーを養い社会に通用する人材育成を目指して、ビジネス関連科目を充

実させている。「総合教育」では、学んだ専門知識・技能を活かし、それぞれの専門

をコラボレーションさせる教育実践活動を多く実施している。 

長期履修制度については、３年目、４年目が在籍することになるため、長期履修

生の３年次以降の年次目標は、一人ひとりが明確に設定できるよう、クラス担任制

度やゼミ担当制度を有効に活用し、担任と学生が個別に相談して定めていく指導体

制となっている。 

学生に対しては学生便覧（提出資料１、２）に明記しているほか、新入生オリエ

ンテーション、保護者懇談会等、機会あるごとに周知・浸透に努めている。また数

回開催される学外作品発表や学外公演での短期大学部長あいさつや学科独自パン

フレット、ホームページ（提出資料１０）、オープンキャンパスを通じて、学内外に

表明している。 

学科の目的を達成するための教育目的・教育目標に基づく教育展開等については、

毎年、事業計画を策定するに当たり学科で確認を行うとともに、事業報告において

点検評価を行っている。 

  （２）こども学科 

こども学科においては、建学の精神に基づき、「こどもを取り巻く環境や社会的な

課題に関する洞察力を養い、教育・保育等に関わる優れた実践力を有する人材を育

成すること」を教育理念とし、教育目標を「こどもの保育や教育及びこどもに関す

る諸課題に適切に対処できる技術や実践力を身につけた人間性豊かな人材の育成」

としている。 

保育コース・音楽コース・教育コースの３コースで共通して保育士、幼稚園教諭

を養成し、教育コースでは小学校教諭二種免許状取得も可能としている。 

特色あるコース教育としては、次の通りである。 

 

・保育コース 

「幼児体育指導者検定」の関連必修科目を設置し、幼児体育の指導に強い保

育者の養成を行っている。 

・音楽コース 

「保育園・幼稚園のためのリトミック指導者資格」の関連必修科目を設置し、

リトミック指導を身につけた保育者の養成を行っている。 

・教育コース 

小学校教諭養成の科目を必修にしており、就学前教育から小学校教育への接

続を理解している保育者・教育者の養成を行っている。 
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３コースともに保育者・教育者の養成教育を主軸に置いていることから、コース

ごとの目標は設定せず、各学年の段階的な学習成果を明確に示すために、１年次の

目標を「こどもたちの規範となる、感性豊かな保育者・教育者をめざして、幅広い

教養と専門性を身につける」とし、２年次の目標を「保育実習・教育実習をとおし

て専門性を深め、優れた実践力・応用力と課題解決能力を身につける」としている。 

長期履修制度については、３年目、４年目が在籍することになるため、長期履修

生の３年次以降の年次目標は、一人ひとりが明確に設定できるよう、学級担任制度

を有効に活用し、担任と学生が個別に相談して定めていく指導体制となっている。 

これらの学科の教育目的や教育目標は、学科案内パンフレット（提出資料９）、ホ

ームページ（提出資料１０）、オープンキャンパス、学科独自の授業体験会、学生便

覧（提出資料１、２）、新入生保護者説明会、新入生オリエンテーション、保護者懇

談会等を通じて、配布物や説明により学内外に表明している。 

年度ごとに事業計画の策定や事業報告により点検･評価を行い、事業計画ととも

に見直しを図っている。 

(b) 課題 

教育目的・教育目標については今後、非常勤講師との懇談会においても説明して、

共通理解のもとに教育を進める必要がある。また、オープンキャンパス・保護者懇談

会においては、掲示物のみであるため、形骸化しないよう工夫が必要となる。 

 

［区分 基準Ⅰ-Ｂ-２ 学習成果を定めている。］ 

基準Ⅰ-Ｂ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

（１）ライフデザイン学科 

ライフデザイン学科においては、建学の精神に基づき、社会人として相応しい職

業的技能と幅広い教養を身につけた、自立できる社会人の育成を学科の教育目標に

も取り入れ学生便覧（提出資料１、２）等で明示している。学科の教育目標を「広

い教養と職業的技能を持つ社会人の育成」（科目例「ライフデザイン」「キャリアデ

ザイン」）「地域・社会と強調し、主体的に貢献する人材の育成」（科目例「コミュニ

ケーション論」「地域学」）「感性豊かな、魅力ある人間性を養う教育」（科目例「陶

芸」「油彩」）とし、具体的に教育課程に反映させ、明確に示している。 

選択科目を学生が適切に判断して活用できるように学科独自に作成している「履

修記録ノート」（提出資料１１）を活用して履修指導を行っている。このノートは、

自分の所属するコースだけでなくライフデザイン学科全体を把握することができ

るように編集されている。また学生自身が夢や目標を書くことによって、自己理解

を深めながら、自己実現へと繋げていくことを狙いとしている。 

一つの領域の専門性を高めたい学生や、他の領域と組み合わせて独自の学びを実

現したい学生にも、適切に選択科目が履修できるように、また、前年度の履修状況

や単位認定状況を参考にしながら、常に学生のニーズに対応した時間割を検討し、

履修記録ノートの見直しを検討している。 
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学習成果は、学科独自パンフレット、ホームページ、実施した公演・発表会等の

記録（ＤＶＤ）（提出資料１４、１５、１８）、オープンキャンパス、高校訪問、学

生便覧、新入生保護者説明会、新入生オリエンテーション、保護者懇談会等を通じ

て、学内外に表明している。 

学習成果の把握･点検は、各種イベント、作品展示、インターンシップ報告会、コ

ース代表会議、学科会議等において行い、その結果を事業計画に反映させている。 

  （２）こども学科 

こども学科においては、建学の精神に基づき、保育士資格、幼稚園・小学校教諭

二種免許状取得に関わる学習成果として「こどもと保護者の心に寄りそう心優しい

保育士」、「広い知識・温かい心・健康な体でこどもと共感できる幼稚園教諭」、「こ

どもの人権を尊重し、愛情をもって触れ合い、人間関係を築くことができる小学校

教諭」を掲げ、免許･資格の取得状況を把握することで、その確認を行っている。 

学科の教育理念・教育目標に基づき、１年次前学期「入門期(学び)」、１年次後学

期「充実期(観察実習)」、２年次前学期「実践期(本実習)」、２年次後学期「発展期

(就職活動)」として、２年間に４期の学習段階を定め、保育士、幼稚園・小学校教

諭の養成ごとに具体的な到達度を示し、学習成果として定めている。 

学習成果の量的測定については、学生に、学びの振り返りを目的として、学科独

自のポートフォリオファイル（ＡＫファイル）を作成し、ガイダンスの工夫、担当

教員・クラス担任による個人指導のもと、学科で統一したファイル管理をしてきた

が、学生一人ひとりで活用の差が大きく、点検や管理が難しいことから、それに代

わり平成２７(2015)年度より「学びの足跡」（学科独自の学習・生活・教育活動の軌

跡ファイル）（備付資料２３）を作成し、基礎教育セミナー等でのガイダンス、年２

回の個人面談等での指導・点検・見直しなどを経て、２年次後学期に製本を実施し、

卒業式前には本人に返却している。 

また、質的データとしての測定については、１年次・２年次後学期の後半の「教

育実習講義」「教職実践演習」を通して、教職課程履修カルテ（提出資料２０）によ

る自己点検・評価を実施させ、クラス担任による個人面談確認と科目担当教員によ

る点検・指導をしている。 

さらに、保育実習(保育所・施設)、教育実習(幼稚園・小学校)の実習日誌や実習

先の評価も学習成果の質的データであり、教職担当教員が点検した後、学科会議で

報告して、専任教員全員で情報を共有し、その後の学習指導に活かしている。 

学習成果を学科案内パンフレット（提出資料９）、学生便覧、ホームページの学科

ニュース等で掲載し学内外に表明している。また、これらを活用してオープンキャ

ンパス、高校訪問、新入生保護者説明会、新入生オリエンテーション、学科保育・

教育実習報告会、保護者懇談会、保育士養成協議会研修会、幼稚園教諭養成校協議

会、北海道私立幼稚園協会、札幌市立幼稚園連合会、江別市・札幌市教育実習報告

会等で説明･報告を行い、学内外に表明している。学習成果については、個々の成果

発表会、成果報告会、作品展示、実習報告会、学年会議、学科会議等において多く

の学習成果を点検し、次年度以降の事業計画に反映している。各事業の担当ごとに

まとめて提示しているが、まだ、学科としての共通スタイルが確立していない。こ
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のため、保育士資格、幼稚園・小学校教諭二種免許状取得に関わる学習成果を、学

科内でまとめ、学科教員の共通理解のもとで提示する手法を検討する必要がある。 

(b) 課題 

ライフデザイン学科においては、前年度の履修状況や単位認定状況を参考にしなが

ら、常に学生のニーズに対応した時間割を検討し、履修記録ノートの見直しを検討す

る必要がある。 

こども学科においては、学科として学習成果についての共通スタイルが確立してい

ないため、保育士資格、幼稚園・小学校教諭二種免許状取得に関わる学習成果を学科

内でまとめ、学科教員共通理解のもとで提示する手法を検討する必要がある。 

 

［区分 基準Ⅰ-Ｂ-３ 教育の質を保証している。］ 

基準Ⅰ-Ｂ-３の自己点検・評価 

(a) 現状 

 （１）ライフデザイン学科 

ライフデザイン学科においては、学習支援オフィスと連携し、学校教育法、短期

大学設置基準等の関係法令の変更について情報を収集し、法令順守に努めている。 

全学的取組である授業評価や、「履修記録ノート」（提出資料１１）を活用して、

学習成果の査定（アセスメント）を実施しているが、学科の特質を踏まえた学習成

果を査定（アセスメント）する手法を有していないため、今後、研究をしていく必

要がある。 

学科の教育目的・教育目標に基づく各期の学習段階や、コースごとの教育の向上・

充実に資するための事業計画を策定している。 

年間を通してみると、次年度の予算編成時に事業全体を見渡して点検評価や今後

の見通しをたて、事業報告を取りまとめる。そして最終的には、次年度の事業計画

に反映させるとともに、教育の質の保証に努めている。 

さらに、各事業の実施後に、学科会議において担当者からの報告・評価を行い、

その後の教育に反映させるよう努力している。 

前学期終了後において、上半期の点検評価や課題の洗い出しをおこない、後学期

につなげる努力が必要である。 

  （２）こども学科 

こども学科においては、学習支援オフィスや教職センター等と連携し、学校教育

法、短期大学設置基準、教育職員免許法等の関係法令の変更について情報を収集し、

法令順守に努めている。 

全学的取組である授業評価や、教職課程を有する学科共通に実施している教職課

程履修カルテ（提出資料２０）等を用いて、学習成果の査定（アセスメント）を実

施している。 

学科の特質を踏まえた学習成果を査定（アセスメント）するため、学科の教育理

念・教育目標に基づく各期の学習段階や、保育士、幼稚園・小学校教諭の養成ごと

の教育の向上・充実に資するための事業計画を毎年策定している。これら各事業の

担当ごとに学習成果をとりまとめて提示しているが、今後は、学科としての査定（ア
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セスメント）の共通スタイルを確立していく研究をする必要があると考えている。

さらに、各事業の実施後に、学科会議において担当者からの報告・評価を行い、そ

の後の教育に反映させるよう努力している。 

年間を通してみると、次年度の予算編成時に事業全体を見渡して事業報告をとり

まとめる。最終的には点検評価又は見直しをたて、次年度の事業計画に反映してい

る。 

両学科において前学期終了後、上半期の点検評価や課題の洗い出しを行い、後学

期につなげる努力が必要である。 

(b) 課題 

全学的取組である授業評価、ライフデザイン学科独自の履修記録ノートやこども学

科の教職課程履修カルテ等を活用した学習成果の査定は実施しているが、学科の特質

を踏まえた学習成果の査定手法は有していない。学生へのフィードバックの仕方やよ

り効果的な活動に繋げる工夫が課題である。 

 

テーマ 基準Ⅰ-Ｂ 教育の効果の改善計画 

全学的取組である授業評価、ライフデザイン学科独自の履修記録ノートやこども

学科の教職課程履修カルテ等を活用した学習成果の査定は実施しているが、学科の特

質を踏まえた学習成果の査定手法は有していない。学生へのフィードバックの仕方や

より効果的な活動に繋げる工夫が課題であるため、学科としての共通の学習成果の査

定手法を確立していく研究を進め、その結果を教育に反映させていく予定である。 

 

提出資料 

学則 7.北翔大学短期大学部学則(平成27年度） 

8.ホームページ（学則） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/regulations.html 

教育目的・目標についての印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

9.学科案内パンフレット2015こども学科 

10.ホームページ（情報の公表） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/infopublic.html 

学生が獲得すべき学習成果についての印

刷物 

9.学科案内パンフレット2015こども学科 

11.ライフデザイン学科履修記録ノート 

12.平成27年度ライフデザイン学科 

専門ゼミ論文･作品集 
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13.舞台公演用チラシ 

14.北翔舞台芸術2年目定期公演vol.22 

(DVD) 

15.北翔舞台芸術2015ラジオ・ドラマ制作 

(DVD） 

16.学科通信 芸術学科 芸術メディア学科 

   ライフデザイン学科vol.7～10 

17.2014年度インターンシップ報告論書 

18.第48回学外発表会ファッションショー

「千紫万紅」(DVD） 

19.おしゃべりすずめ 

20.教職課程履修カルテ 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価］ 

［区分 基準Ⅰ-Ｃ-１ 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて

努力している。］ 

基準Ⅰ-Ｃ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

学則第３条に点検評価について規定し、大学・大学院及び短期大学部共通の「北翔

大学点検評価規程」（提出資料２１）を整備し、点検評価規程に点検評価委員会の設置

を規定している。 

   

北翔大学短期大学部学則 

（点検評価） 

第３条 本学は、教育研究水準の向上に資するとともに、本学の目的を達成するため、

本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、自ら点検及

び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

２ 本学は、前項の措置に加え、本学の教育研究等の総合的な状況について、学校教育

法の定めるところにより、一定の期間ごとに認証評価機関による評価を受けるものと

する。 

３ 前２項の点検及び評価の実施等に関し必要な事項は、北翔大学点検評価規程に定め

る。 

 

点検評価委員会は、学長、各研究科長、各学部長、短期大学部長、各学科長、各セ

ンター長・オフィス長、図書館長、事務局長、事務局次長をもって構成している。ま

た、点検評価委員会は、円滑な運営を図るため、必要に応じて小委員会および専門委

員会を置くことができ、また各機関および各部門に、必要に応じて個別の委員会およ

び小委員会を置くことができることとしている。 

各学部・学科・センターにおいては、教授会・学部会議・学科会議・センター運営
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委員会等を通して日常的に自己点検・評価を行い、各種会議を通して全教職員が自己

点検評価活動に関与しており、毎年度、事業報告を作成し、点検評価委員会による評

価を付し、年次報告書（備付資料２、３、４）として作成し、本学ホームページ（備

付資料６）にて公表している。 

また、大学独自の自己点検・評価報告書（備付資料５）の作成は、原則として３年

ごとに実施し、点検評価委員会にて、点検評価等の結果について整理および分析を行

い、理事長に報告するとともに、広く周知を図ることができる方法により、可能な限

り学内外に公表することと規定しており、本学ホームページ（備付資料６）にて公表

している。 

点検評価規程には、自己点検評価結果の成果は、学長が、本学全体に共通する事項

で、改善することが適当と認められるものについては、関連する学内機関に諮るとと

もに、その内容により改善策を理事長に提案すること、各機関又は各部門に固有の事

項で、改善することが適当と認められるものについては、当該機関に改善を勧告する

ことができること、委員会構成員、特に各機関及び各部門の長は、点検評価の結果を

真摯に受け止め、各分野における諸活動の水準の向上とその活性化に努めること、理

事長は、学長の報告又は提案に基づき、必要な事項については改善のための指針を示

し、人的、物的、財政的な措置を講じるように努め、本学の教育研究環境の改善を推

進することを規定している。 

(b) 課題 

毎年度作成される年次報告書及び３年ごとに作成される自己点検・評価報告書に記

載している評価結果と個別の各事業との時間差があり関連付けが十分ではなく、前年

度の指摘が翌年度に反映されないものが散見され、改善が遅れがちになっている。 

 

テーマ 基準Ⅰ-Ｃ 自己点検・評価の改善計画 

大学を取り巻くめまぐるしい環境の変化に対応し、社会のニーズに応え得る教育研究

機関としての質の向上を図るため、外部評価機関の評価基準を指標としつつ、本学の使

命と目的に沿って、毎年度作成している事業計画及び事業報告についても期中の予算執

行状況報告にあわせて、事業計画の実施状況、前年度の評価を踏まえた今後の取り組み

予定の修正などを行うとともに、年次報告書及び自己点検・評価報告書の評価基準との

統一化を図り、ＰＤＣＡサイクルをより可視化することによって本学の教育研究活動を

活性化していく。 

 

提出資料 

自己点検・評価を実施するための規程 21.北翔大学点検評価規程 

備付資料 

過去3年間（平成25年度～平成27年度）

に行った自己点検・評価に係る報告書 

2.平成24年度年次報告書 

3.平成25年度年次報告書 

4.平成26年度年次報告書 

5.2012～2014年度 自己点検･評価報告書 
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6.ホームページ(法人情報) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

 

 

基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の行動計画 

（１） 建学の精神、教育理念の解釈、学位授与などの三つの方針については、さらに

時代の要請と合致しているか、不断の点検を行っていく。 

（２） 学習成果の査定については、こども学科では学科としての査定の共通のスタイ

ルを確立していく研究を進めていく。 

（３） 自己点検評価においては、毎年度作成している事業計画・事業報告についても

期中の予算執行状況報告にあわせて、事業計画の実施状況、前年度の評価を踏ま

えた今後の取り組み予定の修正などを行うとともに、年次報告書及び自己点検・

評価報告書の評価基準との統一化を図り、ＰＤＣＡサイクルをより可視化するこ

とによって本学の教育研究活動を活性化していく。 

 

建学の精神と教育効果において、その内容を広く社会に広報していくために、ホーム

ページのコンテンツの充実等、さらに視覚的・恒常的に示す方法を検討し、より能動的

に周知していく手段を工夫していく。 

また教育効果の改善として、学習成果の査定について、今後はこども学科の査定の共

通のスタイルを確立していく研究を進め、教育に反映させる必要がある。 

さらに、自己点検・評価においては、大学を取り巻くめまぐるしい環境の変化に対応

し、社会のニーズに応え得る教育研究機関としての質の向上を図るため、外部評価機関

の評価基準を指標としつつ、本学の使命と目的に沿って、毎年度作成している事業計画・

事業報告についても年次報告書及び自己点検・評価報告書の評価基準との統一化を図り、 

ＰＤＣＡサイクルをより可視化することによって本学の教育研究活動を活性化してい

く。 

 

◇ 基準Ⅰについての特記事項 

（１）以上の基準以外に建学の精神と教育の効果について努力している事項。 

 在学期間に「やりたいこと」に挑戦し、やり遂げたと自信を持つことが社会人とし

ての力になると考えられることから、学生の可能性を十分引き出すよう教職員は学生

一人ひとりと向き合い、挑戦する機会をアドバイスできるよう努力している。 

   具体的には海外研修、海外留学、地域との交流、ボランティア、インターンシップ、

大学祭での「こどもの国」の企画･運営(毎年)、学生ＦＤ報告会の発表参加（平成２６

(2014)、２７(2015)年度実施）、模擬授業交換会の参加（小学校社会科授業／毎年)、

検定資格の対策講座の実施（こども環境管理士／平成２７(2015)年度）、スポーツ大

会出場、舞台・音楽の公演やファッションショー・研究の発表などに学生の主体的取

り組みが続いている。 

   公演・発表・地域活動などを学生が主体的に企画・実行することを通じて、学生同
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士でのアイデアづくりやチームづくりがよい経験となり、自らの能力を鍛えそれが自

信につながることから、これらの機会をさらに充実するためライフデザイン学科とこ

ども学科が協力し、短期大学部としてのイベントを検討したい。また、併設の四年制

大学とも連携して学生の主体的取組を継続実施していきたい。 

 

ライフデザイン学科 学外教育活動一覧 

活動名 活動内容 

札幌コレクション スタッフ補助業務 

シニアファッションショー スタッフ補助業務 

ＴＥＤx Ｓapporo2016 スタッフ補助業務 

さっぽろ高校合同公演 スタッフ補助業務 

今金町との協同ワークショップ 参加・スタッフ補助業務 

地域交流センター「ゆう」との小学生向

けワークショップ 

スタッフ補助業務 

いっしょにね文化祭 スタッフ補助業務 

ＡＣＦコンペティション＆ファッション

ショー 

出演・スタッフ補助業務（設営･受付･案

内など） 

手作りフェスタ 出演・スタッフ補助業務（設営･受付･案

内など） 

平岸高校連携企画ファッションショー 出演・スタッフ補助業務（設営･受付･案

内など） 

江別ＦＵＲＯＳＨＩＫＩフェスティバル スタッフ補助業務 

高校生ダンスイベント スタッフ補助業務 

舞台芸術（定期･卒業・試演）公演 出演･スタッフ補助業務(設営･受付・案

内など) 

舞台合同ワークショップ 出演･スタッフ補助業務(設営･受付・案

内など) 

学外発表会(ファッションショー) 出演･スタッフ補助業務(設営･受付・案

内など) 

ライフデザイン学科有志学生によるＷＥ

えべつ祭活動支援 

北海道中小企業家同友会えべつ地区主

催活動支援 

学生と企業の交流 企業講演会聴講と受付等ボランティア

活動 

学生と地域の交流 農家のかあさん等市民企画事業ボラン

ティア活動 

 

  こども学科 学外教育活動一覧 

小学校における授業補助のボランティ

ア 

学級に入り、児童の学びの支援 
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小学校における行事･学外授業のボラン

ティア 

運動会、学習発表会、スキー授業等 

幼稚園における行事・学外授業のボラン

ティア 

運動会、七夕、クリスマス会等 

保育園における行事・学外授業のボラン

ティア 

運動会、七夕、クリスマス会等 

施設における行事・学外授業のボランテ

ィア 

クリスマス会等 

江別市・体力向上を目指した朝運動 小学生への運動指導 

 

（２）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

  特になし。  
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

基準Ⅱの自己点検・評価の概要 

本学では、学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）、教育課程編成・実施方針（カリキ

ュラム・ポリシー）、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を教育理念のも

とに定めており、それらの方針に基づき、教育課程を編成している。 

建学の精神を基にライフデザイン学科では学科の教育理念・教育目的・教育目標を定

めており、この教育目的・教育目標を到達点として、教養教育、専門教育、編入教育、

キャリア教育、総合教育を包括した教育課程を編成している。また、こども学科では、

卒業要件、成績評価の基準ならびに教職等に関連した免許・資格取得要件を学則に規定

して、機会をとらえて学生への周知に努めている。  

学科の教育理念・教育目的・教育目標と三つのポリシーは相通じるものであり、それ

を具現化するための教育課程編成ならびに事業計画に基づく教育活動を行い、さらなる

教育の質の向上・充実に向けて点検・評価に努めている。 

学生支援については、教育支援総合センター、教職センター等と連携し、学校教育法、

短期大学設置基準、教育職員免許法等の関係法令の順守に努めて、学習成果の修得や資

格取得に対する支援を行っているほか、卒業要件、成績評価の基準ならびに教職等に関

連した免許・資格取得要件を学則に規定している。また、学習成果の自己点検・評価結

果や授業評価・授業開発等のＦＤを基に、学習成果向上のため教育課程、教育内容・方

法等の見直し等の教育改善を行っている。 

入学者受け入れ方針（アドミッション･ポリシー）は、建学の精神や両学科の教育理念・

教育目的・教育目標に対応しており、アドミッションセンターと連携して、多様な入試

制度を設け、入学者を受け入れ、両学科の特色ある教育課程を提供している。 

学生が学習の成果を向上させるための図書館には専門の職員を配置し、図書・雑誌・

視聴覚資料等、学習スペースなどの学習環境を整備している。また、情報関連施設にお

いても専門の職員を配置し、年次計画の基で機器･備品及びソフトウェアを更新して、Ｉ

ＣＴ環境の保全に努めている。 

教育支援総合センター、キャリア支援センター、教職センター、エクステンションセ

ンター、保健センター、学生相談室等と連携し、学習相談、学生生活相談、進路相談、

心と体のケア等の学生支援に努めている。また、本学では担任制度を採っており、日常

的には、この担任がオフィスアワーを設定して、学生の相談の窓口となっている。また、

１号棟２階に履修相談室を兼ねた短期大学部共同研究室を設け、専任の職員を１名配置

して学生支援体制を整えている。 

平成２６(2014）年度の短期大学部両学科の改組（コース制）に向けて、建学の精神及

び短期大学部の教育理念を再確認するとともに、学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）、

教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れ方針（アドミッシ

ョン・ポリシー）の見直しを行った。 

学科の教育理念・教育目的・教育目標を到達点として、教育課程のあり方や、卒業要

件、成績評価の基準ならびに教職等に関連した免許・資格取得要件について見直し、学

生や保護者への周知に努める必要がある。また、こども学科の保育士養成課程について

は、指定保育士養成施設の運営基準に基づく教育課程や教育内容の見直しを図る必要が

様式 7－基準Ⅱ 
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ある。 

学生支援のあり方については、教育支援総合センター、教職センター等と連携し、充

実に向けて日常的に検討することが大切だと考えている。学校教育法、短期大学設置基

準、教育職員免許法等の関係法令の順守に努めて、さらに、教育課程、教育内容・方法

等の見直しを継続していく必要がある。 

学生が学習の成果を向上させるための機器・備品の更新計画とともに、時代の教育に

合わせた施設設備の充実を図るように努める必要がある。 

 

［テーマ 基準Ⅱ-Ａ 教育課程］ 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-１ 学位授与の方針を明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ａ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

三つのポリシー「学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施方針

（カリキュラム・ポリシー）、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）」に

ついては短期大学部として策定していたが、平成２６(2014)年度から学科においても

示すこととした。 

ライフデザイン学科では、学科の教育理念・教育目的・教育目標に基づき三つのポ

リシーを策定し、この方針に基づいた達成度を設定･評価して学位を授与している。 

 

【ライフデザイン学科 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】 

自らの課題を探求し、その課題を解決するため、総合的な判断力、実践力を身につけ、

本学科の卒業生としてふさわしい人材の育成を目指し、達成度を評価して学位を授与

します。 

 

こども学科では保育者・教育者の養成を掲げる学科の教育理念及び教育目標に基づ

き、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を次のように策定し、この方針に基づい

た達成度を設定･評価して学位を授与している。 

 

  【こども学科 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）】 

こども学科の教育理念が掲げる保育・教育等に関わる優れた実践力を身に付け、こども

学科の卒業生としてふさわしい専門性と人間性豊かな人材の育成を目指し、達成度を

評価して学位を授与します。 

 

学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）については学則及び学位規程には規定してい

ないが、学科の目的、卒業要件、成績評価の基準ならびに教職等に関連した免許・資

格取得の要件は、学則に規定しているほか、大学案内（提出資料３）等に掲載し学生

に周知するとともに、入学後のオリエンテーション時に各学科において説明、またク

ラスオリエンテーション等の機会あるごとに説明を行っている。課題としては資料や

指導が複数にわたる丁寧さがありながら、情報が共有されないという懸念が残るとこ

ろである。 
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学生には、短期大学部としての学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を学生便覧

（提出資料１、２）ならびにホームページ（提出資料２２）等に明記し、学科ごとの

方針は、新入生オリエンテーション、保護者懇談会等の機会を利用して周知に努めて

いる。また、学外発表会等の多様な行事の機会を通して学内外の関係者に表明してい

る。さらには教授会、学科会議等により教職員に対して周知徹底するとともに、非常

勤講師懇談会を実施し、外部講師への周知にも努めている。なおホームページはＰＤ

Ｆ形式による掲載であったが、機器媒体の多様化に対応した掲載方法の検討が望まれ、

平成２７(2015)年度後学期にモバイル対応とした。 

両学科の学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）を策定するに当たっては、本学の「建

学の精神」に基づいて、学生たちが修得すべき能力を明確にしていくという視点から

検討がなされた。そのようにして策定された両学科の学位授与方針（ディプロマ・ポ

リシー）は、本学の建学の精神が目指している社会貢献を果たすための普遍的な能力

を明示しており、社会的、国際的な場で通用するための必要条件を満たしていると言

える。 

点検については、毎年、事業計画を策定するとともに点検評価を継続実施している。 

学科ごとの事業計画に基づき、点検評価を行い、点検評価委員会において自己点検

評価を行い、年次報告書としてまとめ、学内外に公表している。点検評価の項目にお

いては、「課題」等も明示し、改善につなげている。今後は系統的なＰＤＣＡサイクル

の構築の検討が必要である。 

(b) 課題 

学位授与の短期大学部としての方針は、学生便覧に掲載し学生に周知するとともに、

学科ごとの方針は、入学後のオリエンテーション時に各学科において説明、またクラ

スオリエンテーション等の機会あるごとに反復的に説明を行っているが、課題として

は資料や指導が複数にわたる丁寧さがありながら、情報が集約されないという懸念も

残る。 

両学科の学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）を策定するに当たっては、本学の「建

学の精神」に基づいて学生たちが修得すべき能力を明確にしていくという視点から検

討がなされた。そのようにして策定された両学科の学位授与方針（ディプロマ・ポリ

シー）は、本学の建学の精神が目指している社会貢献を果たすための普遍的な能力を

明示しており、社会的な場で通用するための必要条件を満たしていると言えるが、不

断の点検・見直しが必要である。現在は、短期大学部としての学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）のみの掲載となっているが、学科ごとの方針も学生便覧等に盛り込

み周知･理解を深められるよう努めていく。 

点検評価の項目においては、「課題」等も明示され、毎年改善につなげているが、今

後は系統的なＰＤＣＡサイクルの構築の検討が必要である。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-２ 教育課程編成・実施の方針を明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ａ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

  ライフデザイン学科及びこども学科の教育課程編成･実施方針（カリキュラム・ポリ
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シー）は、次の通りである。 

 

  【ライフデザイン学科 教育課程編成･実施方針（カリキュラム・ポリシー）】 

ライフデザイン、キャリアデザイン、ファッション、舞台芸術に配置された多様

な科目から構成され、自分の興味や進路に合わせて、ユニットを自由に組み合わせ

て履修することができます。従って、一つの専門分野をじっくりと学ぶことができ

るのはもちろん、異なった分野を幅広く学ぶことができるよう教育課程を編成して

います。 

   

 【こども学科 教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）】 

人間性豊かで実践力がある保育者・教育者をめざし、幅広い教養と専門性が身に

付くようカリキュラムを編成しています。保育士資格、幼稚園･小学校二種免許状の

取得に向け、基礎と応用、理論・演習･実技のバランスが取れた学修形態を工夫する

とともに、保育実習･教育実習やこどもにかかわる活動を計画しています。 

 

それぞれの学科は、上記の方針に対応した教育課程となっている。 

  ライフデザイン学科では、教育課程編成･実施方針（カリキュラム・ポリシー）に基

づき体系的に教育課程を編成している。また、ユニット履修制を取り入れてユニット

の組み合わせにより学ぶこととしている。 

  こども学科では、２年間を４期の学習段階に定め、段階的･体系的に学習を深められ

るよう教育課程を編成している。 

学生による授業改善アンケート等、教育課程を検証する多様な機会を活用し、編成

改善に努めている。今後は全教科目における最終評価の割合、単位の取得状況等分析

に基づいたさらなる検証システムの構築が課題である。 

成績評価については、教育目標の達成度をはかるべく、全教科目における最終の評

価、単位取得状況の把握、単位認定の方法等の把握などを行っている。平成２１(2009)

年度よりＧＰＡを導入するとともに、単位認定にかかる学則の規定に則り、シラバス

等に成績評価基準を明示し、厳格な適用に努めている。今後、質保証に向けて短期大

学部でもＣＡＰ制などの導入及び本学に見合った評価基準の検証が課題である。 

    

「平成２７年度教務の手引き」より 

 ３．成績評価 

○大学（一部留年生を除く）及び短期大学部の学生 

素点に基づき自動的にＳ(秀)、Ａ(優)、Ｂ(良)、Ｃ(可)、Ｄ(不可)、I(保留)に

区分される。Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃを合格とし、所定の単位を与える。 

Ｄは単位認定されない。 

  評価の基準は次のとおり。 

 ９０点以上 ：Ｓ（秀）  特に優秀な成績 

  ８９～８０点：Ａ（優）  優れた成績 
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  ７９～７０点：Ｂ（良）  科目の要求を満たす標準的な成績 

  ６９～６０点：Ｃ（可）  合格と認められる最低限の成績 

  ５９点以下 ：Ｄ（不可） 不合格 

         Ｉ（保留） 履修未完了又は成績評価の一時保留 

   

「平成２７年度教務の手引き」より 

（４）ＧＰＡ制度 

学生の履修した科目の成績の平均値、ＧＰＡ（Grade Point Average）を算出

する。ＧＰＡは成績評価を明確にすることにより、学生が自分の学習達成度を把

握し、今後の学習目標の設定と計画的な履修に活用する。ＧＰＡ制度では、一度

履修した科目は責任を持って確実に履修することが求められており、学生は自分

の履修状況を常に認識し、無理のない学習計画を立てる必要がある。 

 対象となる学生は、大学（一部留年生を除く）及び短期大学部の学生である。 

① ＧＰＡの算出方法 

  Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の成績評価には、それぞれ以下のグレードポイン

ト（ＧＰ）が割り当てられる。 

  Ｓ＝4.0 Ａ＝3.0 Ｂ＝2.0 Ｃ＝1.0 Ｄ＝０ 

  ＧＰＡには、学期ごとに算出される「学期ＧＰＡ」、学年ごとに算出される「年

間ＧＰＡ」、入学時より各学期を通算して算出する「通算ＧＰＡ」がある。それ

ぞれの計算式は以下のとおりである。 

 

学期ＧＰＡ＝ （その学期に評価を受けた科目で得たＧＰ）×（科目の単位数）の合計 
            その学期に評価を受けた科目の単位数の合計 

 

 年間ＧＰＡ＝ （その学年に評価を受けた科目で得たＧＰ）×（科目の単位数）の合計 
            その学年に評価を受けた科目の単位数の合計 

 

通算ＧＰＡ＝ （（各学期に評価を受けた科目で得たＧＰ）×（科目の単位数）の合計）の総和 
            （各学期に評価を受けた科目の単位数の合計）の総和 

 

② ＧＰＡが適用される科目について 

以下の１）～３）以外の卒業要件単位として単位認定される科目は、全てＧＰ

Ａ算定の対象となる。なお、対象となる科目は各学科により異なる。 

１）他の大学、短期大学、高等専門学校若しくは専修学校の専門課程にお 

 ける学修その他文部科学大臣が別に定める学修で取得した単位のうち、本学

教授会の議を経て、本学取得単位として認定した科目（ただし、他学部履修

制度に基づいて履修した本学短期大学の履修科目はＧＰＡ算定の対象科目

になる） 

２）教育職員免許状取得に関する科目のうち、教育課程表に定める教職に関す

る科目 

３）その他教授会で定めた科目 
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③ 科目履修の取り消しについて 

  科目履修の取り消しを希望する場合は、各学期の授業開始後第６週目に手続き

ができるが、それ以降は原則的に認められない。放棄された科目の成績はＤ(不

可)となり単位認定されない。学生は責任のある履修行動が求められるので、計

画的な履修登録を指導する。 

④ ＧＰＡ活用方法について 

直前の学期ＧＰＡが 1.5未満の学生に対しては、ガイダンスティーチャー（Ｇ

Ｔ）又はゼミ担任が履修指導を行う。特に、２学期連続で直前の学期ＧＰＡが

1.5未満の学生に対しては、ガイダンスティーチャー（ＧＴ）又はゼミ担任と教

育支援総合センターが連携して履修指導を強化して行う。 

また年間ＧＰＡが良好な学生には、次年度履修登録できる単位数の上限値が

加算される（詳しくは「(5)ＣＡＰ制度」で説明）。 

さらに通算ＧＰＡは、奨学生の選考、学業成績表彰対象者の選考、受講希望者

数が過大な講義における受講人数制限の際の選定基準、教職科目履修制限の際

の選定基準（この場合、教職に関する科目もＧＰＡの算定対象科目とする）など

に活用される予定である。 

 

平成２１(2009)年度以降、シラバス表記の改善に努め、ねらい・到達目標、授業計

画、準備学習の内容、授業時間数、成績評価の方法、テキスト・参考書の明示等につ

いては、詳細かつ共通した記載方法の徹底をはかっている。 

特に、授業前後の学習についても記載項目を設けており、成績評価方法については、

方法と割合について明記している。シラバスについては上記のように改善や記載内容

の充実に努めているが、細かな部分までの統一表記には課題が残っている。 
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 平成２７年度講義要項（シラバス）入力例 
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教育課程の定期的な見直しは、点検評価を行う機会を活用して、多様な尺度からそ

の見直しをはかるとともに、点検評価結果に基づき、学科内で現状分析ならびに将来

構想の目的をもった見直しの機会を設けている。 

教育課程を円滑に展開、実施していくための教員配置については、短期大学設置基

準に定める基準数の専任教員を配置しているほか、学位授与方針(ディプロマ･ポリシ

ー)に示す能力を身につけられるよう、教育研究業績豊かな教員、実務経験豊かな教員

を非常勤講師として配置している。教員配置については、教員の資格・業績について

毎年更新を求めるとともに、専任教員採用に当たっては、模擬授業に加えて学長面接

も実施し教員配置を行っている。非常勤講師の採用に当たっても学長を委員長とする

人事委員会での承認を受けている。 

 (b) 課題 

両学科の教育課程編成･実施方針に基づき教育課程を構築しているが、今後は全教

科目における最終評価の割合、単位の取得状況等分析に基づいたさらなる検証システ

ムの構築が課題である。 

また、質保証に向けてＣＡＰ制の導入及び本学に見合った評価基準の検証が課題で

ある。 

さらに、シラバスについては改善や記載内容の充実に努めているが、細かな部分ま

での統一表記等に課題が残っている。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-３ 入学者受け入れの方針を明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ａ-３の自己点検・評価 

(a) 現状 

  短期大学部の両学科の学習成果は学科の教育理念および教育目標に基づいており、

その学習成果に対応して、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を定め

ている。 

（１）ライフデザイン学科 

ライフデザイン学科の入学者受け入れ方針(アドミッション･ポリシー)は、次の

通りである。 

 

【ライフデザイン学科 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）】 

教養・専門・総合・キャリア・編入の５つの教育を通して社会人になるための基

礎力を身につけ、自らのライフデザインを描きながら２つのコース（キャリアデザ

イン、ファッション舞台アート）に関わる専門知識・技能を学び、地域・社会で活

躍する人材の育成をめざします。 

 

さらに入学前の把握・評価を明確に示すために次のように具体的に明記している。 

自分の学びをデザインしたい方、社会人になるための基礎力を身につけたい方、

専門性を高めて将来の進路につながる資格を取得しようとする方、自分の将来を設

計して進路をイメージしながら学びたい方を受け入れます。 
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推薦入学、一般入学、ＡＯ入学の入学者選抜においては、入学者受け入れ方針(ア

ドミッション･ポリシー)に対応して、二つのコース(キャリアデザイン、ファッショ

ン舞台アート)に関わる専門知識･技能を学び、地域･社会で活躍する人材としての

目的意識や適正、基礎学力を重視して判定している。この入学者受け入れ方針(アド

ミッション･ポリシー)は、学生募集要項（提出資料２３）のトップに記載し公表し

ている。 

  （２）こども学科 

こども学科の入学者受け入れ方針（アドミッション･ポリシー）は次の通りであ

る。 

 

【こども学科 入学者受け入れ方針（アドミッション･ポリシー）】 

こどもの保育や教育及びこどもに関する諸課題に適切に対処できる技術や実践

力を身に付けた人間性豊かな人材の育成をめざします。保育士・幼稚園教諭および

小学校教諭として目的意識や意欲を持つ方。保育者、教育者としての専門的な学び

に必要な基礎的知識・技術を修得している方。健康で明るい心を持ち、基本的マナ

ーが身に付いている方。人への思いやりやこどもとの触れあいを大切にする方。チ

ャレンジ精神が旺盛で何事にも積極的に取り組む方を受け入れます。 

 

こども学科においては、学科の教育目的・目標は学習成果に対応していることか

ら、入学者受け入れ方針のはじめには、こども学科の教育目標に基づき「こどもの

保育や教育及びこどもに関する諸課題に適切に対処できる技術や実践力を身につ

けた人間性豊かな人材の育成を目指します。」と示している。 

入学者受け入れの方針（アドミッション･ポリシー）において、入学前の把握・評

価を明確に示すために「保育士、幼稚園諭、小学校教諭としての目的意識や意欲を

持つ方。保育者、教育者としての専門的な学びに必要な基礎的知識・技術を修得し

ている方。健康で明るい心を持ち、基本的マナーが身についている方。人への思い

やりやこどもの触れあいを大切にする方。チャレンジ精神が旺盛で何事にも積極的

に取り組む方を受け入れます。」と具体的に明記している。これらは、学生募集要

項のトップに記載し、公表しているほか、学科独自のパンフレット（提出資料２４）

に明記し、オープンキャンパス、進学相談会、出張講義等の機会で配布･説明してい

る。 

推薦入学、一般入学、ＡＯ入学の入学者選抜においては、入学者受け入れ方針（ア

ドミッション･ポリシー）に対応して、保育士、幼稚園・小学校教諭としての目的意

識や適性、基礎学力を重視して判定している。 

(b) 課題 

両学科の入学者受け入れ方針（アドミッション･ポリシー）については、学生募集

要項にとどまらず、今後も建学の精神、教育の理念とともに大学案内にも明記し、周

知徹底していくことが必要である。 
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［区分 基準Ⅱ-Ａ-４ 学習成果の査定（アセスメント）は明確である。］ 

基準Ⅱ-Ａ-４の自己点検・評価 

(a) 現状 

「何ができるようになるか」という視点にたち、教育課程の編成に努め、シラバス

（提出資料２５、２６）における表記、目標設定の具体化、講義時の指導を徹底して

いる。学生への評価においてはテスト、レポート、作品製作などを行うことで評価で

きるように多様な評価手法を設けている。学習成果の量的測定については、ライフデ

ザイン学科では履修記録ノート（提出資料１１）で確認している。 

こども学科では、学生に学びの振り返りを目指して、学科独自のポートフォリオフ

ァイル（ＡＫファイル）を作成してきたが、それに代わり、平成２７(2015)年度より、

視覚化の観点並びに個の総合的評価を目指し、「学びの足跡」（学科独自の学習・生活・

教育活動の軌跡ファイル）（備付資料２３）を作成してきた。 

「学びの足跡」は、学生と教員双方が、履修状況や生活状態、完成した制作物など

を通して、獲得すべき知識、スキルなどの確認や自己評価を使い、学びの伸びが評価

できるよう工夫されている。しかしながら、個人ファイルなので、個人情報保護の観

点から、学内といえども自由閲覧状態にはなっていない。あくまでも教員と学生自身

が２年間管理し、活用し、こども学科における「２年間の学習・生活・教育活動の足

跡」として、卒業時に製本して持ち帰るものである。 

また、こども学科においては実習先の企業や団体などの第三者から就業状況等の聴

取を行っている。学生に身につけてほしい事項のうち、獲得すべき態度の査定につい

ては、その分析を卒業後も継続することが求められる。定期的な検証サイクルの構築

が課題である。 

２年間の課程において提供される全ての資格取得には相応の努力を伴うため、一定

期間内での獲得が困難な場合がある。このため、丁寧な指導体制をとるとともに、様々

な背景を抱えた学生の入学に対応して、長期履修制度を整備する等、改善を行ってい

る。私立短期大学に求められる実践力として、多様な資格取得といった社会的ニーズ

はありながら、確実な修得を保証する教育課程改善、科目の精査によるスマートな教

育課程への改善が課題と考えられている。 

卒業生との懇談会、実習先企業・団体等からの聴取などを活用して、教育課程の実

際的価値の検証を行う機会を設定している。卒業生の進路先企業・団体等への聴取を

継続的に行い、学習成果の検証に努めている。進路先である企業・団体等の社会が求

める人材像の把握、卒業生への評価等の聴取に努め、求められる能力・人材育成の検

討を重ねることが継続課題である。 

学内ポータルサイト等による単位取得状況、資格取得状況、成績評価等の一連の情

報についての確認を可能とするよう、学生や教職員は機会を提供している。しかしな

がら、ユーザビリティの面では十分とはいえず、多様な情報の提供にとどまっている

側面もあり、より効果的な情報の活用や検証を行っていくためにはユーザビリティの

向上が必要と考えている。 
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   平成２７(2015)年度 ライフデザイン学科資格・検定等取得状況（人） 

秘書検定２級 ９ 

秘書検定３級 ６ 

ビジネス電話検定Ａ級 ２ 

調剤事務 １ 

医療事務 ３ 

ファッションビジネス能力検定３級 ５ 

 

   平成２７(2015)年度 こども学科 教員免許状・保育士資格取得状況(人)                    

小学校教諭二種免許状 ２８ 

幼稚園教諭二種免許状 １２１ 

保育士資格 １１２ 

 

(b) 課題 

① 進路先である企業・団体等の社会が求める人材像の把握、卒業生への評価等の

聴取に努め、求められる人材育成の検討を重ねることが継続課題である。 

② 学生が獲得すべき態度の査定については、その分析を卒業後も継続することが

求められることから、定期的な検証サイクルの構築が課題である。 

③ 私立短期大学に求められる多様な資格取得といった社会的ニーズはありなが

ら、確実な修得を保証する教育課程改善、科目の精査によるスマートな教育課程

への改善が課題と考えられる。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ａ-５ 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

基準Ⅱ-Ａ-５の自己点検・評価 

(a) 現状 

ライフデザイン学科においては、実施していない。今後、実施を検討したい。 

こども学科においては、前学期には、就職開拓を兼ねて、卒業生の就職先（保育園、

幼稚園）を訪問し、卒業生の就業状況やこども学科への要望を聴取している。また、

過年度卒業生の進路先については２年生の実習（保育園、幼稚園、児童福祉施設）の

折に、就業状況等について聴取し、就職指導等に反映している。さらに、小学校につ

いては、学科教員のネットワークを活用し、就業状況等についての把握に努めている。

聴取した結果は、就職先訪問の報告書と実習訪問指導報告書に記録し、担当教員から

学科会議で報告して全教員で共有し、その後の学習指導に活かしている。 

卒業生の進路先からの聴取結果については、学科としてのまとめを行っていないた

め、不定期な報告となっている。今後は、学科としてのまとめと、聴取結果の全体を

見渡しての分析を行い、教育現場や保育現場からの要望に応えられる教育内容の整備

等、より成果の上がる学習指導につなげることが必要である。 

(b) 課題 

ライフデザイン学科においては、卒業後の評価の実施の検討が必要であり、また、
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こども学科においては、進路先からのヒアリングによる結果のまとめを行っていない

ことから、今後は結果の分析を行い、成果の上がる学習指導につなげていきたい。 

 

テーマ 基準Ⅱ-Ａ 教育課程の改善計画 

学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）、教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポ

リシー）、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）は、短期大学部の教育理念

のもとに定めている。 

建学の精神を基に学科の教育理念・教育目的・教育目標を定めており、この教育目的・

教育目標を到達点として、ライフデザイン学科では、教養教育、専門教育、編入教育、

キャリア教育、総合教育を包括した教育課程を編成している。また、こども学科では、

前述のとおり、卒業要件、成績評価の基準ならびに教職等に関連した資格取得要件を学

則に規定して、機会をとらえて学生の周知に努めている。 

建学の精神を基に学科の教育理念・教育目的・教育目標と三つのポリシーは相通じる

ものであり、それを具現化するための教育課程編成ならびに事業計画に基づく教育活動

を行い、さらなる教育の質の向上・充実に向けた点検・評価に努めている。 

学位授与方針（ディプロマ･ポリシー）については、建学の精神の具現化であり、社会

的にも通用する内容と考えている。 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の規定化は必要であり、北翔大学短期大学部

学位規程と学則の整備を行う予定である。 

 

提出資料 

学位授与の方針に関する印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

22.ホームページ（短期大学部） 

http://www.hokusho-u.ac.jp/ 

school/juniorcollege/index.html 

教育課程編成･実施の方針に関する印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

22.ホームページ（短期大学部） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/school/juniorcollege/index.html 

入学者受け入れ方針に関する印刷物 1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 
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 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

3.大学案内2015 

22.ホームページ（短期大学部） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/school/juniorcollege/index.html 

23.学生募集要項2015(入学願書挟み込み) 

24.こどもと笑顔になれる“せんせい”を

目指そう 

カリキュラムに対応した授業科目担当者

一覧 

1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

25.講義要綱2015  

26.ホームページ（講義要項） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/syllabus/ 

27.授業時間割 

シラバス 25.講義要綱2015 

26.ホームページ（講義要項） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/syllabus/ 

備付資料 

単位認定の状況表 7.修得単位状況 

学習成果を示す量的･質的データに関す

る印刷物 

8.資格取得状況 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-Ｂ 学生支援］ 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-１ 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用

している。］  

基準Ⅱ-Ｂ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

  学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）のもと、教育課程編成･実施方針(カリキュ

ラム･ポリシー)に沿って、教育課程を編成し、シラバスには授業概要（ねらい・到達

目標など）、授業計画及び展開方法、成績評価方法等を学生に示し、科目のねらいを達

成させる努力をしている。成績評価についてはシラバスの記載に沿って、適切に実施

し、また、学習成果把握のために個々の学生に対応して、きめ細やかな指導を行って

いる。 
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本学では、教員は全学的に「学生による授業評価（授業評価アンケート）｣（備付資

料３５、３６）を受けている。山形大学を主管校とするＦＤネットワーク“つばさ”

に加盟し、統一フレームにより実施している。本学の非常勤講師を含む全ての教員を

対象とし、各教員が担当する１展開クラス(１コマ)（希望者は複数科目実施）につい

て年２回実施している。評価はアンケート調査票への回答（５段階評価法および自由

記述）によって行われ、その集計結果（各項目のデータと平均値・学生からのコメン

ト）は教員へ返却される。教員はその結果に対するコメントをＦＤ支援オフィスに提

出している。授業評価結果は、教員に還元されて授業改善に活用される。教員の授業

を改善する意識の醸成とともに、授業方法を見直す好機となっている。 

授業担当者間の意思疎通などは、定例の学科会議ほか必要に応じて開催される会議

において授業についての情報交換を行い、教員間の共通理解に努めている。 

学内外におけるＦＤ講演会・ＦＤ研修会等や公開授業への参加により各教員は授業

改善に役立てている。ＦＤ研修会は、札幌市内にある私立大学との合同開催も含め、

年４回程度実施している。 

教育目的・教育目標についての確認は毎年実施しており、年度終了後、学科ごとに

点検・評価を行っている。 

学生に対しての履修指導等は、各学期の開始前に学年ごとのオリエンテーションや

クラス単位での個別指導を実施し、履修科目や資格取得のための科目選択、実習等に

ついての指導助言を行っている。選択科目を学生が適切に判断して選択できるように、

ライフデザイン学科は「履修記録ノート」（提出資料１１）を使用して履修指導を行っ

ている。 

事務職員は「建学の精神」「教育理念」を理解し、それぞれが所属する部署の職務等

を通じて学生に知識、スキル、態度等の学習成果を獲得させるよう努力している。履

修支援、学生生活支援、ＦＤ支援の重要な窓口となっている教育支援総合センターの

各オフィスにおいても、学習支援オフィスではＡＯ入学・推薦入学による早期入学決

定者への入学前学習支援プログラムＡコース運営、新入生学籍発生、前・後学期オリ

エンテーション準備、日本語力・数学力調査支援、教科書販売準備、入学前既修得単

位認定、単位互換派遣支援、履修登録、単位認定、卒業認定、卒業年次学生の教育職

員免許・保育士資格申請等を所管し、学生生活支援オフィスでは奨学金業務、課外活

動支援等、また、ＦＤ支援オフィスでは授業評価、ＦＤ／ＳＤ（学生参加ＦＤ活動も

含む）、ＩＴ支援等を所管している。 

各オフィスの事務職員はそれぞれの一連の職務を通じて学生の学習成果を認識し、

学科・専攻課程の教育目的・目標の達成状況の把握に努めている。また履修及び卒業

に関する支援の主たる支援は所管である学習支援オフィスが担う。各オフィスでの窓

口業務では、各学科の学習支援委員、学生生活支援委員、ＦＤ支援委員及び各指導教

員との連携を密にして、学生に対する指導内容が共有できるよう工夫をし、学生の支

援を行っている。また、ＷＥＢを利用した事務システムの厳密かつ効果的な運用に努

め、タイムリーに学生に情報伝達する工夫を行っている。 

また、ＦＤ支援オフィスでは全国的な学生主体のイベントである「学生ＦＤサミッ

ト」、東日本間大学連携である「ＦＤネットワーク“つばさ”」、“つばさ”で実施して
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いる「学生ＦＤ会議」及び「学生主体型授業」等にオフィスメンバーを中心とした事

務職員、短期大学部教員、短期大学部学生の３者で毎年積極的に参加している（備付

資料４１、４２、４３、４４）。 

   

①平成２５(2013)年度  

・学生ＦＤサミット（会場：東洋大学 参加学生２名） 

②平成２６(2014)年度 

・学生主体型授業「合同構想発表会」（会場：山形大学 参加学生２名） 

・学生主体型授業「合同成果発表コンテスト」（会場：山形大学 参加学生２名） 

③平成２７(2015)年度 

・学生ＦＤ会議（会場：札幌大学 参加学生１名） 

・学生ＦＤサミット（会場：日本大学 参加学生１名） 

 

参加した事務職員によると、学生の積極性、プレゼン力、討論への参加状況など参

加前と参加後では、明らかに大きな違いや伸びが見られ、その後の大学生活において、

本人ばかりでなく周囲の者も大きな影響を受けていることが見てとれたとのことであ

った。 

以上のような現状ではあるが、頻繁に学生と接する部署の事務職員と、学生と接す

る機会の少ない部署の事務職員とでは、意識の度合いに深浅が生じることもあり、全

ての事務職員の意識を共通にすることが課題となる。 

図書館は専有面積 2,319.33㎡であり、閲覧座席 262席を有する。図書 205,016冊、

雑誌 3,154種、視聴覚資料 9,852点を所蔵し、電子ジャーナルの契約種数は 7,048種、

文献データベース契約種数は１２種である。 

図書館内には視聴覚ゾーン、個人学習ゾーン、グループ学習ゾーン、ラーニング･コ

モンズを確保し、学内ＬＡＮ接続のパソコンを２０台設置して学生の学習環境を整備

している。グループ学習ゾーンでは教育支援総合センター主催の「学習サポート教室」

を開講し、教員が学生の学習上の相談に応じている。また、シラバスに記載された教

科書、参考書等を「科目関連図書コーナー」に集め、学習支援体制を整えている。図

書館の利用者教育として新入生オリエンテーションを毎年開催しているが、平成２３

(2011)年度からは特別に研修を受けた学生に案内役を担当させ、実習の場として提供

している。このほか、レポート･論文作成のための情報検索ガイダンスを年２０回程度

開催し、情報リテラシー教育に関わる科目にも活用されている。購入図書選定及び廃

棄は、図書館規程及び図書館資料管理規程に基づき実施している。選定は教員、図書

館職員が行うほか、学生購入希望図書制度を設け、学生の要望を積極的に取り入れて

いる。 

現在の図書館は昭和５８(1983)年に建築されたが、当時 36,331 冊であった蔵書冊

数は上記の通りとなり、図書収容冊数 171,000冊を超える状況となっており、書庫増

設等により狭隘化を解消し、学習スペースを確保することが課題となっている。 

パソコンの利用については、情報処理教育を行っている教室のほかに、自由に使用

できる教室を常時開放しているほか、図書館でも学生が日頃から使用できるようにし
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ている。情報処理演習室（パソコン教室）は、授業がない時間帯は自由に使用するこ

とができる（パソコン教室は、平日・土曜日は９時から２１時、図書館は、平日は９

時から２０時、土曜日は９時から１５時）。これらの管理と定期的にハードウェア、ソ

フトウェア更新の計画を立て、更新を教育支援総合センターＦＤ支援オフィスで行っ

ている。また、教職員、学生に対して日常の問い合わせ対応を行っている。なお一部

の教科では、学生ポータルサイトを利用し課題提出を行っている。 

平成２３(2011)年度には、学内のＬＡＮの見直しと整備を行い、従前より良い環境

となった。試験的に学生交流スペース（ｈｕｇ）に無線アクセスポイントを設置した。

その後、学生ホール、図書館、学生食堂等に設置を進めてきているが、今後のさらな

る無線ＬＡＮの拡張についての検討が必要となっている。教職員、学生の情報技術の

向上を目指し平成２３(2011)年度よりＦＤ・ＳＤ／ＩＣＴ交流サロンとして、日頃使

用しているマイクロソフトオフィスの操作方法のレクチャーをはじめとして、ＩＣＴ

に関する研修会を行っている。課題としては、教職員を対象としているが、より参加

者を増やす方策についての検討が必要である。 

(b) 課題 

学生への支援については、タイムリーに学生に情報伝達する工夫を行っているが、

頻繁に学生と接する部署の事務職員と、学生と接する機会の少ない部署の事務職員と

では、意識の度合いに深浅が生じることもあり、全ての事務職員の意識を共通にする

ことが課題となる。 

また、現在の図書館は昭和５８(1983)年に建築されたが、当時 36,331冊であった蔵

書冊数は 205,016冊となり、図書収容冊数 171,000冊を超える状況となっており、書

庫増設等により狭隘化を解消し、学習スペースを確保することが課題となっている。 

さらに、ＩＣＴの研修においては、教職員を対象としているが、より参加者を増や

す方策についての検討が必要である。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-２ 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行

っている。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

  学期の開始時期にオリエンテーションを実施し、それぞれの学科で履修科目選択に

ついてガイダンスを行っている。各種資格や免許等に対応した履修指導を丁寧に実施

している。 

毎年度当初に学生便覧（提出資料１、２）、講義要項（提出資料２５、２６）を発行

し、学生及び教職員に配付している。学生便覧は、当該年度入学生を対象とし卒業ま

で使用する。講義要綱は、当該年度に開講される授業を網羅しており、在学年次ごと

に分冊としている。また、学生便覧、講義要綱を本学ホームページでも公開している。 

基礎学力不足の学生対応として学習サポート教室を開設した。当初は学びの原点を

支援する目的で日本語力の育成を主に、レポートや実習日誌の作成アドバイスや共通

テキストを用いた日本語に特化した指導を実施した。以後、学生の任意参加としてい

るため、学生のニーズに対応する形で拡大してきた。現在、扱う内容は英語や数学、
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国語の基礎、就職や教員採用検査等多岐に渡り、参加人数も増加した。３名の講師に

より週５日各３時間の運営となっている。。教育支援総合センターが運営の統括を行

い、講師陣との連携を密に行っている。毎時の指導内容、利用記録を蓄積し、学生の

ニーズの分析と、積極的利用ならびに効果的な運営体制について継続的に検討を行っ

ている。 

   なお、学習支援の観点からは、学習進度の速い学生や優秀な学生に対する支援につ

いては各教科で実施されている以外に、習熟度別授業展開の是非などが組織的な継続

検討事項となっている。 

学習上の相談体制については、本学では学科で担任制度をとっており、少人数のき

め細やかな指導を目的としている。日常的にはこの担任教員がオフィスアワーを設定

し、学生の様々な相談の窓口となっており、特に学習上の悩みなどについては学習支

援オフィスや教科担当の教員も含めた対応を行っている。また心身の相談については

保健センター及び学生相談室とも連絡を取り、カウンセラーとの連携を図り対応に当

たっている。 

留学生の存在は、短期大学部学生の異文化理解教育を促進するうえで貢献があると

考えるが、留学生の受け入れについては、平成２０(2008)、２１(2009)年度入学者及

び平成２３(2011)年度に人間総合学科に各１名、韓国・交流協定校からの交換留学生

を受け入れた後は、要請がなく受け入れていない。本学からの派遣については、海外

協定大学はアメリカ３校、韓国１校、中国 1校、カナダ 1校の７校と交流協定を結ん

でいる。ただし近年、交流の状況は縮小、あるいは休止となっている状況にある。 

 (b) 課題 

留学生の派遣については、広く在学生に対して海外留学の魅力や意義を知らしめる

機会を提供し，教育的効果を上げているが、今後は派遣学生の留学体験をいかに有効

に活用させて，より多くの学生に交換留学に対する興味・関心を持たせていくかが課

題である。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-３ 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織

的に行っている。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-３の自己点検・評価 

(a) 現状 

（１）学生生活を支援するための組織は、教員の学務分掌として学生生活支援委員

会が設置されている。委員会は短期大学部と併設の四年制大学の合同で組織さ

れ、平成２７(2015)年度は、委員長１人と短期大学部２学科・大学２学部５学

科から選出された委員と事務局の学生生活支援オフィス担当課長を加えた合計

１１人で構成されている。 

学生の生活支援は多岐にわたるため次の三つの小委員会を設け、担当を分担

している。学生の生活環境、学内環境、厚生に関する事や障害のある学生の学

内生活環境整備、育英奨学、安全防災に関する事を担当する第一小委員会、学

生自治会、行事、集会及び掲示に関する事を担当する第二小委員会、課外活動

セミナー室（雅館）の運営を担当する第三小委員会で分担し担当している。学
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生からの生活相談や賞罰、学生・教職員食堂の運営業者との調整、学生の厚生

等に係る学則や諸規程等、学生の関わる学外諸団体との連絡調整は全体で担当

している。年度当初に前年度の実施状況の点検･評価を基に、年間計画を立案し

実施している。 

学生生活支援委員会は定例で月１回、緊急な課題が生じた時は臨時の委員会

を開催し、学生生活に関する諸問題について検討、協議している。奨学生の選

考、学内学生団体活動支援、ツイッター及びインターネット等のＳＮＳ（ソー

シャルネットワーキングサービス）における個人情報公開の指導、喫煙マナー

指導、試験時の不正行為防止等の学内外のルール指導を行っている。中でも本

学は自動車通学を認めていないが、私生活で自家用自動車を運転する学生もい

ることから運転事故防止と、日々の交通手段である自転車事故防止に力を入れ、

入学時に所轄の警察署の協力を得て交通安全教室を開催している。危険ドラッ

グ防止に向けた対策では、オリエンテーションでの周知と両学科の基礎教育セ

ミナーの講義の時間を活用し、薬物講話を関係団体や警察署の協力を得て実施

している。 

本学独自の喫煙ルールを設けているが、これに違反した学生、また試験時の

不正行為が発覚した場合は、その都度、規定に則し速やかに対処し、担当教員、

学科長、短期大学部長と連携し、人間的成長につながるような指導に努めると

同時に全学学生に注意喚起を行っている。学生生活の安全を確保するために委

員会・オフィス教職員による１７時以降の構内巡回を、また、登校時は近隣地

域の巡回を実施した。自家用車による通学や迷惑駐車、バイクでの登校、指定

場所以外での自転車の放置などが発覚した学生においては学科と連携し指導を

行っている。このほか、学生生活支援委員会で対応しきれない問題や全学に関

わる問題が生じた場合は、教育支援総合センター会議での協議を仰いでいる。 

事務組織である学生生活支援オフィスは３～４人の職員で構成され、委員会

で決定した事項の円滑な実施のため、学生への周知、教員への連絡を担ってい

る。「何でも相談」窓口を通じて学生の多種な相談に応じ、適切な部署の紹介や

教員への連絡をとるほか、学生の生活安全を支援するために保健センターとも

連携している。 

（２）平成２７(2015)年度に課外活動を行った学内学生団体（部活動・サークル活

動）は体育系３８団体、文科系２１団体、合計５９団体である。各団体は顧問、

監督、コーチの指導の下、自主的な活動を展開している。学生の団体登録者数

は、体育会系・大学８２４人、短大６８人、文科系・大学４２０人、短大１０

９人、合計１,４２１人で、在籍する学生全体の６７％を占めている。いずれの

団体も併設の四年制大学と合同で活動している。各団体に対して設立・継続許

可、部室貸与、指導者（学外コーチ含む）の配置、学生遠征費の補助、指導者

引率費の支給の実施などを学生生活支援委員会が担当している。 

顧問会議を最低年２回は開催し、これらの必要事項の周知徹底と学生への安

全管理に充分配慮するよう依頼、要請するとともに顧問間の意志疎通並びに顧

問からの要望を受ける機会としている。 
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なお、課外活動中にけが人が出ても重篤な状態に至らないよう、保健センタ

ーと連携し発生時の諸注意を含めたＡＥＤ講習会を６月に実施し、さらに７月

にトレーナー部（救急法救命員認定資格者）と連携して、けが人が出た場合の

救急搬送方講習会を実施している。 

活動成績を下表に示したが、特に体育系では例年、全道大会優勝、全国大会

および国際大会出場など目覚しい活躍を続けている部活動が多い。特に平成２

４(2012)年から平成２７(2015)年の４年間において、エアロビック部の学生が

ＦＩＧ（国際体操連盟）主催の世界大会（ワールドカップ）に連続出場で上位

入賞を果たし、日本人初の２大会連続メダル獲得で世界ランキング２位という

結果を収めた。 

また、本学の学生自治会は短期大学部自治会、人間福祉学部自治会、生涯学

習システム学部・生涯スポーツ学部合同自治会の３自治会で運営していたが、

大学の学部再編に合わせて平成２６(2014)年度より短期大学部自治会を含めて

自治会組織を一つに統合し、北翔大学学生自治会とした。これにより組織業務

の効率化、予算管理、学生支援の充実が図られた。主な活動は新入生歓迎会、

大学祭、ニュースポーツ大会、卒業生祝賀会などのイベントの企画、運営や補

助金交付、近隣地域自治会の環境問題会議出席などである。自治会費は年額一

人５,０００円を徴収し、学生団体活動支援や自治会主催行事の運営費に充て

ている。 

大学祭は、学生が大学祭実行委員会を組織し、学科企画、展示、模擬店、演

奏会やショー、体験会、花火大会などを企画運営している。各学科、センター

教職員の参加に加え、近隣の地域自治会にも呼びかけて、近年は住民による出

店も複数あり、地域住民との交流も図られている。学生生活支援委員会および

学生生活支援オフィスは、企画の段階から助言し町内会、保健所、警察署、消

防署への手続きを行い、当日はこまめに巡回体制をとり参加者、学生が安全に

楽しめるよう側面から支援に努めている。 

 

平成 27(2015)年度 学内団体一覧（体育系団体）                 （人） 

№ 学生団体名 大

学 

短

大 

合

計 

主な活動実績 

1 体育会 剣道部 11 4 15 全日本女子学生剣道優勝大会出場 

2 体育会 硬式野球部 94 1 95 札幌学生野球連盟 秋季新人戦大会優勝 

3 体育会 硬式テニス部 15 0 15 全日本学生テニス選手権出場 

4 
体育会 女子サッカー

部 
5 0 5 札幌地区リーグ参加 

5 体育会 サッカー部 68 0 68 インディペンデンスリーグ北海道代表 

6 体育会 水泳部 15 2 17 日本学生選手権水泳競技大会出場 

7 体育会 スキー部 15 1 16 全日本学生スキー技術選手権大会出場 

8 体育会 スケート部     0   



北翔大学短期大学部 

 

 

68 

 

9 
体育会 スポーツエア

ロビック部 
5 0 5 FIGワールドカップ：ポルトガル大会 2位 

10 体育会 ソフトテニス部 22 2 24 全日本大学対抗ソフトテニス選手権出場 

11 
体育会 女子ソフトボー

ル部 
9 0 9 国民体育大会北海道ブロック予選大会出場 

12 体育会 体操競技部 8 0 8 東日本体操競技選手権男子団体 2位・女子個人 1位 

13 体育会 卓球部 10 3 13 全日本総合卓球選手権出場 

14 
体育会 女子バスケット

ボール部 
21 1 22 全日本大学バスケットボール選手権出場 

15 
体育会 男子バスケット

ボール部 
33 0 33 北海道道民バスケットボール選手権出場 

16 
体育会 女子バドミント

ン部 
20 1 21 全日本学生バドミントン選手権出場 

17 
体育会 男子バドミント

ン部 
22 1 23 全日本学生バドミントン選手権出場 

18 
体育会  女子バレーボ

ール部 
24 3 27 

秩父宮妃杯全日本バレーボール大学女子選手権大会

出場 

19 
体育会 男子バレーボ

ール部 
20 2 22 

秩父宮杯全日本バレーボール大学女子選手権大会

出場 

20 
体育会 女子ハンドボ

ール部 
5 4 9 北海道学生ハンドボール春季・秋季大会出場 

21 体育会 女子ラクロス部 31 4 35 全日本ラクロス大学選手権大会出場 

22 体育会 陸上競技部 87 2 89 全日本大学女子駅伝出場 

23 体育会 少林寺拳法部     0   

24 男子ソフトボール部 25 4 29 国民体育大会北海道ブロック予選大会出場 

25 空手道部 8 0 8 全日本学生空手道選手権大会出場 

26 男子ハンドボール部 13 1 14 北海道学生ハンドボール春季・秋季大会出場 

27 男子ラクロス部 32 6 38 北海道学生ラクロスリーグ春季・秋季大会出場 

28 ｸﾗｲミﾝｸﾞサークル 42 1 43 ノースフェイスカップ出場 

29 軟式野球部 34 5 39 北海道地区軟式野球大会出場 

30 ラクビー部 9 1 10 北海道地区大学ラグビーフットボール選手件大会出場  

31 フットサル部 16 0 16 北海道学生フットサル選手権大会出場 

32 アルティメット部 13 1 14 どさんこカップ出場 

33 柔道部     0   

34 トランポリン競技部 2 3 5 北海道学生体操競技トランポリン競技選手権大会出場 

35 ミニバレーサークル 60 8 68 道央ミニバレー大会出場 

36 トレーナー部 15 0 15 全国大会出場団体に帯同 

37 ダンスサークル 15 7 22 学科との連携 

38 競技ダンスサークル 7 0 7 全日本学生競技ダンス選手権大会出場 
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 合 計 824 68 892  

 

学内団体一覧（文科系団体）                        （人） 

№ 学生団体名 大学 短大 合計 主な活動実績 

1 
絵本サークル「きたきつ

ねのゆめ」 
13 1 14 各施設で絵本の読み聞かせを実施 

2 軽音サークル 35 9 44 独自コンサートほか外部からの出演依頼等で活動 

3 茶道部 8 0 8 学内お茶会開催ほか札幌市内でのお茶会参加 

4 
国際交流アシスタント 

.COM 
19 1 20 大学祭・江別市世界市民の集い交流事業参加 

5 北翔大学吹奏楽団 36 6 42 全日本吹奏楽コンクール札幌地区大会金賞 

6 点字サークル 7 0 7 学内勉強会  

7 
ボランティアサークル

みつばち 
28 2 30 福祉施設訪問 

8 
YOSAKOIソーランサ

ークル 
49 12 61 ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り（仙台）出場 

9 アート表現部 16 1 17 札幌市アートギャラリー展出展ほか 

10 
手話サークル「Hand-

Made」 
    0   

11 
児童福祉研究会「ちゃ

っぷ」 
    0   

12 TEAM PAL：C 123 68 191 学内部署連携 オープンキャンパス参加者対応 

13 
漫画・アニメ文化研究

会 
22 5 27 マンガ・アニメの鑑賞会・学校祭での作品制作 

14 JAZZ研究会‘龍’ 11 0 11 独自コンサートほか外部からの出演依頼等で活動 

15 よろず創作有閑倶楽部 21 0 21 イベント補助活動・自主作品制作 

16 写真部     0   

17 教育研究サークル 12 0 12 学科との連携 

18 ピアノサークル 14 0 14 独自コンサートほか外部からの出演依頼等で活動 

19 料理研究部 6 4 10 学内勉強会 

20 
災害ボランティアサーク

ル 
14 0 14 岩手県釜石市 災害ボランティア参加 

21 化学実験サークル 51 0 51 
学科との連携ほか大学祭・オープンキャンパスで

実験を実施 

  合計 420 109 529   

  総合計 1,244 177 1,421  

 

（３）学生サービスの施設面としては、食堂・カフェテリア・学生ラウンジ（ＨＩＤ

ＡＭＡＲＩ、ｈｕｇ）や各棟に休憩できるホールがある。食堂・カフェテリアは
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２フロア約６００席あり、昼食時間以外でも学生の休憩スペースとして開放して

いる。ホールは教員研究室の近くにも配置され学生と教員が日常的に対面してコ

ミュニケーションがとれる環境となっている。売店では学用品、食品・雑貨など

を取り扱っている。さらに、学生全員に小型ロッカーを在学期間中、貸与してい

る。 

（４）宿舎の斡旋、単身用アパート、マンションを扱っている不動産会社と連携し遠

方からの入学予定者や在学生に対し、大学付近の居住情報を提供している。また、

韓国からの留学生に対して宿泊可能な研修室を提供している。 

（５）学生の通学に関しては、構内に駐輪場（５ヶ所）を設置している。自家用自動

車の通学は基本的に禁止しているが、特別な事情があり自家用車通学が必要な学

生については、その理由書、運転免許証、車検証、誓約書、各種保険証書の提出

を義務付け、学内協議を経て許可している。 

（６）日本学生支援機構奨学金の募集及び継続手続等に関して学校・学部別に説明会

を開催し、希望学生が受給できるよう手続きに配慮して行っている。本学独自の

奨学制度は以下の通りである。 

 

奨学生の種類 
適用する学部・学科等 

奨学金の種類及び内容等 
学 部 短期大学部 

入
学
時
成
績
優
秀
特
待
奨
学
生 

学業特待奨学生 

スポーツ特待奨学生 

特技特待奨学生 

学部共 通 学科共 通 
入学年度の後学期授業料から 

入学金相当額を免除 

スポーツ優秀 

特 待 奨 学 生 
学部共 通 学科共 通 

入学金及び入学年度の授業料の

全額又は半額免除 

特 技 優 秀 

特 待 奨 学 生 
学部共 通 学科共 通 

入学金及び入学年度の授業料の

全額又は半額免除 

成績優秀奨学生 
学部共 通 

２年次以降在学生 

学科共 通 

２年次在学生 

後学期授業料から 100,000 円を

免除 

成績優秀特別奨学生 
学部共 通 

２年次以降在学生 

学科共 通 

２年次在学生 
授業料の全額又は半額免除 

修学支援奨学生 
学部共 通 

２年次以降在学生 

学科共 通 

２年次在学生 

後学期授業料から 150,000 円を

免除 

浅井淑子 

記念特別 

全 学 年 

在 学 生 

学部共 通 

全学年在学生 

学科共 通 

全学年在学生 
前学期又は後学期授業料の免除 
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奨 学 生 
最終年次

在 学 生 

学部共 通

４年次在学生 

学科共 通

２年次在学生 

後学期の授業料及び施設設備費並

びに指定するその他の学納金の全

額免除又は一部免除 

 

上記奨学制度のほかに、私費外国人留学生授業料減免に関する規程を設け、授

業料の２分の１を上限として減免している。 

さらに本学と協定を結んでいる培花女子大学（韓国）・レッドディアカレッジ

（カナダ）の交換留学生に対して、入学金・授業料（編入生は年間授業料半額免

除）・設備費の全額を免除している。 

 

   北翔大学短期大学学部 奨学金制度及び受給者数            (人) 

  種類 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

本学奨学制度 

入学時特待奨学生 11 12     

入学時成績優秀特待奨学生 

(入学時特待奨学生より名称変更) 
    10 10 

在学特待奨学生 2 2     

成績優秀奨学生 

(在学特待奨学生より名称変更) 
    3 3 

成績優秀特別奨学生 

(平成 26年度より制度開始) 
    0 0 

一般奨学生 6 4     

修学支援奨学生 

(一般奨学生より名称変更) 
    2 4 

浅井淑子記念特別奨学生 0 0 0 0 

日本学生支援

機構 

第一種奨学金 29 28 36 48 

第二種奨学金 179 144 161 140 

 

また、学生納付金（入学金・授業料）については納付期限を定めているが、経

済的事情により期限まで納められない学生に対して授業料の延納及び分納を認め

ている。 

（７）学生の健康管理では、入学手続段階で「心身健康調査書」（備付資料３０）を提

出することになっている。提出された書類は保健センターに保管され、入学直後

に実施される健康診断の実施結果と併せて、学生の健康サポートに利用されてい
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る。 

また、学生相談室を保健センターの隣に設け、精神疾患や心に不安を持つ学生

に対し臨床心理士の資格を有する専門職員が相談に応じたカウンセリングを行っ

ている。 

さらに、健康促進の観点から平成２０(2008)年度より近隣の３大学（札幌学院

大学、酪農学園大学、北海道情報大学）と共同で食生活改善運動を展開している。

大学からの補助により朝食を１００円で提供するもので、朝食摂取の習慣を身に

付けてもらうことを目的としている。春と秋の年２回、各３日間で４５０食を準

備し、一部地域住民の招待も含め毎回完売という盛況ぶりである。その際にアン

ケート調査を実施し、運動の効果確認と共に学生食堂に対する要望等を聴取し、

委託業者に意向を伝え改善を要請している。 

（８）本学学生指導においては少人数指導制をとっており、担当教員が学生の学習の

みならず、広く学生生活全般の相談、指導にあたっている。また、オフィスアワ

ー制度を設けて教員と学生の日常的交流が図られ、学生の意見聴取や相談も行わ

れている。平成１９（2007）年度から学生生活委員会では、隔年で学生の生活実

態及び学生の要望などを把握するために学生生活調査（備付資料９）を実施して

おり、平成２７(2015)年度は、全学生７割の１,６５０人から回答を得ている。調

査結果を基に学生生活委員会では関係部署と連携のうえ改善に努めている。 

（９）留学生に対する支援はエクステンションセンターの国際交流担当職員を通じ、

留学生からの相談や生活環境までをサポートしている。 

また、卒業年次にはキャリア支援センターと連携し留学生対象の就職ガイダン

スを実施している。 

（10）社会人入学をサポートする「５０歳からのシニア入学制度」（備付資料３９）が

平成２４（2012）年度より短期大学部ライフデザイン学科でスタートし、平成２

７(2015)年度は１名のシニア入学があった。シニア入学制度においては入学金免

除及び授業料減免を行っている。 

（11）障害者受け入れの支援体制は、入学試験時はアドミッションセンターが窓口と 

なり入学希望学科と保健センターが連携し必要とされる配慮や支援を実施してい 

る。入学後は支援を必要とする各部署が担当となり、保健センターと連携しサポ 

ートを実施している。また、平成２８(2016)年から施行される「障害者差別解消 

法」に伴い平成２７(2015)年４月に諮問委員会を設置し、独立した支援室の準設 

置に向けて協議、準備を行っている。 

（12）長期履修制度は、短期大学部２学科（ライフデザイン学科・こども学科）で実

施しており、最長４年までが認められている。 

 

    長期履修生入学者数                 （人） 

  平成 26 年度入学生 平成 27 年度入学生 

ライフデザイン学科 
長期３年 １ ２ 

長期４年 ０ １ 
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こども学科 
長期３年 １２ １２ 

長期４年 ３ ２ 

 

（13）社会活動では、エクステンションセンターが窓口となり、学内登録されている

ボランティア学生が養護老人ホーム、介護施設利用者のサポートや職員補助、

幼稚園および小学校では運動会の手伝いや祭事イベントの補助を行っている。

また、町内会（自治会）と連携し防犯のための地域巡回や高齢者への支援を実

施している。さらに、平成２３(2011)年に起こった東日本大震災への協力支援

として災害ボランティアサークルが平成２５(2013)年に設立され、岩手県石巻

市に学生が毎年ボランティアで参加している。 

学業や課外活動、社会活動等で活躍した学生に対しては、本学表彰規程に則

り毎年表彰を行い、卒業年次生については卒業式で表彰し掲示も行い、公表し

ている。 

（b）課題 

近年、経済的理由による休学・退学が増加している。奨学制度の検討、見直しを

行い、効果的な運用を行うことで学生生活を継続できるよう支援可能な体制が望ま

れる。 

本学は課外活動が盛んで特に体育系の学生団体は北海道内外の大会に出場し、 

優秀な成績を収めている。活動には、学生自治会･本学同窓会（淑萃会）からも毎年

多額の財政支援を受けている。しかしながら、学生の競技力向上に伴う大会参加回

数の増加により個人負担が増えている状況であり、支援体制、内容の検討が必要で

ある。 

学生自治会役員の担い手が少なく、各種行事の実施が危ぶまれる状況である。学

生生活支援委員会でも、自治会と話し合いの場をもち、自治会規約の周知徹底を図

っている。 

平成２８(2016)年４月から施行される「障害者差別解消法」に伴う支援体制の整

備を検討中であり、独立した支援室の設置も必要と考えている。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-４ 進路支援を行っている。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-４の自己点検・評価 

(a) 現状 

  本学では、教員を中心として構成されるキャリア支援センター運営委員会と実務を

行うキャリア支援センターを中心に、教職員が一丸となって学生の就職・進路の支援

を行っている。キャリア支援センター運営委員会はセンター長、副センター長、ライ

フデザイン学科、こども学科各１人の教員と併設する四年制大学の教員合わせて６人、

キャリア支援センター担当課長の９人からなり、キャリア支援センターは教員のセン

ター長・副センター長（兼運営委員会委員長・副委員長）のほか、事務職員６人（専

任３人、嘱託１人、契約 1人、臨時 1人）の計８人で組織している。運営委員会は月

に１度定例で会議を開催し、必要に応じて臨時会議を設け、リアルタイムに学生の就

職・進路指導、キャリア支援を行っている。 
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就職・進路決定率向上のため、各種の就職ガイダンス、セミナー、説明会を実施し

ている。また、個別面談による就職・進路相談、履歴書・エントリーシート添削は勿

論、学生自ら気づきを発見するための模擬面接といった実践的なサポートも行ってい

る。運営委員会委員を中心に各教員と適宜連絡を取りながら、個々の学生に合った就

職指導、キャリア支援を心がけている。 

（１）キャリア支援センター 

    キャリア支援センターには、学生用のパソコン１２台を設置、リクナビやマイナ

ビ等の就職情報サイトや企業のホームページなどへアクセスできるようインター

ネット環境を整えている。加えて、ワード、エクセル、パワーポイントといったソ

フトも自由に使え、学生のエントリーシート作成、就職試験におけるプレゼンテー

ション資料の作成も自由に行えるようにしている。求人情報は複数のファイルに整

理されており、自由に閲覧できるようにしている。さらに、学生ポータルを通じて

自宅等でも学生が求人を確認できる環境も整えている。また、教員にも適宜求人情

報を提供し、学生への周知徹底に努めている。 

求人票の他、一般企業、幼稚園、保育園、福祉施設のパンフレット等の資料、先

輩達が提出してくれた就職試験受験報告書、日本経済新聞をはじめとする新聞、就

職四季報や就職ジャーナルなどの就職情報誌、就職関連図書を配備し、学生が自由

に閲覧できるスペースを設けている。特に一般常識対策やＳＰＩⅡに代表される適

性検査対策、エントリーシート対策などの就職関連本は多数取り揃え、無料で学生

に貸し出している。また、グループディスカッション、グループ面接、個人面接対

策、ビジネスマナー対策等の各種ビデオも完備している。 

学生がいつでも就職・進路に関する相談ができるよう、キャリア支援センターに

経験豊富な職員を配置している。キャリア支援センター担当課長はＣＤＡ（キャリ

ア･ディベロップメント･アドバイザー）の資格を有している。センター内で企業の

特質を理解し、ビジネスマナーを指導するための、勉強会を開催するなど、学生を

指導する職員自身のスキルアップを図るとともに、情報の共有化を図り、より的確

なサポートができるよう努めている。 

求人件数は年間３,０００件を超えており、卒業生の活躍によりつながっている

求人をはじめ、地元有力企業１,３００社からも求人を得ている。加えて、新卒応援

ハローワーク、ジョブカフェ北海道、北海道福祉人材センター等の求人などの情報

収集、学生への公開にも力を注いでいる。 

（２）就職支援事業 

① 就職ガイダンス 

     就職を希望する学生は勿論のこと、編入学などの進学希望、留学希望の学生も

含めて就職ガイダンスを定期的に実施し、就職意欲の醸成を図っている。「たと

え卒業後進学するとしてもいずれは就職する」ことを踏まえ、全員に参加を義務

づけている。 

就職活動は「学生時代の経験＋地道な努力」であることを念頭に入学式直後に

第１回目の就職ガイダンスを実施している。「充実した学生生活を過ごすことが

就職・進路を考えるうえでも何よりの基本である」ことをしっかりと伝え、目的
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のある学生生活を送るよう積極的にサポートしている。 

② 学内企業研究会  

新卒採用を踏まえて１年次の２月に学内企業研究会を実施し、約１００社の企

業の参加を得ている。様々な企業や団体･福祉施設の方など、様々な業界の方の

参加がある。就職活動のポイントは「自分磨き」であり、社会で活躍している「プ

ロ」の人たちの話に触れることは大きな財産となる。 

③ 就職応援ブック 『CAREER GUIDE BOOK』の配布 

本学に所属する短期大学部１年次全員に教員を通じて配布している。就職活動

における基本的なことが記されており、いつも鞄に入れて持ち歩き活用するよう

に指導している。 

④ 就職活動対策セミナー 

     就職活動を勝ち抜くためのセミナーを実施している。就職情報サイトの利用方

法、求人の探し方、履歴書・エントリーシート対策、面接対策、グループディス

カッション対策など、高度化・複雑化する就職活動を勝ち抜くためのセミナーを

実施している。 

⑤ キャリア支援センター就職活動応援ブログ 

平成２７(2015)年６月１日より、本学ホームページに「キャリア支援センター

就職活動応援ブログ」をオープンした。就職活動のこと、求人のこと、内定のこ

と、卒業生からの応援メッセージなどを掲載している。  
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⑥ 北翔大学短期大学部の就職指導の流れ図 
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（３）就職支援に関する授業科目 

ライフデザイン学科では、キャリア教育科目として「キャリアデザイン」を１年

次前学期科目に設定し、職業選択をしようとする時に待ち構える壁を自力で乗り越

える方法を指導している。 

また、「インターンシップ」も授業科目として実施しており、参加学生の就職に対

する意識の向上が見られることは勿論、その学生を取り巻く他の学生への波及効果

がある。 

こども学科では、小学校教諭、幼稚園教諭、保育士を目指す学生が多く、カリキ

ュラム全体がそれらの専門職において活躍できるためのものとなっている。特に

「教育実習」「保育実習」などの学外実習は就職へ向けて多くの気づきを発見でき、

就職意欲の醸成の機会となっている。勿論、マイナスの効果が出ないように実習前

の事前指導には特に力を注いでいる。これに加え、教員・保育士志望学生のため、

学科教員による履歴書・小論文・面接の指導も実施されており、必要に応じて複合

的に就職支援が行われている。 

こども学科はキャリア支援センターの利用率も高く、スタートを早くし、利用率

を上げ、就職率１００％に近い就職率を続けている（平成２７(2015)年度９８.

１％）。ライフデザイン学科においても平成２７(2015)年度の就職率は１００％で

あった。 

(b) 課題 

継続して高い就職率を維持するためには、正課のカリキュラム内に就業力を養成す

るキャリア科目を体系だてて構築していけるかが大きな課題である。また、卒業生に

対する就職者の割合を高め、７５％以上を保つことも重要である。 

 

［区分 基準Ⅱ-Ｂ-５ 入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。］ 

基準Ⅱ-Ｂ-５の自己点検・評価 

(a) 現状 

  建学の精神は、大学案内の学長メッセージの中で伝えるとともに、ホームページに

おいて明示している。また、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）は、

大学案内（提出資料３）において短期大学部、学生募集要項（提出資料２３）におい

て学科、ホームページ（提出資料２２）において短期大学部及び学科の方針を明示し、

オープンキャンパス、進学相談会、高校訪問等、さまざまな機会を利用しながら説明

し、理解を得るようにしている。 

しかしながら、受験希望者が自ら学生募集要項等により入学者受け入れ方針（アド

ミッション・ポリシー）を確認するのは少数であると思われることや、説明の機会も

限られていることから、周知する機会や方法には課題が残る。 

出願や試験に関する問い合わせについては、アドミッションセンター事務担当者が

中心となり対応しているが、問い合わせ内容により、当該学科の同運営委員へ確認を

しながら正しい情報を伝えている。正しい情報を提供できるよう、情報の共有をはか

るとともに、問い合わせ内容や対応内容について再確認をしている。 

学生募集広報については、アドミッションセンターが学生募集実施計画を企画・立
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案し、同運営委員会において審議・決定される。決定後、アドミッションセンターが

中心となり、学生募集に関する印刷物の制作のほか、オープンキャンパス運営・進学

相談会参加・高等学校訪問等の業務を集約して行っている。 

オープンキャンパスや校内見学等では、在学生によるサークル「ＰＡＬ：Ｃ」を組

織し、接客に関する研修会等を開催して接客スキルを向上させながら、参加者への細

やかな対応とともに満足度を上げるよう実施している。また、高等学校訪問について

は、アドミッションセンター事務職員等からなる高等学校訪問チームを編成し、計画

的に実施している。 

高等学校への訪問については、高等学校訪問チームに加えて各学科でも行われるこ

とから、一つの高等学校へ短期間に多数訪問することがないよう、アドミッションセ

ンターで調整し、短期間での重複訪問をなくすよう努力している。 

入学者選抜に関する業務は、学長が委員長となり、短期大学部長、学科長、アドミ

ッションセンター長等からなる入試総務委員会が統括し、出願書類の確認・判定資料

の作成・結果通知の発送等の入学者選抜事務は、アドミッションセンターが担当し、

公正性を保持し、適切に実施している。 

入学者選抜制度については以下の通り実施している。 

（１）ＡＯ入学（平成２８(2016)年度入試より） 

ＡＯ入学のエントリー受付は５期に分けて行っており、希望者からのエントリー

の受付、次にエントリーシートを基にした２回の面談と課題体験を個別に実施した

後、出願案内通知を送付する。その後、願書、成績証明書を受付（専願）し、本人

の希望学科への適正を見極めながら高校時の成績も合わせて選抜し、合否の通知を

する。なお、ライフデザイン学科では、満５０歳以上を対象に、シニア特別入学（備

付資料３９）もＡＯ入学にて実施している。 

（２）推薦入学（平成２８(2016)年度入試より） 

推薦入学には、推薦入学制度、指定校推薦入学制度、自己推薦入学制度、指定ス

ポーツ推薦入学制度がある。いずれも本学を専願とし、提出書類と面接（指定校推

薦を除く）により選抜し、合否の通知をする。 

（３）試験入学（平成２８(2016)年度入試より） 

Ａ日程試験とＢ日程試験を実施し、学力試験（国語）により判定し、合否の通知

をする。いずれもライフデザイン学科及びこども学科間で第２志望の出願ができる。

また、Ａ日程試験は選抜会場として、本学以外に６会場（旭川、帯広、函館、青森、

仙台、東京）で実施している。 

（４）大学入試センター試験利用入学（平成２８(2016)年度入試より） 

Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式を実施しており、いずれも大学入試センター試験の国語

（近代以降の文章）により判定し、合否の通知をする。 

（５）特別選抜（平成２８(2016)年度入試より） 

社会人特別選抜と帰国子女特別選抜は、推薦入学と同一日程で実施し、外国人留

学生特別選抜はＡ日程試験と同一日程で実施している。募集人員はいずれも若干名

で、出願書類と面接により選抜し、合否の通知をする。 
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以上、選抜日当日は全校舎または選抜試験会場となる棟を対象に関係者以外立入禁

止として入学者選抜試験を実施している。願書受付から合否通知作業においては、慎

重な点検体制のもと作業を実施し、判定に関しては各学科による判定のうえ、教授会

の委任を受けた入試総務委員会において最終判定会議を行い決定し、教授会に報告、

承認を得ている。 

多様な選抜方法、複数の選抜区分の同日実施等に対応しつつ、公正性を保持しなが

ら実施する必要があることから、慎重な点検体制やマニュアルの見直し等により入学

者選抜の適切な運営・判定等を徹底している。 

入学前の準備学習として、高校からの出張講義の依頼に応じ、大学授業の体験を行

っている。とりわけ、保育者･保育内容の授業体験を行うことで、学科の理解に役立っ

ている。 

合格者に対しては、入学後の学生生活へのスムースな移行を目的として以下の入学

前学習支援プログラムをＡ、Ｂの２コースで実施している（備付資料１９、２０，２

１）。Ａコースは日本語表現の能力の向上を目的とした通信添削のプログラムであ

り、ＡＯ入学、推薦入学等により早期に入学が決定した学生対象のプログラムであ

る。Ｂコースは全合格者を対象に、大学という新たな環境にスムースに適応できるよ

うに入学前に通学し、全学科合格者対象の講座や各学科の学習に即した講座を受講す

るプログラムである。 

 

平成２８(2016)年度入学生対象入学前学習支援プログラム参加者数 

学科 Ａコース Ｂコース のべ合計 

ライフデザイン学科 14 7 21 

こども学科 113 58 171 

 

入学者に対しては、入学式終了後に保護者と共に説明懇談会を実施している。翌日

からは学科ごとのオリエンテーションを行い、履修指導、生活指導、健康診断、交通

安全講話、就職ガイダンス等を２日にわたり実施している。 

(b) 課題 

受験希望者が自ら学生募集要項等によりアドミッションポリシーを確認するのは少

数であると思われることや、説明の機会も限られていることから、オープンキャンパ

スや進学相談会等、様々なチャンネルを通して、周知を強める必要がある。 

また、出願や試験に関する問い合わせについては、アドミッションセンター事務担

当者が中心となり対応しているが、問い合わせ内容により、当該学科の同運営委員を

通して、正しい情報を伝える必要があることから、さらなる情報の共有を図ることが

必要である。 

 

テーマ 基準Ⅱ-Ｂ 学生支援の改善計画 

 教育支援総合センター、教職センター等と連携し、学校教育法、短期大学設置基準、

教育職員免許法等の関係法令の順守に努めて、卒業要件、成績評価の基準ならびに教職

等に関連した資格取得要件を学則に規定している。また、学習成果の自己点検・評価結
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果や授業評価・授業開発等のＦＤを基に、学習成果向上のための教育課程、教育内容・

方法等の見直しを行っている。 

入学者受け入れ方針は、建学の精神や両学科の教育目的・教育目標に対応しており、

アドミッションセンターと連携して、多様な入試制度のもとで、多様な入学者を受け入

れ、両学科の特色ある教育課程のもとで学ばせている。 

学生が学習の成果を向上させるための図書館は専門の職員が常駐し、図書・雑誌・視

聴覚資料等については多様な学問に対応できるようになっている。また、情報関連施設

においても専門のスタッフが所属しており、年次計画のもとで、機器・備品を更新して

いる。 

教育支援総合センター、キャリア支援センター、教職センター、エクステンションセ

ンター、保健センター、学生相談室等と連携し、学習相談、学生生活相談、進路相談、

多様な学び、心と体のケア等の学生支援に努めている。 

さらに履修相談室としての機能を合わせ持つ短期大学部共同研究室においても学生

支援を行っている。 

しかし、各種センター等の横のつながり、連携は発展途上にあること、また、ＳＤに

ついては規定化できておらずＦＤとの合同研修会参加や日常業務の中でのＯＪＴや学

外研修会への参加にとどまっているなどの課題を抱えている。センター間での連携の強

化、緊密化を図ることや実効的なＳＤ活動推進のための規程整備を行い、短期大学運営

の効率化、水準の向上が望まれる。 

   

提出資料 

学生便覧等(学則を含む)、学習支援のた

めに配付している印刷物 

1.学生便覧2015 

2.ホームページ(学生便覧) 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/handbook/ 

10.ライフデザイン学科履修記録ノート 

25.講義要項2015 

26.ホームページ（講義要項） 

 http://www.hokusho-u.ac.jp 

/undergraduate/syllabus/ 

27.授業時間割 

28.ポータルサイト操作マニュアル（学生

編） 

29.ライフデザイン学科新入生と父母への

説明懇談会 

30.こども学科新入生と保護者への説明会 

短期大学案内・募集要項・入学願書 3.大学案内2015 

22.学生募集要項2015(入学願書挟み込み) 

31.大学案内2016 

32.学生募集要項2016(入学願書挟み込み) 
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備付資料 

学生支援の満足度についての調査結果 9.学生生活調査 

入学志願者に対する入学までの情報提供

のための印刷物等 

10.大学案内2015 

11.学生募集要項2015 

12.学科案内パンフレット2015 

ライフデザイン学科 

13.学科案内パンフレット2015こども学科 

14.キャリアデザインコースパンフレット 

15.ライフデザイン学科学科紹介映像(DVD) 

16.北翔舞台芸術リーフレット 

17.せんせい2015 

18.保護者・先生のみなさまへ 

入学手続者に対する入学までの学習支援

のための印刷物等 

19.入学前学習支援プログラムＡコース 

実施報告書 

20.入学前学習支援プログラム 

Ａコースアンケート結果報告書 

21.入学前学習支援プログラム 

Ｂコース受講状況 

学生の履修指導（ガイダンス、オリエン

テーション）等に関する資料 

22.ライフデザイン学科履修記録ノート 

23.学びの足跡 

24.学生便覧2015 

25.講義要項2015 

26.時間割 

学生支援のための学生の個人情報を記録

する様式 

27.学生個人票 

28.平成27年度進路登録票(求職票) 

29.北翔大学教職課程履修カルテ 

30.心身健康調査書 

31.麻疹・風疹ワクチンの予防接種又は抗体

検査の確認票 

進路一覧表等の実績についての印刷物

（過去３年間） 

32.卒業生進路先一覧（平成25年度～平成27 

年度） 

33.本学ホームページ（就職･進路データ） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/courseandemploy/courseemploydata/ 

ＧＰＡ等の成績分布 34.ＧＰＡ得点分布 

学生による授業評価票及びその評価結果 35.授業改善アンケート調査（学生用） 

36.平成27年度授業改善アンケート集計結   

  果 

社会人受け入れについての印刷物等 37.科目等履修生出願に関するご案内 
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38.聴講生出願に関するご案内 

39.ようこそシニア学生 

40.本学ホームページ 

（科目等履修生・聴講生・研究生制度） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/studentlife/supportforedu 

/studysupport/researchstudent/ 

ＦＤ活動の記録 41.FD活動報告集（6号～8号） 

42.活動報告書（vol.2～4） 

43.FDネットワーク“つばさ”研究年報 

44.つばさプロジェクト報告書 

 

基準Ⅱ 教育課程と学生支援の行動計画 

（１）「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」は、学位授与方針（デ

ィプロマ･ポリシー）、入学者受け入れ方針（アドミッション･ポリシー）と一貫性の

あるポリシーへの見直しを図るとともに、今後も定期的に点検する。 

（２）センター間での連携の強化、緊密化を図るとともに、平成２８(2016)年度内には

実効的なＳＤ活動推進のための規程整備を行い、短期大学運営の効率化、水準の向

上に努める。 

（３）奨学制度を充実させ学生生活を継続できる支援体制を検討する。 

（４）学科とキャリア支援センターの連携により高い就職率の維持に努める。 

（５）高校生に対してより確かな情報を提供するため、各学科とアドミッションセンタ

ーの連携をより強いものにする。 

以上の５点を通して、正しい情報を伝える必要があることから、さらなる情報の共有

が必要である。 

 

◇ 基準Ⅱについての特記事項 

（１）以上の基準以外に教育課程と学生支援について努力している事項。 

  こども学科では、教育課程と学習支援の一環として、以下の学内外の活動を行って 

いる。 

具体的には、職業意識の向上や文章理解・表現力の向上を目指す新聞活用教育（Ｎ 

ＩＥ活動／平成２５(2013)年度から実施）、授業内容の関連性の理解を高めるための

科目間合同授業の実施（理科・社会の博物館授業／平成２７(2015)年度から実施）、授

業科目との連携・接続を目指した学外研修（１年次）における効果的な事前事後学習

の導入、保育実習の準備学習としての児童福祉施設（保育所等）見学の実施（１年次

／毎年）をしている。 

 

（２）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

  特になし。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 
基準Ⅲの自己点検・評価の概要 

人的資源については、教員・職員ともに適正に配置されている。 

  教員には個人研究室や共同研究室、研究成果発表の機会を複数用意しており、研究活

動促進の環境は整備され、その情報はホームページ（備付資料４８、４９）等で公開さ

れている。昇任等は毎年度の研究業績の更新等を基に規定に沿って実施し、ＦＤ活動も

活発に実施されている。 

 短期大学部では、ライフデザイン学科が数度にわたる教育内容や定員の見直し・改善

を図っているにもかかわらず、定員充足率が５０％に陥っており、教員・職員の退職者

後任不補充を原則とした対応を行っている。 

  物的資源については、校地・校舎ともに短期大学設置基準を十分に満たし、運動場や

体育館、図書館、情報処理を含めた実習室等、教育環境は整備されている。しかし、平

成２７(2015)年度に実施した耐震診断の結果、１号棟、３号棟、４号棟、第２体育館で

いずれも耐震改修が必要と判明した。校舎の一部の老朽化が進んでおり、耐震改修とと

もに学生の安全・安心を図るためにも早急な対応が必要である。 

財的資源については、平成２３(2011)年度に退職給与引当金特別繰入額一括計上によ

る支出超過となったが、日本私立学校振興・共済事業団の経営判断に関する資料に基づ

く法人全体の経営状態区分は正常状態にある。財務情報等の公開についてはホームペー

ジ（提出資料４０）や学園新聞（提出資料４、５）等により適切に実施している。 

人的資源について、教員は平成２６(2014)年度以降の入学生状況の見通しを考慮しつ

つ学生数に見合った教員の再編成計画を平成２５(2013)年度に策定し実施している。ま

た、入学者数の状況によっては理事長方針に則り、学科の統廃合も含めた短期将来計画

の策定を行う。 

事務職員については、組織の再編及び職員の再配置を学務機構の統合再編と併せて検

討し、平成２８(2016)年度からの実施に向けて検討している。 

物的資源及び財的資源については、建設会社による設備を含めた建物診断を開始して

おり、その報告を踏まえて平成２８(2016)年度から改修を段階的に進めることとし、平

成２８(2016)年度からの第３期中期計画に盛り込む。 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ａ 人的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-１ 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織

を整備している。］ 

 基準Ⅲ-Ａ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

  短期大学設置基準第２２条別表第１のイに定める学科の種類に応じて定める専任

教員数は、ライフデザイン学科が６人、こども学科が１０人である。また、同設置基

準別表第１のロに定める短期大学全体の入学定員に応じて定める専任教員数は４人

となっている。 

本学の専任教員の現況は、ライフデザイン学科に６人、こども学科に１４人配置さ

れており、いずれも基準を満たしている。また、非常勤教員については、ライフデザ

様式 8－基準Ⅲ 
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イン学科２８人、こども学科１７人、両学科を合計して実人数は４１人であるが、毎

年度、教育課程編成・実施方針に基づき適正な人員を配置している。 

一方、専任教員の真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴等

の資格と資質を明らかにする個人調書については、個人調書及び教育研究業績書とし

て毎年度、更新整理されている。 

教員の採用については、次の規程に基づいて執行されている。 

・就業規則 

・教育職員任用規程 

・教育職員の採用及び昇任の選考に関する申し合わせ 

・教育職員の任期に関する規程 

・特別任用教育職員に関する規程 

・外国人教育職員任用基準 

採用に際して毎年度、各学科から人事委員会に教員編成計画が提出され、審議を経

て常勤理事会に付される。その後、公募により当該学科が候補者を選定する。採用候

補者については人事委員会で判定し、当該専門分野の専任教員が参加する模擬授業及

び学長、短期大学部長、学科長等による面接を行い、同委員会の最終審議を経て常勤

理事会に付議され、採用が決定される。また、非常勤講師についても、学科からの要

請に対し、人事委員会の承認を経て委嘱している。 

昇任については、「教育職員の採用及び昇任の選考に関する申し合わせ」に基づき、

学部の選考委員会から推薦されて人事委員会において審議される。同委員会の審議を

経て教育職員の昇任・昇格について常勤理事会において決定される。 

(b) 課題 

ライフデザイン学科の定員充足率が５０％台まで低下してきている状況下、平成

２８(2016)年度以降の教育課程及び新しい資格の検討を開始している。 

服飾分野の教員が平成２６(2014)年度末で 1人が定年となり、平成２８(2016)年度

末でさらに１人が定年となることから、今後の教育展開を見通した教員人事計画が必

要である。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-２ 専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて教育研究活動を行っている。］ 

基準Ⅲ-Ａ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

専任教員個々人の研究活動は、ホームページで顔写真とともに専門分野、研究 テ

ーマ、所属学会のほか、著書論文作品等を公開している（備付資料４８、４９）。また、

併設の四年制大学に附置されている北方圏学術情報センター、北方圏生涯スポーツ研

究センターに研究員として所属する教員は、いずれも年１回発行の年報に寄稿して研

究成果を公表している。加えて、北方圏学術情報センターでは年１回開催の「研究成

果報告会」においてパネル展示、市民講座、シンポジウム等で研究成果を一般公開し

ており、その告知は札幌市内の高等学校、区役所、区民センター、市民体育館、道内

の教育委員会及び新聞社等のマスメディアに対して行っている。北方圏生涯スポーツ
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研究センターにおいては、常設のパネルで研究成果を展示し、年報の他に平成２５

(2013)年度は３年間の研究成果をまとめた研究成果報告書を作成した。 

平成２５(2013)年度には、「江別市大学連携調査研究事業補助金」に採択され、北翔

大学と共同で研究費の配分を受け、科学研究費補助金については、平成２６(2014)年

度に 1名の教員が研究資金配分を受けた。また、平成２４(2012)、２５(2013)年度は

文部科学省募集の「私立大学等戦略的研究基盤形成支援事業」の採択を受けた研究期

間であり、北方圏生涯スポーツ研究センター所属の本学教員は研究資金を獲得してい

る。 

研究活動に関する規程は、「北翔大学短期大学部個人研究費規程」「北翔大学特別研

究費規程」「北方圏学術情報センター規程」「北方圏生涯スポーツ研究センター規程」

「公的研究資金等取扱規程」及びこれらに付随する規程として整備しているが、専任

教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は、未整備の状況にある。 

また、専任教員の研究成果を発表する機会は、「研究紀要規程」に基づき、「北翔大

学短期大学部研究紀要」(備付資料５２、５３、５４)を毎年発刊し、平成２７(2015)

年度で第５４号を数える。加えて、併設の四年制大学に附置されている北方圏学術情

報センター、北方圏生涯スポーツ研究センターの研究機関の研究員として、短期大学

部教員が共同研究に取り組んでおり、センターが実施する研究会、シンポジウム、叢

書、研究年報など研究成果を発表する機会が確保されている。本学が発行する研究紀

要・年報等は、本学の学術機関リポジトリ「北翔大学学術リポジトリ」において電子

的に保管し、インターネット上で公開している。同リポジトリは「北翔大学学術リポ

ジトリ運用指針」に基づき、科学研究費補助金等公的資金による研究成果物のオープ

ンアクセス化にも活用可能である。 

専任教員の研究室等については、教員一人に一部屋の個人研究室を割当てており、

その設置状況は平成２７年５月１日現在で、２３室 515.07㎡（１室平均 22.39㎡）で

ある。その他、学内研究環境は、短期大学共同研究室（162.00㎡）が設置されている

ほか、併設大学に附置されている北方圏学術情報センター（8,689.43 ㎡）、北方圏生

涯スポーツ研究センター（11,603.95㎡）の研究機関及び施設を有している。 

専任教員の研究、研修を行う時間として、「就業規則」「教育職員の服務に関する内

規」に基づいて、研修日（週一日（特定曜日））を確保している。また、学年始・夏季・

冬季・学年末の休業日は、研究等に集中して取り組むことができる状況にある。 

ＦＤ活動に関する規程は、平成１６(2004)年に授業の内容及び方法の改善を目的と

して「ＦＤ規程」が制定され現在に至っている。また、ＦＤ活動については、年間ス

ケジュールを基に実施している。授業評価アンケートは、ＦＤネットワーク“つばさ”

において共通のフレーム（備付資料３５）を使用し“つばさ”の年報で全国に公開し

ている。また、統一のフレームを使用することにより、ネットワーク加盟の他大学と

の比較ができるようになっている。 

学習成果向上を目的に平成２１(2009)年度に設置した教育支援総合センターは、学

習支援、学生生活支援のほか心の問題を抱える学生への支援を含め、教員と事務職員

との緊密な連携を図っている。 

(b) 課題 
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研究活動に関する規程において、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に

関する規程は、未整備の状況にある。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-３ 学習成果を向上させるための事務組織を整備している。］ 

基準Ⅲ-Ａ-３の自己点検・評価 

(a) 現状 

事務組織の職制及び職務は、「学校法人浅井学園管理運営規程」に規定し、各部署の

分掌は、「学校法人浅井学園事務分掌規程」に規定し、責任体制を明確化している。事

務職員は事務室において職務を遂行しながら、使用する情報機器や備品は予算の範囲

内で必要に応じて更新している。また、専任事務職員は各部署において日常業務の見

直しと改善に努め、事務をつかさどる専門的な職能を概ね有している。 

事務関係諸規程等は以下のとおりである。 

・内部監査規程 

・内部監査実施細則 

・事務分掌規程 

・諸規則に関する規程 

・諸規則作成基準 

・文書取扱規程 

・公印規程 

・車両管理規程 

・車両整備管理規程 

・決裁規程 

・経理規程 

・補助金等取扱規程 

・工事契約に関する規程 

・公的研究資金等に係わる間接経費取扱規程 

・公的研究資金等に係わる間接経費事務取扱要領 

・公的研究資金等取扱規程 

・公的研究資金等事務取扱要領 

・公的研究資金執行による不正取引に対する措置基準 

・予算管理規程 

・固定資産及び物品管理規程 

・資産運用規程 

火災・地震対策・防犯対策に関しては、火災予防と人的防災に重点をおき、火災そ

のほか災害による人的、物的被害を最小限にとどめることなどに必要な事項を定める

ことを目的に、「防火・防災管理規程」を制定し、防災計画を定め、防火対策委員会を

設置している。学生には避難経路について学生便覧で示し、オリエンテーション等で

注意を促している。 

防災対策は、「防火・防災管理規程」に基づき防火・防災対策委員会を定例開催し、

消防署と協力しながら定期的に教職員と学生で消防訓練を実施している。また、防火
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設備については、委託業者とともに年２回の定期点検を実施し、その点検結果は、消

防法の規定に基づき消防署に報告している。 

情報セキュリティ対策は、学園が保有する情報資産を対象とした情報セキュリティ

の推進を図ることを目的とした「情報セキュリティ運用基本規程」を定めている。ま

た、学園が保有する情報全般を堅守し、学園に関わる人々のプライバシー等人権に対

する侵害を排除することを目的とした「情報セキュリティ基本方針」を定めており、

これら運用規程と基本方針に基づき情報セキュリティ委員会が設置され、審議と運用

及び管理にあたっている。さらに、平成２８(2016)年 1月からは従来の「個人情報保

護規程」とは別に「学校法人浅井学園特定個人情報取扱規程」を制定し、いわゆる「マ

イナンバー」の取り扱いについて定めている。 

ＳＤ活動については、学内におけるＦＤ／ＳＤ研修、ＯＪＴ、学外における職制別

研修や職務別研修等に参加してスキルアップを図っているが、規程は未整備であり、

ＳＤについて系統づけて実施している状況にはない。 

学習成果向上を目的に設置した教育支援総合センターは、学習支援、学生生活支援、

ＦＤ支援の３オフィスをセンターの下に配置し連携を図っている。また、教育支援総

合センター会議として、アドミッションセンター、キャリア支援センター、教職セン

ター、保健センター及びエクステンションセンターを加え、心の問題を抱える学生へ

の支援を含め、教員と事務職員との連携を図っている。日常的な業務の見直し、部署

間連携については、事務局長、事務局次長、部長及び課長で構成する月１回の部課長

会議及び部課長メーリングリストによって情報共有・連携を図り、各部署において実

施されているミーティングによって共有して効率化に努めている。 

(b) 課題 

ＳＤ活動については規程化しておらず、計画的なものにはなっていない。学外研修

参加後の報告会の開催を推奨しているが、その検証はしていない。個別業務のスキル

アップも重要であるが、管理職の高齢化が進んでおり、後任の育成が急務である。 

消防訓練の参加者が、教職員と学生の一部に限定されていることから、全学的な体

制で実施することが課題である。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ａ-４ 人事管理が適切に行われている。］ 

基準Ⅲ-Ａ-４の自己点検評価 

（a）現状 

   教職員の就業に関する諸規程は、総務課において関係法令の改正や社会情勢の変化

に対応して適宜整備を行い、適切に運用されている。なお、改正に当たっては、事前

に教職員組合に説明し、理解を得ることとしている。 

   また、その周知は、学内ポータルサイトを利用して行っており、全教職員が閲覧で

きる環境にある。必要に応じて行う改正は、常勤理事会、評議員会及び理事会におい

て審議決定して適切に管理、運用されている。 

   教員については、毎年、退職予定者や後任人事、昇任・昇格等について学科の具申

に基づき人事委員会で審議し、「教育職員任用規程」「教育職員の採用及び昇任の選考

に関する申し合わせ」「嘱託教育職員に関する規程」等の定めに則り、常勤理事会承認
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のもと、人事管理が行われている。しかしながら事務職員については平成１８(2006)

年度以降、７０人体制を目標数とする要員抑制方針とともに、理事会の昇任抑制方針

が継続されており、年齢構成とともに役職者を含めた要員構成に偏りがある状態が継

続している。平成２６(2014)年度以降、定年者が増え、今後、毎年複数の役職者を含

む定年者が予定されており、採用計画を立て、年齢構成の偏りと役職者不足に対応し

ていかなければならない。あわせて７０人体制で円滑に運営できるよう、事務局全体

の再編計画の策定が喫緊の課題である。また、事務職員に求められる役割とスキルも

年々多様化・高度化してきており、本学では規程化できていないＳＤ規程の制定及び

実効的な運用が急がれる現状にある。 

（本学において、整備している教職員の就業に関する諸規程） 

・就業規則 

・教育職員任用規程 

・教育職員の採用及び昇任の選考に関する申し合わせ 

・教育職員の任期に関する規程 

・特別任用教育職員に関する規程 

・外国人教育職員任用規程 

・給与規程 

・退職手当規程 

・苦情処理委員会規程 

・賞罰委員会規程 

・当直規程 

・通勤手当支給基準 

・外国の大学で取得した学位の取り扱いに関する規程 

・北翔大学における職員の旧姓使用の取扱い 

・役員等表彰規程 

・職員表彰取扱要項 

・コンプライアンス管理規程 

・コンプライアンス委員会規程 

・自主行動基準管理規程 

・役員等の報酬及び功労金に関する規程 

・嘱託教育職員に関する規程 

・嘱託事務・技術職員に関する規程 

・休職中の職員の給与等の取扱い 

・教育職員の服務に関する内規 

・キャンパス・ハラスメントの防止等に関する規程 

・公益通報者の保護に関する規程 

・安全衛生管理規程 

・育児休業・介護休業に関する規程 

（b）課題 

  事務局の一部の部署では、時期にもよるが時間外勤務が多く、業務の平準化あるい
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は配置要員数に課題があると考えられる。平成２７(2015)年度に、監事によるヒアリ

ング調査も行い、平成２８(2016)年度には新規採用による２人の増員を決定した。こ

のほか、平成１８(2006)年度以降、事務局は７０人体制を目標に要員抑制方針に基づ

き運営してきた。その結果、年齢構成の偏りや後任役職者の不足という課題が生じて

いる。事務局再編を含めて職員の採用や育成などの組織を維持・運営していくための

計画を早急に策定する必要がある。また、ＳＤ規程の制定と実効的な運用も課題であ

る。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ａ 人的資源の改善計画 

 ライフデザイン学科では、２人配置していた服飾分野の専任教員のうち１人が平成 

２６(2014)年度末で定年退職となった。残る１人も平成２８(2016)年度末で定年となる

ことから、今後の教育展開を見通した教員編成が必要である。平成２７(2015)年度にお

いて短期大学設置基準数での配置数となっており、平成２８(2016)年度末の定年者の後

任の補充は不可欠である。人事委員会と常勤理事会での協議を通じて、併設の四年制大

学における教育展開も考慮し全学的な視点での教員編成計画を平成２８(2016)年度内

に策定しなければならない。 

 研究活動に関する規程の整備（専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する

規程）については、併設の四年制大学と合わせて全体での規程整備に向けて検討を開始

していく。 

 また、ＳＤ活動の担保については平成２８(2016)年度内に規程を整備し、個々のスキ

ルアップや人材育成につなげていく。全学的な消防・防災訓練の実施については、地元

の江別消防署との協議を行っていく。 

 時間外勤務を含めた就業時間の偏りや職員の年齢構成の偏り、要員不足解消に向けて

は、第３次中期計画に基づき人事計画を含めた事務局再編計画の検討を平成２８(2016)

年度から開始する。  

 

備付資料  

専任教員の個人調書 

  

45.教員個人調書 

46.教育研究業績書 

非常勤教員一覧表［書式３］ 47.非常勤教員一覧表［書式３］ 

教員の研究活動について公開している印

刷物等（過去３年間） 

48.ホームページ(教員紹介) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/ 

school/juniorcollege/lifedesign 

/teacher/index.html 

49.ホームページ（教員情報） 

http://acoffice.jp/hsuhp/KgApp 

専任教員の年齢構成表（平成28年5月1日

現在） 

50.専任教員年齢構成表 

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲 51.科学研究費補助金等、外部研究資金の獲 
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得状況一覧表（過去３年間） 得状況一覧表 

研究紀要・論文集（過去３年間） 52.北翔大学短期大学部研究紀要第52号 

53.北翔大学短期大学部研究紀要第53号 

54.北翔大学短期大学部研究紀要第54号 

教員以外の専任職員の一覧表（氏名･職

名）（平成28年5月1日現在） 

55.専任職員一覧表 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ｂ 物的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ｂ-１ 学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校

舎、施設設備、その他の物的資源を整備、活用している。］ 

基準Ⅲ-Ｂ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

校地については、基準校地面積 3,800.00㎡に対し、短期大学部と併設の四年制大学

の共用で現有校舎敷地面積は 82,843.00 ㎡である。校舎については、基準校舎面積

4,087.50㎡に対し、短期大学部専用分と併設大学との共用分を含めて現有校舎面積は

32,898.37㎡である。以上のように、校地･校舎ともに短期大学設置基準を大きく上回

り十分に整備されている。また、運動場は、短期大学部と併設大学の共用で、41,311.00

㎡の運動場用地を有しており、陸上競技場、テニスコート、野球場グラウンド、多目

的グラウンド（サッカー・ラクロス競技用）、Palグラウンド（ソフトボール）が整備

されている。 

エレベーターの設置箇所は、講義棟校舎に３カ所（２・６・７号棟）、厚生施設に２

カ所（カレッジホールＰＡＬ）、図書館に１カ所、研究センターに２カ所であり、平成

９(1997)年度以降の建設校舎等（４棟）はスロープ設置、引き戸設置、障害者用トイ

レの設置がなされている。主要な出入り口は全て自動開閉扉にしているが、スロープ

が設置されている箇所は２カ所となっている。 

本学の校舎は体育館を除き、全ての棟が廊下でつながっており、これまで校舎内バ

リアフリー化の課題としては、１号棟、２号棟及び３号棟を車椅子での通行を可能と

することであったが、平成２６(2014)年３月に完成した２号棟の建替えにより各棟へ

の車椅子での通行が可能となった。 

体育館は、第１体育館（４階建て、6,208.55㎡）、第２体育館（平屋、1,568.93㎡）、

その他北方圏生涯スポーツ研究センター（６階建て、11,603.95 ㎡）内に多目的ホー

ル、ジムナスホール、スポルホール等を有しており、運動場とともに、被験授業等に

指定されているこども学科授業や、学生の課外活動に利用されている。 

教室については、１号棟から８号棟、体育館までの校舎に大教室（２００人以上）

７教室、中教室（１００人～２００人）１２教室、小教室（１００人以下）１４教室、

実験・実習室１４１室、演習室４９室、研究室１３０室を有している。実験・実習室

については、絵画・彫刻等の美術系実習室、音楽・合奏室及び指導室等の音楽系実習

室も整備している。特にこども学科の保育・教育者養成については、前記した２号棟

の建て替えにより、４階建ての保育者養成関連設備を充実させた施設となり、１階に
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は「保育実技室」、２階には「保育演習室」・「模擬授業室・造形教室」、３階には「ピ

アノ練習室」１０室と「ピアノレッスン室」２室、４階には「音楽室」を整備してい

る。「保育実技室」には保育園・幼稚園の１室を想定した設備とともに、最新の入浴装

置や子ども用流し台・トイレを設置し、さらには授乳室を配置して、保育園・幼稚園

実習や就職に向けての充実した実技・演習を実施している。なお、加えて１号棟には、

ピアノ練習室２０室、ピアノレッスン室・指導室６室が整備されおり、保育者・教育

者になるためのピアノの技量を磨くための教室も充実している。また、小学校教諭養

成については、理科指導法のための「理科実験室」・「生物・博物館実習室」、小学校

の１教室を想定した１６９教室を整備している。また、音楽関係では個人用の練習室

も整備している。 

 

(保育者養成関連教室：２号棟) 

教室名 設備 数量 平成 27年度稼働率 

保育実技室 授乳室 

幼児トイレ 

流し室 

壁面流し台 

園児用いす 

折りたたみテーブル 

乳児用食事いす 

その他 

1 

1 

1 

1 

30 

8 

6 

前学期 58.50％ 

後学期 63.25％ 

保育演習室 壁面作業台 

壁面流し台 

学生用美術机 

角いす 

その他 

1 

1 

9 

55 

前学期 46.00％ 

後学期 57.75％ 

模擬授業室･造形教室 壁面作業台 

壁面流し台 

1 

1 

前学期 49.75％ 

後学期 47.25％ 

ピアノレッスン室(2室) グランドピアノ 2 ― 

ピアノ練習室(10室) アップライトピアノ 1 ― 

音楽室 グランドピアノ 

折りたたみテーブル 

スタッキングチェアー 

その他 

2 

34 

102 

前学期 88.25％ 

後学期 70.25％ 

 

これら施設設備の維持管理は、施設管理課の所管業務となっており、経年劣化によ

る施設設備の年次計画に基づく整備の実施のほか、平成２１(2009)年度に施行された

「施設設備委員会規程」に基づき、常勤理事会の諮問機関として学長を委員長とした

施設設備委員会を組織し、学生による授業評価の一部の施設整備に対する要望や、教
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学からの要望等を取り纏め、優先度の高いものの予算化を常勤理事会へ答申している。 

図書館については「図書館規程」に基づき、各学部から選出された委員により構成

される「図書館運営委員会」が設置され、図書の選書、学習スペース確保等の利便性

の向上方策、運営方針等について審議している。 

情報関連教室はキャンパス全体でパソコン教室５室、ＣＡＤ実習室１室を設置し共

用している。パソコン教室においては、授業支援アプリケーションを利用し学生の進

捗状況を把握しながら学生の学習支援を行うことができる。ＣＡＤ室においては、ア

パレル専用ＣＡＤシステムを整備し、服飾、ファッション関係の実践的な授業を行う

ことができている。これらの設備は、更新計画を作成し、定期的に機器の交換を行い

時代に合うよう整備している。この計画については、ＦＤ支援オフィスで毎年見直し

を行っている。 

 

（情報関連教室） 

室名 機種 数量 平成 27年度使用頻度 

第 1コンピュ

ーター教室 

Windows（教員用含む） 

ﾓﾉｸﾛﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ｶﾗｰﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅ 

DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

ビデオデッキ 

教材提示装置 

57 

2 

各 1 

北翔大学と共用 

前学期 25.5時間/週 

後学期 22.5時間/週 

第 2コンピュ

ーター教室 

Windows（教員用含む） 

ﾓﾉｸﾛﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ｶﾗｰﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅ 

DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

ビデオデッキ 

教材提示装置 

55 

2 

各 1 

北翔大学と共用 

前学期 6.0時間/週 

後学期 7.5時間/週 

情報スタジオ

1 

Windows 

iMac 

ﾓﾉｸﾛﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

20 

20 

2 

北翔大学と共用 

前学期講義利用なし 

後学期講義利用なし 

自由開放教室として利用 

情報スタジオ

2 

Windows（教員用含む） 

ﾓﾉｸﾛﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ｶﾗｰﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅ 

DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

ビデオデッキ 

教材提示装置 

57 

2 

各 1 

北翔大学と共用 

前学期 10.5時間/週 

後学期 18.0時間/週 
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第 1LL教室 

iMac（教員用含む） 

ﾓﾉｸﾛﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ｶﾗｰﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｽｷｬﾅ 

DVD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

ビデオデッキ 

教材提示装置 

53 

2 

各 1 

北翔大学と共用 

前学期 15.5時間/週 

後学期 15.5時間/週 

第 2LL教室 

ﾋﾞｸﾀｰﾌﾞｰｽﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ LL-B87 

ﾋﾞｸﾀｰ･ﾗｰﾆﾝｸﾞﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｼｽﾃﾑ LL-

6700 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾋﾞﾃﾞｵﾋﾞｭｰｱ AV-110そ

の他 

44 

1 

 

 

1 

北翔大学と共用 

前学期 3.0時間/週 

後学期 1.5時間/週 

第 3LL教室 

ﾋﾞｸﾀｰﾌﾞｰｽﾃｰﾌﾟﾚｺｰﾀﾞｰ LL-B71 

ﾋﾞｸﾀｰ･ﾗｰﾆﾝｸﾞﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｼｽﾃﾑ LL-

6700 

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾋﾞﾃﾞｵﾋﾞｭｰｱ AV-110そ

の他 

54 

 

1 

 

1 

北翔大学と共用 

前学期 4.5時間/週 

後学期 10.5時間/週 

CAD実習室 

Windows（教員用含む） 

ﾓﾉｸﾛﾈｯﾄﾜｰｸﾌﾟﾘﾝﾀ 

ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｯﾀ 

ﾃﾞｼﾞﾀｲｻﾞ 

大判ﾌﾟﾘﾝﾀ 

19 

3 

各 1 

北翔大学と共有 

前学期 9.0時間/週 

後学期 7.5時間/週 

生涯学習サポ

ート教室 

ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ BIGPAD 

ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 

BD ﾌﾟﾚｲﾔｰ 

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ PC 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ複合機 

その他 

4 

2 

4 

21 

1 

北翔大学と共用 

前学期 24.0時間/週 

後学期 14.0時間/週 

 

図書館の専有面積は 2,319.33㎡あり、閲覧座席 262席を有する。図書 205,016冊、

雑誌 3,154種、視聴覚資料 9,852点を所蔵し、電子ジャーナルの契約種数は 7,048種、

文献データベース契約種数は１２種である。 

図書館内には平成２６(2014)年３月に特別補助の交付を受け、学習スペース「生涯

学習サポート教室」に大型タッチパネルディスプレイ４台、プロジェクター２台、ス

クリーン２台、タブレットＰＣ２１台、可動式テーブル１８台、可動式椅子３６脚等

を設置し、アクティブ・ラーニングを支える環境を整備している。教育支援総合セン

ター主催の「学習サポート教室」をここで開催し、教員が学生の学習上の相談に応じ

ている。個人学習ゾーン、グループ学習ゾーン、ラーニング・コモンズを確保し、学

内ＬＡＮ接続のパソコン２０台を設置して、学生の学習環境を整備している。利用者

教育支援として新入生オリエンテーションを毎年開催しているが、特別に研修を受け
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た学生に案内役を担当させ、実習の場として提供している。このほか、レポート・論

文作成のための情報検索ガイダンスを年平均２０回程度開催し、情報リテラシー教育

に関わる科目にも活用されている。 

購入図書選定及び廃棄は、図書館規程及び図書館資料管理規程に基づき実施してい

る。選定は教員、図書館職員が行うほか、学生購入希望図書制度を設け、学生の要望

を積極的に取り入れている。また、シラバスに記載された教科書、参考書等を「科目

関連図書コーナー」に集め、学習支援に寄与している。 

(b) 課題 

  ２０人前後のゼミ室の不足が課題とされていたが、平成２６(2014)年度に是正、確

保した。現在は音楽室等の特別教室に限りがあり、時間割調整により、工夫をしてい

るが、複数学科の調整に時間を要している。 

また、情報機器について定期的に機器更新を行っているが、昨今情報機器の進歩の

速さ及び学生数減により教室数、台数など抜本的に見直す時期になってきている。コ

スト面についても増税や機器の高騰などにより計画に影響が出てきている。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ｂ-２ 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

基準Ⅲ-Ｂ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

  「経理規程」で規定する固定資産、即ち、土地・建物・構築物・備品・図書・車両

等及びその他の固定資産と、耐用年数１年以上で１個または１組の価格が１０万円未

満の用品、耐用年数１年未満の消耗品（用品と消耗品を物品と称す）について、その

調達、維持保全、処分等に関し適正かつ効率的な運用を図る目的で「固定資産及び物

品管理規程」を整備し、この規程に基づき固定資産と物品を維持管理している。 

火災・地震対策・防犯対策に関しては、火災予防と人的防災に重点をおき、火災そ

のほか災害による人的、物的被害を最小限にとどめることなどに必要な事項を定める

ことを目的に、「防火・防災管理規程」を制定し、防災計画を定め、防火対策委員会を

設置している。学生には避難経路について学生便覧で示すとともに各教室にも掲示し、

オリエンテーション等で周知し、注意を促している。教職員には防災計画書を配布し、

火元責任者、防災対策体制、それぞれが行う役割を示し防災意識を高めている。 

防犯については、規程化されていないが、正門に守衛を配置し、訪問者・侵入車両

の確認を行っている。特にロッカー室、更衣室、危険物等設置施設周辺には監視カメ

ラを設置し、夜間は機械警備システムも導入している。ただし、監視カメラが老朽化

していることから、年次ごとの更新を検討しなければならない。 

サーバの約９割を学外のデータセンターに設置し、入退室、耐震、防災などの対策

がとられている。その他にファイアウォールで不要なポートを閉じて不明なデータ侵

入を排除している。また、大量データなどが発生した場合、通信を監視しているデー

タセンターから連絡を受けて対応を行っている。学内において、学内ＬＡＮにパソコ

ンその他機器を接続する時は、必ず申請をして接続許可を受けることとしている。パ

ソコン等においては、指定したウイルス対策ソフトを入れてウイルス対策を行ってい

る。サーバへのアクセスは、各自のユーザーＩＤとパスワードでログインを行ってい
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る。また、仮想化ネットワークを構成し、学生、教員、職員が接続できるサーバを限

定している。 

省エネルギー・省資源対策は、施設管理課において光熱水費、使用量、二酸化炭素

換算排出量の月次管理を行う一方、冷暖房は室内温度を把握し、省エネルギー･省資源

に努めている。 

(b) 課題 

  今後の施設設備の維持管理の課題としては、限られた予算の範囲内で、老朽化が進

行している施設設備への対応として、年次ごとの修理修繕計画を建築業者の意見を参

考にして立案し実行することである。 

また、コンピュータシステムのセキュリティについては、無許可のパソコン等また

はウイルス対策ソフトが入っていないパソコン等、管理できない場合があり、学内に

ウイルス等がまん延した場合の対処が困難である。同様に学内からサーバ攻撃及び大

量なデータが流れた場合なども対応が難しい。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ｂ 物的資源の改善計画 

  平成２６(2014)年度に教員採用計画を鑑み、遊休研究室等で転用可能な部屋をゼミ室

等への転用を行い、不足解消を図った。 

５部屋のパソコン教室については、その稼働率及び部屋ごとの必要台数の見直しを行

い、集約化の可能性の検討と設置台数の見直し等を行い、限られた予算のなかで定期的

な機器更新を確実に行うこととする。 

  老朽化が進んでいる施設設備の改善については修理修繕計画を策定し、限られた予算

のなかで優先順位をつけて取り組む。とりわけ、旧耐震基準で建築された棟については、

安全性の観点から、施設利用の再編などの検討を行い、緊急性の高いものから早急に改

修を進める。 

また、学内ネットワークのサーバ等への不正アクセス、パケット、端末の検疫を行い

不正な通信、ポリシー違反の場合の端末への通知及び通信遮断を行う対策のためにネッ

トワーク監視機器導入をはかるなど、コンピュータシステムのセキュリティに万全を期

す予定である。 

 

備付資料 

校地、校舎に関する図面 56.北翔大学・北翔大学短期大学部配置図 

57.校舎平面図 

図書館、学習資源センターの概要 24.学生便覧2015 

58.Library 図書館利用案内 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ｃ-１ 短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づ

いて学習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

基準Ⅲ-Ｃ-１の自己点検・評価 
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(a) 現状 

  情報関係施設は、情報処理演習室５室（ＣＡＤ室及び自由開放室含む）に２８１台

のパソコンを設置しており Mac（５３台設置）教室は Windows も起動できるようにし

ている。また、情報処理演習室５室のうち３室については、簡易ＣＡＬＬシステムが

整備されており、語学演習も可能である。そのほかに専用の語学演習室が２室ある 。 

 パソコンの設置は、情報処理教育を行っている教室の他に自由に使用できる教室１

室及び図書館などに行っており、学生が日頃から使用できるようにしている。情報処

理演習室（パソコン教室）は、授業がない時間帯は開放しており、自由に使用するこ

とができる。これらの管理とハードウェア、ソフトウェアの更新・入れ替え計画を立

て、計画に基づく定期的な更新を教育支援総合センターＦＤ支援オフィスで行ってい

る。また、教職員及び学生に対して日常の問い合わせ対応も担っている。 

平成２３(2011)年度には、学内のＬＡＮの見直しを行い従前より良い環境へと整備

を行った。試験的に学生交流スペース（ｈｕｇ）に無線アクセスポイントを設置し、

その後、学生ホール、図書館、学生食堂等に設置を進めてきているが、今後のさらな

る無線ＬＡＮの拡張についての検討が必要となっている。また、一部の科目では、学

生ポータルサイトを利用し課題提出を行っている。 

教職員、学生の情報技術の向上を目指し平成２３(2011)年度よりＦＤ・ＳＤ／ＩＣ

Ｔ交流サロンとして日頃使用しているマイクロソフトオフィスの操作方法のレクチャ

ーをはじめとして、ＩＣＴに関する研修会を行っている。課題としては、教職員を対

象としているが、これまでの参加者数の平均が３０～４０人程度であり、より参加者

を増やす方策についての検討が必要である。 

(b) 課題 

   ＩＣＴに関する研修において、教職員を対象としているが、より参加者を増やす方

策についての検討が必要である。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の改善計画 

無線ＬＡＮアクセスポイントの拡張については、限られた予算ではあるが、計画的

に実施していく。ＦＤ・ＳＤ／ＩＣＴ交流サロンについては、参加者を増やすために

ＦＤ支援委員会で周知方法を検討し、内容についてもＩＴに特化し期間も集中して行

うこととする。 

 

備付資料 

学内ＬＡＮの敷設状況 59.学内ICT関係資料 

マルチメディア教室、コンピュータ教室

等の配置図 

59.学内ICT関係資料 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源］ 

［区分 基準Ⅲ-Ｄ-１ 財的資源を適切に管理している。］ 

基準Ⅲ-Ｄ-１の自己点検・評価 
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(a) 現状 

   過去３年間の法人全体の資金収支及び消費収支は、平成２５(2013)年度、平成２６

(2014)年度ともに支出超過となっている。併設の四年制大学をあわせて半数以上の学

科で定員未充足が続いていることに加えて、これまで先送りにしてきた施設設備の更

新ならびに教育環境の整備を行ったことも要因の一つである。この状況を改善すべく

経費削減、支出の抑制に努め、資金収支では平成２７(2015)年度の次年度繰越支払資

金が前年度より約１億円の増額となった。 

貸借対照表では平成２７(2015)年度末時点において、負債は計画通りに減少してお

り新たな負債も発生していない。また、資金性資産が負債総額を上回っており、健全

に推移している。平成２５(2015)年度に新校舎（２号棟）の建設に当たり教育研究拡

充特定資産４億円を取り崩したが、平成２６(2014)年度に同額を減価償却引当特定資

産として組入れを行った。 

現在の財務状況は、日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標」に

基づく経営状況の区分では「Ｂ０」に該当する状況にあり、「経営上看過できない兆候

が見られるが、改革努力により改善が可能な状態」である。支出の抑制等を行いなが

ら、入学者の増加、入学定員の確保が喫緊の課題となっている。 

定員充足状況は、平成２７(2015)年度はこども学科で１４７名の入学者となり４年

ぶりに入学定員を充足したが、ライフデザイン学科では２６名の入学者となり、定員

充足率５０％台が続いている。教育組織ならびに教育内容の見直しは不断に行ってい

るが、定員の充足には至っていない。定員確保が厳しい併設の四年制大学をあわせた

入学者数も６１０名と前年度を上回ったが入学定員を２０名下回る状態である。今後、

さらに教育の質の向上を図り学生の学習成果、満足度を上げること、定員を確保し、

安定的な経営のための財政基盤を構築できるよう、平成２８(2016)年度からの第３次

中期計画の策定を進めている。 

資産運用は、資金運用規程に基づき理事長が召集する資産運用委員会で協議の上、

適切に運用している。また、退職給与引当金については、退職金の期末要支給額の１

００％を計上している。 

短期大学部の教育研究経費の帰属収入に対する比率は、平成２５(2013)年度：３１.

９％、平成２６(2014)年度：２９.８％、平成２７(2015)年度：２９.９％と過去３年

間、約３０％前後で推移している。 

また、施設設備や図書についても、教育研究にかかる支出として継続して配分され

ている。 

 

【平成 25年度～平成 27年度 決算額（短期大学部）】（単位：千円） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

施設設備 63,214 8,422 5,082 

教育研究用機器備品 31,519 3,787 2,212 

図書 2,318 2,670 1,938 

 

   入学定員及び収容定員の充足率は、厳しい状況が続いている。特に、短期大学基準
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協会による地域総合科学科の認定を受けているライフデザイン学科は、平成２６

(2014)年度にこれまでの８０人から５０人に入学定員を減じたが入学定員充足率、収

容定員充足率ともに４０％台から５０％台にとどまっている。 

こども学科も平成２７(2015)年度は１００％を越えたものの、平成２５(2013)年度、

平成２６(2014)年度は入学定員を充足できなかった。収容定員充足率は１００％を維

持できている。 

 

【入学定員充足率及び収容定員充足率】 

（ライフデザイン学科） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

入学定員充足率 32.5％ 58％ 52％ 

収容定員充足率 45％ 44％ 56％ 

＊長期履修生を含む。 

 

（こども学科） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

入学定員充足率 97.9％ 92.1％ 105％ 

収容定員充足率 103％ 102％ 107％ 

＊長期履修生を含む。 

 

(b) 課題 

   入学定員及び収容定員を充足できていないことから、収支の均衡が図れず、支出超

過の状況が続いている。ライフデザイン学科では、平成２８(2016)年度に向け新たな

資格取得を可能とする教育内容の見直しを行っている。収支均衡に向けた改善を進め

るには、併設の四年制大学を含めた短期大学部・大学全体で教育内容・教育組織の抜

本的な見直しとともに、老朽施設・設備のコンパクト化、予算編成ならびに経費執行

における選択と集中の強化を進める必要がある。 

平成２７(2015)年度に耐震診断を受け、１号棟、３号棟、４号棟及び第２体育館の

耐震補強改修も必要となり、年次計画に基づく教育環境の整備を行わなければならな

い。 

こうした状況を踏まえた平成２８（2016）年度からの第３次中期計画の策定を進め

ており、理事長及び学長のリーダーシップのもと教職員が一体となって計画的に改善

施策を進めていかなければならない。 

 

［区分 基準Ⅲ-Ｄ-２ 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確

保するよう計画を策定し、管理している。］ 

基準Ⅲ-Ｄ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

   本学は、創立以来５２年の歴史と伝統を持つ短期高等教育機関として高校生や地域
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社会の要請に幅広く応えてきた。平成１６(2004)年度には、従来の服飾美術、体育、

養護、経営情報の四つの教育分野を統合し、短期大学基準協会から地域総合科学科の

認定を受けた「人間総合学科」を開設した。多彩な教育課程の編成により、異なる分

野の専門科目を含め多様な履修により、一人ひとりのニーズに合った学びが可能とな

り受験生からも一定の支持を得たが、平成１９(2007)年度以降は定員を確保できず、

数度の定員減を行いながら、高校生や社会のニーズに対応できるよう、学科長を中心

に地域総合科学科の特長を活かした教育内容の見直しも重ねてきた。平成２８（2016）

年度からは、実務教育協会の認定する新たな資格取得も可能にし、就職の強化を図る

ことで入学者の増加を目指していくこととした。 

一方、こども学科は、幼稚園教諭二種免許状及び保育士資格の取得を主として小学

校教諭二種種免許状も取得可能な学科であり、三つの免許・資格が取得できることが

道内の他の短期大学にはない特長である。この特長と１００％近い就職率を継続して

いる実績をもとに入学定員の確保を継続していく。 

客観的な環境分析は、理事長及び学長を中心に日本私立大学協会や日本私立短期大

学協会（いずれも北海道支部を含む）主催の総会や諸会合への出席、教育政策や進学

情報に詳しいソリューション部門を有する書店等からの定期的な情報提供等により行

っている。また、事務局長による研修会等の報告も常勤理事で共有している。 

平成１９(2007)年度には経営改善計画を策定し、学園の財務状況の改善に努めてき

た。４年間で一定の改善が図られ、平成２３(2011)年度には新たな長期ビジョンと中

期計画（５年間）を策定して安定的な経営を進めてきた。この中期計画の達成状況を

検証するとともに、教育政策や社会状況の変化を踏まえ、目標数値を設定した平成２

８(2016)年度からの第３次中期計画を策定し、毎年度点検評価による見直しを行い運

営していくこととしている。 

学生募集については、アドミッションセンター運営委員会で実施計画（オープンキ

ャンパス、進学相談会、高校訪問、メディア・看板広告等）を立案し、学長の確認・

承認を経て実施している。また、高等学校からの要請による出張講義にも積極的に取

り組んでいる。 

入学者選抜においては、ＡＯ入学、推薦入学、試験入学、センター試験利用入学な

ど多様な入学者選抜を実施している。学納金は据え置きを堅持しつつ長期履修制度も

設け、社会人やじっくり学びたいという学生への経済的負担に対する配慮も行ってい

る。また、分納・延納制度も設けている。 

施設設備計画は、毎年施設設備委員会で各部門から要請を聴取し、優先順位を設定

し可能な範囲内で整備・改修を行っている。平成２７(2015)年度に受けた耐震診断結

果に基づき補強改修計画を検討しており、今後は耐震補強改修とあわせた施設設備の

整備計画を策定していく。 

外部資金の獲得については、平成２６(2014)年度に１人の教員が科学研究費の配分

を受けた。また、平成２４(2012)、２５(2013)年度はそれぞれ２人が包括連携協定に

基づく江別市からの研究資金を受けている。併設の四年制大学では平成２５(2013)年

度に私立大学等改革総合支援タイプＢに、平成２７(2015)年度に私立大学等戦略的研

究基盤整備事業に採択され、施設設備の整備ならびに研究に係る資金の交付を受けて
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いる。しかしながら、計画性をもった外部資金の獲得には至っていない。 

法人全体での人件費比率は５０％台の半ばから後半で推移しているが、短期大学部

では平成２５(2013)年度以降６０％台となっている。中期計画における人件費抑制方

針のもと、平成２６(2014)年１０月には理事長により各学科の目標教員数が示され、

教育の質の保証を前提としながら、免許・資格要件に不足を生じる場合を除いて退職

者の後任は不補充を原則としているほか、教育課程の見直しによる非常勤講師の抑制

にも努めている。 

遊休資産については、札幌市中央区に有していた 2,183.00 ㎡の土地を平成２６

(2014)年度末に売却した。 

定員管理については、こども学科で収容定員充足率１００％台ではあるが、ライフ

デザイン学科では入学定員充足率、収容定員充足率ともに約５０％と適正な状況とは

いえない。施設設備費や図書費は短期大学部全体では適切に配分されおり、教育研究

経費も帰属収入の約３０％を配分しているが、人件費比率が約６０％となっている。

こうした状況から、短期大学部の帰属収支差額において支出超過が続いているが、平

成２５(2013)年度から平成２６(2014)年度にかけて額は減少している。平成２７

(2015)年度は事業活動収支における基本金繰入前当年度収支差額で１,８７０万円の

収入超過となった。 

学内に対する経営情報の公開は、私立学校法第４７条第２項に基づき、寄附行為第

３６条に規定して、請求に応じて閲覧できるよう財産目録、貸借対照表、収支計算書

及び事業報告書に監査報告書を加えて事務室内に備えている。また、年２回発行して

いる学園新聞では収支計算書と貸借対照表を、ホームページには学校法人概要、事業

概要報告、分かりやすく解説した決算概要、収支計算書、貸借対照表、財産目録及び

監査報告書を掲載し公開している。このほか、学長から、理事会報告として決算概要

を運営企画会議（学長、学長補佐、研究科長、学部長、短期大学部長、学科長、案件

のあるセンター長、事務局長）を通して学内に説明・報告を行っている。 

(b) 課題 

   収支均衡となりうる学生確保が何より重要である。そのためには、策定中の第３次

中期計画に基づく教育の質及び学生の学習成果の向上に向けた教育内容や制度、仕組

みの見直しや整備、学生支援内容の充実のための施策を、教職員一体となって着実に

実施していかなければならない。また、経営状況についての全教職員の共通理解を図

り、財的資源の改善に資することを目的に、決算及び経営状況の学内説明会を実施し

ていく。 

 

テーマ 基準Ⅲ-Ｄ 財的資源の改善計画 

  法人全体でも収支において支出超過が続いていることから、平成２８(2016)年度は収

支均衡となる予算編成を目指す。老朽化した校舎・設備の維持、改修、耐震補強工事等

が必要であることから、一時的な支出超過は予想されるが、第３次中期計画に盛り込ま

れる課題に計画通りに取り組むことで、収支均衡となるよう５年間の財務計画も策定し、

次年度繰越金の増加による財的資源の改善を図っていく。また、経営状況についての全

教職員の共通理解を図り、財的資源の改善に資することを目的に、決算及び経営状況の
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学内説明会を実施していく。 

 

提出資料 

「資金収支計算書の概要」［書式１］ 

「活動区分資金収支計算書(学校法人)

［書式２］ 

「事業活動収支計算書の概要」[書式３] 

「貸借対照表の概要(学校法人)」[書式

４] 

「財務状況調べ」［書式５］ 

「資金収支計算書・消費収支計算書の概

要」[旧書式１］ 

「貸借対照表の概要(学校法人)」［旧書

式２］ 

33.資金収支計算書の概要 

34.活動区分資金収支計算書 

 

35.事業活動収支計算書の概要 

36.貸借対照表の概要（学校法人） 

 

37.財務状況調べ 

38.資金収支計算書・消費収支計算書の概 

 要 

39.貸借対照表の概要（学校法人） 

 

40.ホームページ(財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

資金収支計算書・資金収支内訳表・貸借

対照表（過去３年間） 

40.ホームページ(財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

41.平成25年度計算書類 

42.平成26年度計算書類 

43.平成27年度計算書類 

活動区分資金収支計算書（過去１年間） 40.ホームページ(度財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

43.平成27年度計算書類 

事業活動収支計算書・事業活動収支内訳

表（過去1年間） 

40.ホームページ(財務公開資料) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

43.平成27年度計算書類 

消費収支計算書・消費収支内訳表（過去

２年間） 

40.ホームページ(財務公開資料) 

Http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

41.平成25年度計算書類 

42.平成26年度計算書類 

中･長期の財務計画 該当なし 

事業報告（過去１年間） 40.ホームページ(財務公開資料) 

Http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 
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/corporation.html 

44.平成27年度事業報告 

事業計画書／予算書（平成28年度） 45.平成28年度事業計画 

46.平成28年度収支予算書 

備付資料 

寄附金・学校債の募集についての印刷物

等 

60.ホームページ（寄附金について） 

http://www.hokusho-u.ac.jp 

/hokusho/donation.html 

財産目録及び計算書類（過去３年間） 6.ホームページ(法人情報) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html  

61.平成25年度計算書類 

62.平成26年度計算書類 

63.平成27年度計算書類 

 

 

基準Ⅲ 教育資源と財的資源の行動計画 

 次世代の人材育成ニーズに応え、社会に貢献できる人材を輩出するために、先を読ん

だ教育課程や教育組織の編成・改善をしていかなければならない。 

教育環境の整備においては、平成２８(2016)年度からの第３次中期計画の策定を進め

ており、その年次計画に基づく整備を行っていく。 

研究活動に関する規程において、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等、未整

備の規程について、全学規程として整備を進めていく。 

少子高齢化、四年制大学志向、資格・実学系学問の人気、学生の多様化等、短期大学

を取り巻く環境が厳しい中で、今後も教育による社会的使命を達成できるよう、そして

社会及び学生から支持されるよう教育課程の不断の見直しと学生支援内容の充実を図

り、学生確保に努めていく。 

 

◇ 基準Ⅲについての特記事項 

（１）以上の基準以外に教育資源と財的資源について努力している事項。 

   特になし。 

 

（２）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

   特になし。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

基準Ⅳの自己点検・評価の概要 

 理事長は、適切にリーダーシップを発揮し、建学の精神などに基づいて学校法人を代表 

して業務を行っている。寄附行為（提出資料４７）に基づいた理事会運営（年７回開催） 

（備付資料６８、６９、７０）により重要事項の審議決定を行っている。また、予算や事 

業計画の諮問、決算報告や事業報告を評議員会に行っているほか、重要事項の決定にあた 

っての意見聴取も行い、監事にも積極的に意見を求めている。教育情報や財務情報も学園 

新聞（提出資料４，５）や本学のホームページ上で公表・公開している。 

重要事項の審議や課題改善にあたっては、月１回定例開催の常勤理事会での審議のほか、 

必要に応じて随時、学内理事懇談会を招集し、事前に課題や問題点の分析・把握、原因究

明を行い、決定の方向性や方針の確認等の合意形成に努めている。 

学長は学長選考規程に基づき選任され、学則及び教授会規程に則り教授会（備付資料１

２２、１２３、１２４）を開催し、重要事項を審議決定してきた。平成２７(2015)年度か

らは教授会審議事項のほかは、学長が決定するにあたって教授会で意見を求めている。全

学的な決定事項については運営企画会議で審議、意見聴取を行い学長として決定し教授会

で報告を行い、情報や意思の共有を図っている。 

ライフデザイン学科の入学定員充足率が５０％台と運営上非常に厳しい状況が続いて

おり、数度にわたる教育内容の精選や定員の見直しを行ってきたが入学者の増加には至ら

ず、平成２８(2016)年度入学生からは新たに二つの資格取得を可能にすべく、日本実務教

育協会に申請した。 

ガバナンスについては、２名の監事が内部監査室と連携して業務及び財産の状況につい

て、監査法人による期中監査時の講評に加わり監査法人との意見交換も行うなど適切に監

査業務を実施している。毎会計年度終了後２月以内に監査報告書を作成し理事会及び評議

員会（備付資料１３８、１３９、１４０）へ提出している。評議員会は管理運営規程に基

づき年４回（平成２６(2014)年度は５回）開催し、寄附行為に定める２１～２３名の評議

員により活発な審議を行っている。平成２７(2015)年度の評議員会の出席率は８７％を越

えており、監事も出席している。現在、評議員２１名中１０名が法人職員以外の評議員と

なっている。 

予算・事業計画、決算及び事業報告は適切な時期に決定するとともに、予算管理責任者

を部門長と規定し予算の管理、適切な執行に努め、予算管理委員会が期中・期末に執行状

況を確認している。経理担当部署は適切な会計処理を行うとともに経理責任者を経て専務

理事、理事長まで月次報告も実施している。なお、監査法人による期中・期末監査及び講

評により改善が必要な事項については都度対応している。 

 

［テーマ 基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-Ａ-１ 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

基準Ⅳ-Ａ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

   理事長は、建学の精神や教育の理念などの具現化に向け、適切にリーダーシップを

発揮し、学校法人の円滑で安定した運営に努めている。理事長は、寄附行為の規定に

様式 9－基準Ⅳ 
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則り法人を代表しその業務を総理するとともに事業計画、予算編成、決算、重要事項

について理事会を開催し決定している。 

決算については、毎会計年度終了後２月以内に確定し、監査報告書、事業の実績と

ともに評議員会へ報告し意見を聴取している。その結果を決算概要として分かりやす

く説明を加え、財務諸表とともに公表・公開している。 

私立学校法の規定を踏まえて、寄附行為第１２条に「理事長は、この法人を代表し、

その業務を総理する。」と定め、同第１６条に「理事会は、学校法人の業務を決し、理

事長、理事及び常勤理事会の職務の執行を監督する。」「理事会は、理事長が招集する。」

「理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。」と定めており、これに則って学校法

人を運営している。また、理事長は、予算や事業計画について予め評議員会に諮問す

るほか、寄附行為第３５条の規定により毎会計年度終了後２月以内に監事の監査を受

け、理事会で決した決算及び事業の実績を評議員会に報告して意見を求めている。 

法人の管理運営に関わる役員については、寄附行為第６条、第７条及び第１１条に

選任、退任及び解任について規定している。理事の選任構成は、「大学学長１人、短期

大学部学長１人」「北海道ドレスメーカー学院から選任された者１人」「評議員のうち

から評議員会において選任された者２人」「学識経験者１人」「理事会において適当と

認め選任された者５人」の計１１人としているが、大学学長が短期大学部学長を兼務

していることから現在１０人となっている。評議員会選任、学識経験者及び理事会選

任の理事８人のうち、過半数は法人の職員ではない者を選任するよう努めることも規

定している。監事については、寄附行為第 7 条において、「理事、評議員又はこの法人

の職員以外の者のうちから評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」と規定してい

る。 

理事会は、学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関として重要事項について

審議・決定しており、実質的には短期大学部の運営に関しても最終責任を有している。

その責任に基づき、私立学校法等の求めに従い、教育情報、財務情報、公的研究費の

取扱い、学則等をホームページ上に掲載し、情報の公開を行っている。 

 

【過去３年間の理事会開催状況】 

【平成２５年度】 

開 催 日 議 事 内 容 
出 席 

者 数 

理 事 

現 員 

監 事 

現 員 

5月 27日 報告事項 

・平成 25 年度入学者数及び在籍学生数

について 

協議事項 

・平成 24年度事業報告について 

・平成 24年度決算について 

理事 

 9人 

監事 

 3人 

10人 3人 
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5月 29日 報告事項 

・平成 26年度改組について 

・平成 25年度予算の確定について 

・教育環境整備について 

協議事項 

・監事の退任について 

・理事の選任について 

・評議員の選任について 

・学長選考規程の改正について 

理事 

 10人 

監事 

  1人 

10人 3人 

8月 20日 報告事項 

・学生募集状況について 

・大学改組について 

協議事項 

・2号棟建替えについて 

・大学学則の変更について 

・短期大学部学則の変更について 

・寄附行為の変更について 

・北海道ドレスメーカー学院 校舎取壊

し（財産処分）について 

理事 

 11人 

監事 

 1人 

11人 2人 

10月 17日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・大学学則の改正について 

・学長の選考方法について 

・学校法人浅井学園 就業規則の改正に

ついて 

理事 

 10人 

監事 

 2人 

11人 2人 

11月 22日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・短期大学部学則の変更について 

・学長の選考について 

理事 

 10人 

監事 

  2人 

11人 2人 

12月 13日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・北海道ドレスメーカー学院校舎（基本

財産）の取壊し（処分）について 

・平成 25年度補正予算について 

・平成 26年度予算編成について 

理事 

11人 

監事 

 2人 

11人 2人 
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3月 28日 

 

 

報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・平成 26年度事業計画について 

・平成 26年度予算について 

・大学学則の変更について 

・大学院学則の変更について 

・学校法人浅井学園 管理運営規程（別

表）の改正について 

・役員功労金の支給について 

・コンプライアンス委員の選任について 

理事 

 10人 

監事 

  2人 

 

10人 2人 

＊平成 26年度から、大学学長、短大部学長兼務により理事現員は 10人となっている。 

 

【平成２６年度】 

開催日 議 事 内 容 
出 席 

者 数 

理 事 

現 員 

監 事 

現 員 

5月 27日 報告事項 

・平成 26 年度入学者数及び在籍学生数

について 

協議事項 

・平成 25年度事業報告について 

・平成 25年度補正予算について 

・平成 25年度決算について 

・理事の辞任と退任について 

・役員功労金の支給について 

理事 

 7人 

監事 

  1人 

10人 2人 

5月 29日 協議事項 

・平成 26年度予算について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

・評議員の選任について 

・学費等納付金規程の改正について 

理事 

 8人 

監事 

 2人 

9人 2人 

7月 25日 報告事項 

・学生募集状況について 

・日本私立学校振興・共済事業団 調査

について 

・平成 27年度予算について 

理事 

 10人 

監事 

 1人 

10人 2人 

9月 19日 報告事項 

・学生募集状況について 

・陸上競技場の拡幅について 

理事 

 9人 

監事 

10人 2人 
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協議事項 

・学園所有地の運用について 

・減価償却引当特定資産への組入れにつ

いて 

・規程改正について 

・北海道ドレスメーカー学院の学科改組

について 

・北海道ドレスメーカー学院の学則改正

について 

 1人 

11月 21日 報告事項 

・学生募集状況について 

 

理事 

 9人 

監事 

 1人 

10人 

 

2人 

 

12月 12日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・学費等納付金規程の改正について 

・経理規程の改正について 

・平成 26年度補正予算について 

・監事の辞任について 

・監事の選任について 

・役員功労金の支給について 

理事 

10人 

監事 

 1人 

10人 2人 

2月 19日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・学園所有地の売却について 

理事 

10人 

監事 

 1人 

10人 2人 

3月 27日 報告事項 

・学生募集状況について 

・円山西町の学園所有地の売却について 

協議事項 

・学則改正について 

・管理運営規程の改正について 

・平成 27年度事業計画について 

・平成 27年度予算について 

・評議員の選任について 

・役員の退任について 

・役員の選任について 

・北海道ドレスメーカー学院副院長の選

任について 

理事 

10人 

監事 

 1人 

10人 2人 
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・コンプライアンス委員の変更について 

 

【平成２７年度】 

開 催 日 議 事 内 容 
出 席 

者 数 

理 事 

現 員 

監 事 

現 員 

5月 26日 報告事項 

・平成 27 年度入学者数及び在籍学生数

について 

・評議員会選任理事について 

協議事項 

・平成 26年度補正予算について 

・平成 26年度事業報告について 

・平成 26年度決算について 

・役員功労金の支給について 

理事 

 8人 

監事 

 2人 

 

 

10人 

 

 

2人 

 

 

5月 28日 協議事項 

・平成 27年度予算について 

・理事長の選任について 

・専務理事の選任について 

・平成 28 年度 北翔大学学生納付金に

ついて 

理事 

 7人 

監事 

 1人 

9人  2人 

7月 24日 報告事項 

・学生募集状況について 

・学校法人の会計処理等に関する実態調

査について 

理事 

10人 

監事 

 1人 

10人  2人 

9月 18日 報告事項 

・学生募集状況について 

・耐震診断について 

協議事項 

・北海道ドレスメーカー学院学則改正に

ついて 

理事 

 8人 

監事 

2人 

10人  2人 

11月 24日 報告事項 

・学生募集状況について 

・学園長期ビジョン及び中期計画に係る

新計画検討委員会の設置について 

理事 

 7人 

監事 

 1人 

10人  2人 
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12月 17日 報告事項 

・学生募集状況について 

・平成 28 年度教員採用候補者選考検査

合格者について 

・中期計画の取り組み状況について 

協議事項 

・長期ビジョンの見直しについて 

・平成 27年度補正予算について 

・平成 28年度予算編成方針について 

・評議員の改選について 

・北翔大学大学院学則の改正について 

・北海道ドレスメーカー学院学費等納付

金規程の改正について 

理事 

10人 

監事 

2人 

10人 2人 

3月 25日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・平成 28年度事業計画について 

・平成 28年度予算について 

・監事の退任及び選任について 

・北翔大学・北翔大学短期大学部副学長

の選任について 

・北海道ドレスメーカー学院副院長の選

任について 

・学校法人浅井学園寄附行為の改正につ

いて 

・学校法人浅井学園管理運営規程の改正

について 

・北翔大学学則の改正について 

・北翔大学短期大学部学則の改正につい

て 

・北海道ドレスメーカー学院学則の改正

について 

・北翔大学学費等納付金規程の改正につ

いて 

・平成 29年度北翔大学・北翔大学短期大

学部学生納付金について 

・コンプライアンス委員会委員の選任に

ついて 

・理事長報酬について 

理事 

 8人 

監事 

 2人 

10人 2人 
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(b) 課題 

   理事長のリーダーシップのもと、理事会および常勤理事会等、法人の管理運営体制

は、関係法令及びこれを踏まえた寄附行為の規定に従って確立され、適正に運営され

ている。しかし任期が４年と長いことが負担であるという声もあり、負担軽減の面か

ら、理事の任期の見直しについての検討が必要と考えている。 

また、長く理事を務めていただいている方への配慮、負担軽減の面から、再任回数

の制限を設けることも検討が必要と考えている。 

 

テーマ 基準Ⅳ-Ａ 理事長のリーダーシップの改善計画 

理事長のリーダーシップのもと、理事会および常勤理事会等、法人の管理運営体制は、

関係法令及びこれを踏まえた寄附行為の規定に従って確立され、適正に運営されている

が、理事の任期、再任回数の制限等について検討を行う。 

 

提出資料 

寄付行為 47.寄付行為（平成27年度） 

備付資料 

理事長の履歴書（平成28年5月1日現在） 64.履歴書 

学校法人実態調査表（写し）（過去３年

間） 

65.平成25年度学校法人実態調査 

66.平成26年度学校法人実態調査 

67.平成27年度学校法人実態調査 

理事会議事録（過去３年間） 68.平成25年度理事会議事録 

69.平成26年度理事会議事録 

70.平成27年度理事会議事録 

諸規程集 

組織・総務関係 

組織規程 

事務分掌規程 

稟議規程 

文書取扱い（授受、保管）規程 

公印取扱規程 

個人情報保護に関する規程 

 

 

情報公開に関する規程 

 

公益通報に関する規程 

 

情報セキュリティポリシー 

 

防災管理規程 

 

浅井学園規程集 

組織・総務関係 

71.学校法人浅井学園 管理運営規程 

72.学校法人浅井学園 事務分掌規程 

73.学校法人浅井学園 決裁規程 

74.学校法人浅井学園 文書取扱規程 

75.学校法人浅井学園 公印規程 

76.学校法人浅井学園 個人情報保護規程 

77.学校法人浅井学園 特定個人情報取扱規    

  程 

78.学校法人浅井学園 情報開示に関する規     

  程 

79.学校法人浅井学園 公益通報者の保護に

関する規程 

80.学校法人浅井学園 情報セキュリティ基

本方針 

81.北翔大学・北翔大学短期大学部 防火･防 

災管理規程 
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自己点検・評価に関する規程 

 

ＳＤに関する規程、 

図書館規程 

各種委員会規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・給与関係 

就業規則 

教職員任免規程 

 

定年規程 

 

 

役員報酬規程 

 

教職員給与規程 

役員退職金支給規程 

 

教職員退職金支給規程 

 

旅費規程 

育児・介護休職規程 

 

懲罰規程 

教員選考基準 

 

 

 

財務関係 

会計・経理規程 

固定資産管理規程 

 

物品管理規程 

 

資産運用に関する規程 

監査基準 

 

82.北翔大学・北翔大学短期大学部 点検評 

  価規程 

該当なし 

83.北翔大学 図書館規程 

84.北翔大学 教育支援総合センター規程 

85.北翔大学 エクステンションセンター規 

  程 

86.北翔大学 保健センター規程 

87.北翔大学 体育管理センター規程 

88.北翔大学 教職センター規程 

89.北翔大学 アドミッションセンター規程 

90.北翔大学 キャリア支援センター規程 

 

人事･給与関係 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

92.北翔大学短期大学部 教育職員任用規程 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

93.北翔大学・北翔大学短期大学部 教育職 

  員の任期に関する規程 

94.学校法人浅井学園 役員等の報酬及び功 

労金に関する規程 

95.学校法人浅井学園 給与規程 

94.学校法人浅井学園 役員等の報酬及び功 

労金に関する規程 

96.北翔大学・北翔大学短期大学部 退職手 

当規程 

97.学校法人浅井学園 旅費規程 

98.学校法人浅井学園 育児休業・介護休 

業に関する規程 

91.学校法人浅井学園 就業規則 

92.北翔大学短期大学部 教育職員任用規程 

99.北翔大学短期大学部 教育職員の採用 

及び昇任の選考に関する申し合わせ 

 

財務関係 

100.学校法人浅井学園 経理規程 

101.学校法人浅井学園 固定資産及び物品 

管理規程 

101.学校法人浅井学園 固定資産及び物品 

管理規程 

102.学校法人浅井学園 資産運用規程 

103.学校法人浅井学園 内部監査規程 

104.学校法人浅井学園 内部監査実施細則 
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研究費（研究旅費を含む）等の支給規程 

消耗品及び貯蔵品管理に関する規程 

 

 

教学関係 

学長候補者選考規程 

学部（学科）長候補者選考規程 

教員選考規程 

 

 

教授会規程 

入学者選抜規程 

奨学金給付・貸与規程 

研究倫理規程 

 

ハラスメント防止規程 

 

紀要投稿規程 

学位規程 

研究活動不正行為の取扱規程 

 

公的研究費補助金取扱に関する規程 

 

公的研究費補助金の不正取扱防止規程 

 

 

 

教員の研究活動に関する規程 

 

ＦＤに関する規程 

105.北翔大学短期大学部 個人研究費規程 

101.学校法人浅井学園 固定資産及び物品 

管理規程 

 

教学関係 

106.北翔大学短期大学部 学長選考規程 

107.北翔大学短期大学部 学科長規程 

92.北翔大学短期大学部 教育職員任用規程 

99.北翔大学短期大学部 教育職員の採用 

及び昇任の選考に関する申し合わせ 

108.北翔大学短期大学部 教授会規程 

109.北翔大学 入学者選抜規程 

110.北翔大学 奨学規程 

111.北翔大学大学院・北翔大学・北翔大学 

短期大学部 研究倫理規定 

112.学校法人浅井学園 キャンパスハラス 

メントの防止等に関する規程 

113.北翔大学 研究紀要規程 

114.北翔大学短期大学部 学位規程 

111.北翔大学大学院・北翔大学・北翔大学 

短期大学部 研究倫理規定 

115.北翔大学大学院･北翔大学・北翔大学短 

期大学部 公的研究資金取扱規程 

116.北翔大学 公的研究資金等事務取扱要 

  領 

117.北翔大学 公的研究資金執行による不 

正取引に対する措置基準 

118.北翔大学･北翔大学短期大学部教育職員 

の服務に関する内規 

119.北翔大学 ＦＤ規程 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップ］ 

［区分 基準Ⅳ-Ｂ-１ 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が

確立している。］ 

基準Ⅳ-Ｂ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

   学長は、「学長選考規程」に基づき選任されている。平成２６(2014)年２月に新学長

が就任し、短期大学部学長は大学学長が兼務する体制となった。このことに伴い、平

成２６(2014)年度からは、二人の学長補佐とともに短期大学部に短期大学部長を置き、

学長を補佐する体制を整えた。また、教授会は、教授会規程に則り、毎月開催し、必

要に応じて併設の四年制大学との合同で開催される月もある（備付資料１２２、１２

３、１２４）。また、学則に基づく教育上の各種センター運営委員会は、併設の四年制
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大学との合同の委員会として教授会のもとに設置し、各センター規程に基づき学習支

援や学生生活支援、キャリア支援等の事項について協議のうえ教授会審議を経て学長

が決定し、適切に運営・実施されている。 

また、平成２６(2014)年度から短期大学部及び併設の四年制大学共通の審議機関で

ある「運営企画会議」を新たに設け、毎月開催し情報の共有を図るとともに学長決定

や教授会審議案件の審議調整を行っている。 

本学における教育研究活動上の事案決定の流れは、教育組織の基本単位である学科、

併設の四年制大学と合同で編成されている各種委員会・センター運営委員会で審議さ

れ、全体の審議調整機関である運営企画会議での報告・審議等を経て学長が決定して

いる。決定事項は教授会や学科会議で学科長を通じて報告、周知している。運営企画

会議は学長が議長を務め、本学の教育研究活動を推進するためにその運営責任を果た

すとともに、毎月開催される常勤理事会をはじめ、年７回開催される理事会報告も行

い、経営と教学の連携にも努めている。 

本学では、国立大学法人山形大学を主管校とするＦＤネットワーク“つばさ”に加

盟しており、加盟校共通のフレームにより、授業評価のほか学習成果等アンケートも

実施している。これらのアンケート等の集計・分析結果は学長、短期大学部長ほかＦ

Ｄ推進会議メンバー（教育支援総合センター長、研究科長、学部長、学科長、ＦＤ支

援オフィス長、学習支援オフィス長、事務局長）に配布し、学生の学習成果を把握し

ている。 

教授会については、学則及び教授会規程に規定している。平成２７(2015)年４月か

らは、学校教育法の改正に併せてその役割と審議事項について見直し、改正を行い、

学長は審議すべき事項及び学長が必要と認めた事案について審議を経て意見を聴取し、

決定している。教授会は毎月１回、定例開催しており、必要に応じて併設の四年制大

学との合同開催も可能としている。教授会は、学長、短期大学部長、学科長、教授、

准教授、講師をもって組織され、必要に応じてその他の職員を加えることができるよ

う規定している。通常開催においては、事務局長、事務局次長、担当部長及び担当課

長が出席している。 

(b) 課題 

   短期大学部では、入学定員の確保に苦慮している。こども学科では入学定員１４０

人に対し、平成２６(2014)年度は１２９人であったが、平成２７(2015)年度は１４７

人になるなど、ほぼ入学定員を確保できてはいるが、ライフデザイン学科は平成１９

(2007)年度以降、平成２３(2011)年度、平成２４(2012)年度と入学定員を減じ、平成

２６(2014)年度には５０人としたが、平成２７(2015)年度は入学者数が２６人と５

０％台にとどまっており、危機的状況にある。専任教員とともに教育内容を分野ごと

併設の四年制大学へシフトしてきたという経緯はあるが、学長の強いリーダーシップ

により短期大学部及びライフデザイン学科のビジョンと将来像を示し、地域総合科学

科の特長を最大限に引き出す抜本的な教育改革が必要である。 

また、学習成果の把握については、ＦＤネットワーク“つばさ”に加盟し、アンケ

ート等により行っているが、集計・分析結果を改善に活用するまでには至っていない。

教育改革推進のためにも改善に活かしていくことが急がれる。 
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テーマ 基準Ⅳ-Ｂ 学長のリーダーシップの改善計画 

  学長のリーダーシップをより実効的に発揮できるよう、権限を明確にした副学長を置

くとともに、短期大学部長も含めた学部長会議等の学長諮問機関を設け、情報の共有や

学長が決定する改善・改革の方向性などについての調整を行うことが望ましい。平成２

８(2016)年度にはこれまでの学長補佐２人の体制を改め、副学長を置くこととした。ま

た、経営と教学が連携して改善改革を進めるためにも学内理事懇談会等の活用による理

事長・専務理事と学長の一層の連携強化を図っていく。学長のリーダーシップのもと、

短期大学部の将来像を示し、イノベーションによるライフデザイン学科の再生及び学習

成果の向上に結びつく実効性あるＦＤ活動を推進していく。 

 

備付資料 

学長の個人調書 120.教員個人調書 

121.教育研究業績書 

教授会議事録（過去３年間） 122.平成25年度教授会議事録 

123.平成26年度教授会議事録 

124.平成27年度教授会議事録 

委員会等の議事録（過去３年間） 125.学習支援委員会議事録 

126.学生生活支援委員会議事録 

127.ＦＤ支援委員会議事録 

128.アドミッションセンター運営委員会議

事録 

129.キャリア支援センター運営委員会議事  

  録 

130.図書館運営委員会議事録 

131.教職センター運営委員会議事録 

132.保健センター運営委員会議事録 

133.体育管理センター運営委員会議事録 

134.エクステンションセンター運営委員会 

議事録 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-Ｃ ガバナンス］ 

［区分 基準Ⅳ-Ｃ-１ 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。］ 

基準Ⅳ-Ｃ-１の自己点検・評価 

(a) 現状 

   監事は内部監査室と連携を図り、内部監査の結果報告を踏まえるとともに、期中監

査の講評にも出席し監査法人との面談・意見交換も行うなど、学校法人の業務及び財

産の状況について適宜監査し、年７回開催される理事会に出席の上で意見を述べてい

る（備付資料１３５、１３６、１３７）。また、監査法人の講評日には、別途、理事長、
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専務理事との面談も行っている。監査報告書は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、

理事会及び評議員会へ提出している。 

これら監事の職務は、私立学校法の定めに従い寄附行為第１５条に規定され、その

規定に則って遂行されている。寄附行為では監事定数は２～３名となっているが、内

部監査室との連携を図れることから現在は２人体制としており、評議員会にも出席し

ている。 

(b) 課題 

   監事、監査法人及び内部監査室の三者による三様監査を行ってきている。しかし、

監事の機能強化の面から監事会議等を設けるなど情報の共有、監査体制の連携を図る

ことも必要と考えている。 

 

［区分 基準Ⅳ-Ｃ-２ 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役員

の諮問機関として適切に運営している。］ 

基準Ⅳ-Ｃ-２の自己点検・評価 

(a) 現状 

   評議員の定数については、寄附行為第２０条第２項に「評議員会は２１～２３人の

評議員をもって組織する。」と規定され、現在は理事定数（１０人）の２倍を超える２

１人で組織されている。選任区分と人数については同２４条に「法人職員から選任さ

れた者６人」「設置校卒業生で２５才以上の者６人」「学識経験者１人」「理事会におい

て適当と認め選任された者８～１０人」と定め、法人職員から選任される者のうち１

人は内部監査室から選任すること、設置校卒業生及び理事会選任の評議員の過半数は

法人職員以外の者を選任するよう努力義務を規定しており、現在、１４名中１０名が

法人職員以外の者となっている。 

評議員会は、寄附行為第２０条に「重要な業務を理事会が決するに当たり、妥当性

があり、関係者の理解が得られるか否かを確認すること」を目的と定め、私立学校法

第４２条の規定に従い、同２２条に規定する事項について理事長はあらかじめ諮問し、

意見を求めている。評議員会は、規定に則り適切に開催、運営されている（備付資料

１３８、１３９、１４０）。質疑や意見交換も活発になされ、理事長は、それらの意見

を踏まえ理事会において重要事項を審議決定している。 

 

 【寄附行為】 

 （諮問事項） 

第２２条 次の各号に掲げる事項については、理事長が、あらかじめ監査報告を含め

十分な情報開示と説明を行い、評議員会の意見を聞かなければならない。 

 （１）予算、借入金（当該会計年度の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び

基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

 （２）事業計画 

 （３）予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

 （４）寄附行為の変更 

 （５）合併 
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 （６）目的たる事業の成功の不能による解散 

 （７）寄付金品の募集に関する事項 

 （８）その他この法人の義務に関する重要事項で理事長において必要と認めたもの 

 

   過去３年間の評議員会開催状況は以下のとおりである。 

 

 【平成２５年度】 

開 催 日 議 事 内 容 
出 席 

者 数 

評議員 

現  員 

監 事 

現 員 

5月 28日 報告事項 

・平成 25 年度入学者数及び在籍者数に

ついて 

・平成 24年度事業報告について 

・平成 24年度決算について 

・平成 26年度改組について 

・平成 25年度予算の確定について 

・教育環境整備について 

協議事項 

・監事の退任について 

・理事の選任について 

・評議員の選任について 

・学長選考規程の改正について 

評議員 

19人 

監事 

1人 

 

21人 3人 

8月 20日 報告事項 

・学生募集状況について 

・大学改組について 

協議事項 

・2号棟建替えについて 

・大学学則の改正について 

・短期大学部学則の改正について 

・寄附行為の変更について 

・北海道ドレスメーカー学院校舎取壊

し（財産処分）について 

評議員 

18人 

監事 

 1人 

23人 2人 

11月 21日 報告事項 

・学生募集状況について 

・大学学則の変更について 

・就業規則の改正について 

協議事項 

・短期大学部学則の変更について 

・学長の選考について 

評議員 

17人 

監事 

 0人 

23人 2人 
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12月 12日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・北海道ドレスメーカー学院校舎（基本

財産）の取壊し（処分）、その他校地の

活用について 

・平成 25年度補正予算について 

・平成 26年度予算編成について 

評議員 

16人 

監事 

 2人 

23人 2人 

3月 27日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・平成 26年度事業計画について 

・平成 26年度予算について 

・北翔大学学則の改正について 

・北翔大学大学院学則の改正について 

・北翔大学学費等納付金規程の改正に

ついて 

・学校法人浅井学園 管理運営規程（別

表）の改正について 

評議員 

18人 

監事 

 1人 

 

 

23人 

 

 

2人 

 

 

 

【平成２６年度】 

開 催 日 議 事 内 容 
出 席 

者 数 

評議員 

現  員 

監 事 

現 員 

5月 28日 報告事項 

・平成 26 年度入学者数及び在籍学生に

ついて 

・平成 25年度事業報告について 

・平成 25年度決算について 

・理事の辞任と退任について 

協議事項 

・平成 25年度補正予算について 

・平成 26年度予算について 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

・評議員の選任について 

・学費等納付金規程の改正について 

評議員 

15人 

監事 

 1人 

22人 2人 

9月 18日 報告事項 

・学生募集状況について 

・補助金の返還について 

評議員 

20人 

監事 

22人 2人 
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・平成 27年度予算について 

・陸上競技場の拡幅について 

協議事項 

・学園所有地の運用について 

・減価償却引当特定資産への組入れにつ

いて 

・規程改正について 

・北海道ドレスメーカー学院の学科改組

について 

・北海道ドレスメーカー学院の学則改正

について 

 2人 

12月 11日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・学費等納付金規程の改正について 

・経理規程の改正について 

・平成 26年度補正予算について 

・監事の辞任について 

・監事の選任について 

評議員 

20人 

監事 

 1人 

22人 2人 

2月 18日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・学園所有地の売却について 

評議員 

 21人 

監事 

 1人 

22人 2人 

3月 26日 報告事項 

・学生募集状況について 

・円山西町の学園所有地の売却について 

協議事項 

・学則改正について 

・管理運営規程の改正について 

・平成 27年度事業計画について 

・平成 27年度予算について 

・評議員の選任について 

・役員の退任について 

・役員の選任について 

評議員 

21人 

監事 

 1人 

22人 2人 
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【平成２７年度】 

開 催 日 議 事 内 容 
出 席 

者 数 

評議員 

現  員 

監 事 

現 員 

4月 10日 協議事項 

・評議員会選任理事の選任について 

評議員 

18人 

監事 

1人 

21人 2人 

5月 27日 報告事項 

・平成 27 年度入学者数及び在学生数に

ついて 

・北海道ドレスメーカー学院副院長の選

任について 

・平成 26年度事業報告について 

・平成 26年度決算について 

協議事項 

・平成 26年度補正予算について 

・平成 27年度予算について 

・理事長の選任について 

・専務理事の選任について 

・平成 28 年度 北翔大学学生納付金に

ついて 

評議員 

19人 

監事 

 1人  

21人 2人 

9月 17日 報告事項 

・学生募集状況について 

・耐震診断について 

協議事項 

・北海道ドレスメーカー学院学則改正に

ついて 

・北海道ドレスメーカー学院学費等納付

金規程改正について 

評議員 

17人 

監事 

 1人 

 

21人 

 

2人 

 

12月 10日 報告事項 

・学生募集状況について 

・平成 28 年度教員採用候補者選考検査

合格者について 

・中期計画の取り組み状況について  

協議事項 

・長期ビジョンの見直しについて 

・平成 27年度補正予算について 

・平成 28年度予算編成方針について 

・評議員の改選について 

評議員 

18人 

監事 

 1人 

21人 2人 
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・北翔大学大学院学則の改正について 

3月 24日 報告事項 

・学生募集状況について 

協議事項 

・平成 28年度事業計画について 

・平成 28年度予算について 

・監事の退任及び選任について 

・北翔大学・北翔大学短期大学部副学長

の選任について 

・北海道ドレスメーカー学院副院長の選

任について 

・学校法人浅井学園寄附行為の改正につ

いて 

・学校法人浅井学園管理運営規程の改正

について 

・北翔大学学則の改正について 

・北翔大学短期大学部学則の改正につい

て 

・北海道ドレスメーカー学院学則の改正

について 

・北翔大学学費等納付金規程の改正につ

いて 

・平成 29 年度北翔大学・北翔大学短期

大学部学生納付金について 

・コンプライアンス委員会委員の選任に

ついて 

評議員 

20人 

監事 

1人 

21人 2人 

 

(b) 課題 

   評議員会は、規定に則り適切に開催、運営されている。質疑や意見交換も活発にな

され、理事長は、その意見を踏まえ理事会において重要事項を審議決定している。現

在、任期は 4年で再任に制限はないが、負担軽減の面から任期の短縮や再任回数に制

限を設けること等について検討は必要と考えている。 

 

［区分 基準Ⅳ-Ｃ-３ ガバナンスが適切に機能している。］ 

基準Ⅳ-Ｃ-３の自己点検・評価 

(a) 現状 

   事業計画、予算については、規程に基づき、１０月下旬から１１月上旬に予算管理

委員会で予算編成方針（案）を策定し、常勤理事会、評議員会及び理事会で審議・承

認の後、学部･学科、教学運営組織及び事務局の各部門に説明し、各部門から提出され
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た事業計画（案）、予算措置要請書を予算管理委員会が集約し、予算案を編成して、理

事長に提出している。理事長は、長期ビジョン及び平成２７(2015)年度で終期となる

中期計画を踏まえて、これらを常勤理事会、評議員会、理事会で審議の上前年度３月

に決定している。予算決定後、予算管理委員会は速やかに各予算管理部門（学部、学

科、教学運営のセンター、事務局各部門等）へ書面をもって通知を行っている。なお、

予算については前年度決算及び当年度の学生数の確定により、５月の理事会で調整、

最終確定となる。 

予算執行、出納業務の流れは以下のとおりである。 

（１）予算管理規程に則り、各部門（予算管理単位）から支払書、納品書、請求書、

領収書及び稟議決裁書（写）（予算管理単位の長の決裁権限を超える場合）が会

計課に提出される。 

（２）会計課で証拠書類を確認し、証拠書類と伝票をもって経理規程に定められた

会計担当部署責任者の決裁印を受け、支払処理を行う。 

   執行状況については、予算管理委員会が中間期及び決算期に予算執行状況調査を実

施し、把握、管理している。本学園では、監査法人の公認会計士による会計監査を、

決算監査を含め年４回実施している。毎回、講評が行われ、専務理事、事務局長、総

務部長、会計課長、内部監査室長に監事も加わり、課題の確認や改善に向けた意見交

換を実施している。 

月次試算表は、毎月作成され、経理責任者である事務局長を経て常勤理事、専務理

事、理事長に報告されている。 

寄附行為第２８条第３項に「運用財産は法人の設置する学校経営に必要な財産とし、

財産目録中運用財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入される財産とする」

と規定している。また、同３１条には「運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購

入し、または確実な信託銀行に信託し、又は、確実な銀行に定期預金とし、若しくは

定額郵便貯金として理事長が保管する」と規定している。これらを通して、本法人の

設置する学校の経営の安定的、継続的な進展を図ることを目的に資金の保有・運用に

努めている。これら資金の運用については、「資金運用規程」を制定し、資産運用責任

者を専務理事と規定し、理事長が召集する資産運用委員会の決定をもとに適正に執り

行っている。 

寄付金については、平成２１(2009)年６月に所得税法施行令第２１７条第１号の２、

第３号又は第４号及び法人税施行令第７７条第１号の２、第３号又は第４号に掲げる

特定公益法人の証明書の交付を受け、寄付金募集を行っている。ただし、短期大学部

は５０年余りの歴史ではあるが、開学以降約４０年間は女子短期大学であったという

沿革も背景にあり、同窓会からの寄付（現物寄付を含む）以外の個別同窓生からの寄

付は多くはない現状にある。また、学校債は発行していない。 

法令に則り、教育情報の公表及び財務情報の公開を行っている。教育情報は本学ホ

ームページ上にて公表しているほか、日本私立学校振興・共済事業団の「大学ポート

レート」でも公表している。財務情報は収支計算書及び貸借対照表を学園新聞に、ホ

ームページ上には学校法人の概要、事業概要報告、分かりやすく解説した決算概要、

収支計算書、貸借対照表、財務比率、財産目録及び監査報告書を公開している。また、
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これらの書類は、毎会計年度終了後２月以内に作成し、事務所に据え置き、利害関係

人からの請求に対し閲覧に供することを寄附行為第３６条に規定している。 

(b) 課題 

   特定公益法人の証明を受け、寄付金募集を行っている。東日本大震災における震災

ボランティアや被災地児童を対象としたリフレッシュプログラムに対しては時限的に

寄付を受けたが、それ以降は小額にとどまっている。寄付金の増加に向けた取り組み

を検討する必要がある。  

 

テーマ 基準Ⅳ-Ｃ ガバナンスの改善計画 

 監事の機能強化の面から監事会議等を設け情報の共有、監査体制の連携を図ることの

必要性を検討する。 

また、評議員については、現在、任期は４年で再任に制限はないが、負担軽減の面か

ら任期の短縮や再任回数に制限を設けることについての検討に着手する。 

さらに、寄付金の増加に向けた取り組みを検討する。 

 

備付資料 

監事の監査状況（過去３年間） 6.ホームページ(法人情報) 

http://www.hokusho-u.ac.jp/hokusho 

/corporation.html 

135.平成25年度監査報告書 

136.平成26年度監査報告書 

137.平成27年度監査報告書 

評議員会議事録（過去３年間） 138.平成25年度評議員会議事録 

139.平成26年度評議員会議事録 

140.平成27年度評議員会議事録 

 

 

基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの行動計画 

  収支における支出超過の縮小に努めているが、安定的な経営、教学運営のためにも収

支均衡の財務状況を実現していかなければならない。定員を充足できない学科を含めた

短期大学部の将来像を示し、再生の方策を早急に検討する。老朽化した校舎・設備の維

持、改修、耐震補強工事等が計画されることとなり、策定中の第３次中期計画及び財務

計画を計画通り実行していくためには、理事長、学長がそれぞれの責任のもと、一層の

リーダーシップを発揮していく。 

 

◇ 基準Ⅳについての特記事項 

（１）以上の基準以外にリーダーシップとガバナンスについて努力している事項。 

高等教育機関を取り巻く情況が極めて厳しいことを十分認識し、社会の評価に堪 

え得る健全な財務状況と運営体制の維持とともに、社会変化への対応力を高め、社

会のニーズに即応する教育分野を常に整えている努力が必要である。 
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そのため、教学と経営とは明確に役割分担しながら、法人全体の共通課題に対応

するためには、経営と教学の一体的な相互の連携が不可欠である。教学側代表が半

数の学内理事を中心とする常勤理事会での協議や理事会の議事内容を定期的に教

授会に報告し、教授会の協議を経営側に伝えるなど、教学・経営間の速やかな意志

疎通に努力している。 

 

（２）特別の事由や事情があり、以上の基準の求めることが実現（達成）できない事項。 

特になし。 
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【選択的評価基準】 

地域貢献の取り組みについて 

 

今金町との世代間交流事業「ミセスウェディングプロジェクト 2015今金コレクション」 

 

平成２７(2015)年１０月１８日（日）に本学のファッション・舞台アートを学ぶ学生が、

併設の四年制大学芸術学科（芸術メディア学科４年生を含む）の学生とともに、道南の今

金町との世代間交流事業「ミセスウェディングプロジェクト 2015今金コレクション」とし

て今金町民センターでファッションショーを開催した。 

「非日常的なおしゃれの体験をとおして、町民の暮らしに潤いを」をテーマに今金町教

育委員会が企画し、以前から交流のあった本学に協力要請があり実現したものである。町

内の女性団体、青年団体、文化団体なども加わり実行委員会が設置され、ドレス制作費の

８割を町の教育委員会が負担した。 

本学の学生たち２０人が、５月３０日（土）今金町を

訪問し、モデルとなる町民（公募による選考。２５歳～

１００歳の１０人で平均年齢６６歳）との初の顔合わ

せを行い、希望のデザインの聞き取りや採寸、写真撮

影等を行った。８月７日（金）にはフィッティングのた

め、２回目の訪問を行った。 

ファッションショーの前日、１０月１７日（土）は、

モデルとなる女性との最終打ち合わせ、試着、アクセ

サリー合わせのほか、プロの演出家によるウォーキング練習を行った。当日の１０月１８

日（日）はプロによるヘアーメイクにリハーサルを行い、本番に備えた。前日のリハーサ

ル、本番でのステージ、音響、照明は本学及び併設の

四年制大学芸術学科で舞台芸術を学ぶ学生が手がけ

た。 

当日、約３００人の来場者を迎えてファッションシ

ョーが行われた。多くの来場者もあって緊張気味であ

ったモデルも、舞台では大きな拍手と歓声に包まれ笑

顔が絶えず、大盛況のうちに終了となった。町内各方

面からの反響も大きく、「来年もやって欲しい」「心が

揺さぶられた」「今金町に起きた奇跡の瞬間だったのかもしれない」など高い評価と感想を

いただいた。また、町民やモデルの方々のおもてなしを肌で感じ、「喜んでもらいたい」と

いう気持ち・思いが作品制作の細部のこだわりにもつながり、学生たちも厳しくも大きく

豊かな経験となったようで、終了後は全員感激の涙に包まれた。 

この取り組みは北海道新聞で三度、大きく取り上げられたほか、ＮＨＫ道内ニュースで

８月２１日と１０月３０日の二度放映された。 

この後も今金町との交流は続いており、平成２７年１２月に本学の学術情報センター

（札幌市中央区）ポルトホールで行われた本学のファッションショーにも特別参加として

今金町長とともに参加していただいた（備付資料１４１、１４２）。 

様式 12－地域貢献 
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正誤表 

 

誤 正 

8ページ 

(2)学校法人の概要 

北海道ドレスメーカー学院の所在地 

 札幌市中央区南 4条西 16丁目 

 

 

 

札幌市中央区南 1条西 22丁目 

12ページ 

(7)短期大学設置基準を上回っている状

況・短期大学の概要 

①教員組織の概要のライフデザイン学科

の備考 経済学関経 

 

 

 

 

経済学関係 

33ページ  

表中 35,41行 

111.北翔大学大学院・北翔大学・北翔大学

短期大学部 研究倫理規定 

 

 

 

研究倫理規程 
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１．自己点検・評価の基礎資料 

 （５）課題等に関する向上・充実の状況 

   ③過去 7年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付  

された短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。 

 

１．北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科 

（１）北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科認可時の留意事項 

（平成２５年度） 

認可時の留意事項 左の履行状況 

既設校の今後の定員充足の在り方につい

て検討すること。 

 

北翔大学短期大学部 

 ライフデザイン学科 

短期大学部ライフデザイン学科では、本学

の伝統である服飾教育と、特色である舞台

芸術教育を中心にコースを再編し、キャリ

ア教育の充実を図る教育課程の見直しを

行い、平成 26年度から入学定員を 30名減

員し 50 名とする学則変更届を行う予定で

ある。 

 

（２）北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科設置計画履行状況調査時の留意事項 

（平成２６年度） 

区分 留意事項 履行状況 
未履行事項につい

ての実施計画 

設置計画履行状況

調査時 

（平成 26年 2月） 

既設学科（北翔大学

短期大学部ライフ

デザイン学科）の定

員充足率の平均が

0.7 倍未満となって

いることから、学生

の確保に努めると

ともに、入学定員の

見直しについて検

討すること。 

北翔大学短期大学

部ライフデザイン

学科は、コース再編

及び教育内容を見

直し、平成 26年度か

ら本学の伝統と特

色ある２コース制

に改め入学定員を

30名減じた。 

 

 

（３）北翔大学大学院生涯スポーツ学研究科設置計画履行状況調査時の留意事項 

（平成２７年度） 

区分 留意事項等 履行状況 
未履行事項につい

ての実施計画 

設置計画履行

状況調査時 

（平成 27年 2

既設学部（北翔大

学短期大学部ラ

イフデザイン学

改善意見 本学科では、平成

27 年度入試におけ

る学生確保のため

教育内容見直しの

結果、社会的に有

用性が高く、かつ、

追加資料 
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月） 科）の定員充足率

が 0.7 倍未満と

なっていること

から、学生の確保

に努めるととも

に、入学定員の見

直しについて検

討すること。 

に、様々な工夫を

して教育内容の理

解を深める努力を

してきたが、当該

年度は、26名(52%)

の入学者に留ま

り、厳しい結果と

なっている。この

ような状況を打破

するために、これ

までの厳しい実情

の検証をし、教育

内容の見直しを図

った。 

市場性のある新た

なビジネス関連資

格やファッション

関連資格を設け、

実効性ある学生確

保を図ることとし

た。現在、平成 28

年度入試に向け、

この教育内容を基

に具体的な活動に

入っている。 

 

２．北翔大学生涯スポーツ学部健康福祉学科 

 （１）北翔大学生涯スポーツ学部健康福祉学科設置計画履行状況調査時の留意事項 

（平成２７年度） 

区分 留意事項等 履行状況 
未履行事項につい

ての実施計画 

設置計画履行

状況調査時 

（平成 27年 2

月） 

既設学部（北翔大

学短期大学部ラ

イフデザイン学

科）の定員充足率

が 0.7 倍未満と

なっていること

から、学生の確保

に努めるととも

に、入学定員の見

直しについて検

討すること。 

改善意見 本学科では、平成

27 年度入試におけ

る学生確保のため

に、様々な工夫を

して教育内容の理

解を深める努力を

してきたが、当該

年度は、26名(52%)

の入学者に留ま

り、厳しい結果と

なっている。この

ような状況を打破

するために、これ

までの厳しい実情

の検証をし、教育

内容の見直しを図

った。 

教育内容見直しの

結果、社会的に有

用性が高く、かつ、

市場性のある新た

なビジネス関連資

格やファッション

関連資格を設け、

実効性ある学生確

保を図ることとし

た。現在、平成 28

年度入試に向け、

この教育内容を基

に具体的な活動に

入っている。 

 

３．北翔大学教育文化学部 

（１）北翔大学教育文化学部設置計画履行状況調査時の留意事項 
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（平成２７年度） 

区分 留意事項等 履行状況 
未履行事項につい

ての実施計画 

設置計画履行

状況調査時 

（平成 27年 2

月） 

既設学部（北翔大

学短期大学部ラ

イフデザイン学

科）の定員充足率

が 0.7 倍未満と

なっていること

から、学生の確保

に努めるととも

に、入学定員の見

直しについて検

討すること。 

改善意見 本学科では、平成

27 年度入試におけ

る学生確保のため

に、様々な工夫を

して教育内容の理

解を深める努力を

してきたが、当該

年度は、26名(52%)

の入学者に留ま

り、厳しい結果と

なっている。この

ような状況を打破

するために、これ

までの厳しい実情

の検証をし、教育

内容の見直しを図

った。 

教育内容見直しの

結果、社会的に有

用性が高く、かつ、

市場性のある新た

なビジネス関連資

格やファッション

関連資格を設け、

実効性ある学生確

保を図ることとし

た。現在、平成 28

年度入試に向け、

この教育内容を基

に具体的な活動に

入っている。 

 

 


